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4　宇宙開発事業団の業務運営の適正化

（1＞宇宙開発事業団の組織管理等の適正化

　諭告）

　宇翻発事業団は、宇鹸発事業団法（日召和44年灘第50号）に基づき、二二・の醐に限り、

瞳星及び入工鱗上卿ケ勲昏晦瞬追跡を繕計画的かつ効率的

1瓢総譜畔にr胆郷とし　年10月　立さ

憾寝事業団の繍管理に6いて1減騨庁細細理の実態を把握し・宇宙開発事業

団に対して誼適切な指導幽を実施するため・宇宙醗旧記瑚早瑠禾噂総理

府・郵政省令第・号・以下「事業団法規則」と叫蹄25条にお呼騨三選職制その

他繍に関聯程等を鞭醜贈．ζマるζきは・、その理甲及び内容を明らカ’にしF

その蜘眺主務梱こ騨な騨瞬織れている・宇宙開発事業団二条
に基づく‘ g識た関する規程とニレ℃ド宇宙圏発事業団緯織規程」（昭和45年5月6日付け45規程

第5嬰陶織糊ζ叫）を年町お魚田騨r饗甲4年間で
6回組織纏を改正い主務大臣に騨で鴨∴、

宇即事挙団蝿皆無鱒こ関する靴して出漁程以外に「宇宙開発事業団

・儲耀曲用について」『・（平成5年3月、19白付け蒔第7号・以下「組織翻達」という・．）

を制定しかるが湘雛用勲届出膝務付けられていないとして・三島翻達の制定●改

　　まだ、「学宙闘発事業団はlT宇宙開発事業団職員給与規程」　（昭和45年8月1目付け45規程

第11号．以下「給与耀」．という．・一）を制定し、1 �s第20条｝こ基づき・人工鯉及び肛

衛星打上げ用・ケットの面癖庫び脚こ騨昏乱知識騨必要とする職務に従

事す騨嚇で騨躰糊蜘曾商状細いるr平晟寒月の実騨
舞舞能組の平郷合膝3011．545円！r糊騨の平壌倉月鰍311円やrで

llる∵ピ，♂賦巧’賦凹1鎖凱ll詰ぞ弓湿レ恐1腔
幅宇轍事細三三脚達による騨団団及醗手当の三三状

　況について調査した結果、以下のような塗況が婆られた。．

　①宇宙開発事業団は、組織運用達第1条において、F「事業団の組織業務及び職制について

　　は、欄耀に定めるもののほか、この達に定める・」と定め湘縫用達を組織耀を補

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一f88一
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　記するものと位置付け、一部の組織について、組織運用達による組織管理を行っている。

　　このことについて・宇宙開発事業団ではぐ開発プロジェクトをタイミングよく実施するた

　め弾力的な対応を組織運用達で行っているが、組織運用達による組織管理については極力阜

　いタイミングで組織規程を改正するよう努力しているどしている。

　　しかし、組織運用達による組織管理には、以下のような組織規程に反する運営がみられる。

　i・組織運用達にようて設置している課・室の数は平成5年度の14課・室か・ら9年度18課・

　　室に増加している。一方、組織規程で定められた課・室を組織運用達により廃止している

　　ものが平成5年度から9年度までで延べ22課勉室みられる。・．

　　　なお・平成7年5丹に組織運用達に基づき設置された宇宙輸送システム本部施設設備開

　　発室は、その後2回の組織規程の改正が行われたにもかかわらず、現在も組織規程で定め

　　られていない。

　　　また、・組織規程の枠外で組織運用達によって設置している課・室の在籍者数て各年度10

　　月1日現在。平成9年度は6丹1・日現在）’は、平成5年度が956人中75人（7．8パ曽セン

　　、’ト）∴・・6年度が969人中79人℃8．2パーセント）卜、・7年度が968人中108人”（ll．2パやセ

　　ント）、8年度が978人中128人（13．1パーセント）、9年度が1，001人中106人（10．9

　　パrセント）となっており、r7年度以降全職員に占める割合は1割強となってUる。，

　五い宇宙開発事業団は、組織規程で定めるべき課・室の所掌業務を組織運用達で追加・・削除

　、：しておりぐその対象どなった課・室数は、平成5年度が29課・室1．1．6年度が36課・室、・’‘7

　　年度が39課・室、8年度が39課」室▽9年度が56課・室となっている。．

　　　また、課・室の所掌業務の追加・削除に伴い増員又は減員された職員数は、．平成5年度

　　が一・956人中85人（8．9パーセント）、6年度が969人中101人（10．4パーセント）、7年度

　　が968人中165人（17．0パーセント）、8年度が978人中165人（16．9パーセント）、9

　　年度が1，001人中199人（19．9パーセント）・と増加し℃おり、全職員数に占める割合は平

　　成9年度で2割弱に達している。

　血　組織運用達が制定された平成5年3月以降、緯織規程は6回、組織運用達は13回改正さ

　　れ、そのうち5回は組織規程と組織運用達が同日付けで改正されているが、例えば、9年

　　3月19日付けの組織規程の改正では、前年度まで宇宙輸送システム本部に属していた角田

　　ロケット開発センターが技術研究本部に組繊替えされたにもかかわらず、同日付けの組織

　　運用達により、技術研究本部から宇宙輸送システム本部の所属へ戻す措置を採っている。

②宇宙開発事業団では、開発手当の支給対象となる職員の所属する組織を「宇宙開発事業団
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職員給与規程第20条（開発手当）一の運用基準について」　（平成2年6月25日付け総務部通ち

ょう第10号）で定めているが、これらの支給対象組織等の中には、組織規程に定められてお

らず、組織運用達に基づいて設置された組織が9組織く平成9年5月1日現在）あり、当該

組織において開発手当を受給している者が56人みられる。

したがって、科学技術庁運輸省及び郵政省は・宇宙開発事業団に対し・総記腱によや

組織管理を見直し、、組織規程に基づいた適正な組織管理を実施するとともにデこれにより開発

手当の支給対象組織の適正化を図るよう指i導する必要がある。

（説　明）

ア　宇宙開発事業団の設立目的等

　　宇宙開発事業団は、宇宙開発事業団法に基づき、　「平和の目的に限り、人工衛皐及び人工衛星打

　上げ用ロケットの開発、打上げ及び追跡を総合的、計画的かつ効率的に行ない、宇宙の開発及び利

、用の促進に寄与することを目的」・．（第・条）として・昭和44年10月・日1こ馳された特殊法贋あ

る。

宇宙開発事業団め繍は》図4一（1）一『・のとおり、4＞共晶蝶務を担当する総務部・経理部

等の4部・2室“i陣業の管理を担当する計画管理欝ρ4部・血〉・人手鯉の醗等の事業実

施を担当する軌道上技術開発システム本部等の5本部のほかゾiv）．施設設備室、筑波宇宙センター

等から構成され、定即理論以下騨9Mうち・非働2呑）旧事駄（うち・非騨1

人）、』職員．LO38人（平成9年度末定員）となっている♂一
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図4一（1）一1

理事長　　1人
副理事長，1人
理　事　　7人
　うち、非常勤

監b事　　2人
　うち、非常勤，

職員数

’宇宙開発事業団の組織・走員の概要（ヰ成9年度）’
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　宇宙開発事業団ρ定員｝ホ表4一（1）∠1のとおり・・車成6年度ゐ♀6マ人が6年度には073続く5
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表4一（1）一1
宇宙開発事業団の定員・現員の推移（平成5～9年度）

（単位：人、％）

年度等 平成5 6 7、 8 9
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，
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6
…
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了（注）1　宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。　　、
　　　2　定員は年度末、現員は7月1日（ただし、平成9年度は5月1日）現在である。
　　　　指数は、平成5年度を100とした割合である。．　　　3

イ　組織運用達による宇宙開発事業団の組織管理

（ア）　組織規程及び組織運用達

　　　落雷開発事業団の組織管理については、主務大臣が組織管珪の実態を把握し、宇宙開発事業団

　　に対して趙適切な指導監督を実施するため、事業団法規購25条に基づき、「事業団は職

　　制その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこ

　れらの規程を改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施あ日前に科

　学技術庁長官、運輸大臣及び郵政大臣に届け出なければならないゴ（運輸大臣は、昭和49年3月

　政令第74号により、宇宙開発事業団法第39条第1項に規定する政令で定める大臣とされた。）と

　　されており、宇宙開発事業団では、毎年度、宇宙開発事業団の機構定員要求を行い1新年度の機

構の改忠ﾛレベノ脚ρ韻図楓ナ；認可に締織規程雌の必要があれば繍

　規程の改正を行い、事業団法規則第25条に基づき主務大臣に届け出ている。

　　一方1宇宙開発事業団でほ1宇宙開発に関する国内外の開発の進展たフレキシブルに対応でぎ

　る組織管理を行うことを目的として、職制その他組織に関する補完的な定めとして届出が必要で

　ない組織運用達を制定し、実際の組織の設置、改廃等運営の二部の管珪を組織蓮用達で痔ってい

　る。宇宙開発事業団では、組織蓮用達については科学技術庁、運輸省及び郵政省の主務大臣への

　届出は義務付けられていないとして、町組織運用達の制定・改廃たついては主務大臣への届出を行

　っていない。また、科学技術庁、運輸省及び郵政省においても、当該組織運用達に基づく宇宙開

　発事業団の組織管理の実態を＋分把握していない．；　〆’　　‘　　　h　’

　　融耀及び磁蓮艇あ艇繭ぼ、・裁台∠2幌おりであ為．ビ

　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一193一

…
　
ロ

　
コ
　
　
一

　
　
　
一
　
　
ー
ー
ー

　
　
　
　
　
輌
　
　
踵
医
　
一

　
　
　
　
　
　
ー
ー
　
4

　
　
　
　
　
　
　
彗
一

、
、
「

一
　
　
　
「
斥
一

　
　
　
　
雪
■

　
　
　
　
　
　
■
，
瑠

　
　
　
　
　
　
　
　
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帰
．
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
1
　
　
　
「
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紹
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
い



一

一一w職鼈黶@

表4一（1）一2 ．画品視程及び組織渾弔達g制定目的

区
分
、

宇宙開発事業囲組織規程
毒1召和尋5年5月「6r規程第5

－主務省庁への▼届　出

　灘1響懇導
号）

主務省’庁への届出L

旺指 定　　骨
．的

寸
も
）
…

織
る
条
…
　

組
め
一
…

の
定
第
「
・

　
．
こ
（
一

　
じ
　
　
　
　
　
サ

　
去
　
　
…

　
む
へ
　
で

　
　
　
む
　
コ

う
頼
る
…

い
業
よ
…
∴

と
事
に
…

、
」
発
ろ
「

団
開
こ
…

業
宙
と
…

整、
不
、

類
、書

　
へ
　
　
む

は
い
月
な
9
，
い

年
て5
し

成
握
、
平
即

事
登
る
…
旧
び
を

「
、
め
…
届
及
日

下
は
定
…
、
月
出

以
て
の
…
り
9
届

く
い
程
一
よ
年
は

団
つ
規
…
に
4
で

業
に
の
…
き
成
団

事
制
こ
…
続
平
明

、
発
熱
、
…
手
、
事

開
び
か
…
の
し
め

宙
及
ほ
…
要
だ
た

宇
務
の
…
所
た
の

　
　
　
　
　
　
備

∴
業
の
…
、

　宇宙開発事業団”（以下「事業団〕というが）の組織、
業務及び職制については、宇宙開発事業団組織規程1〈4与
七規程第5号。以下「組織規程という。、）に定めるものの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　て第1条）ほか、．この達に定めるどころによる。

深翻細礒霧冊‘梅郷ζよ51∵∵幽”∴齢

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した5

麟

（イ〉　組織運用達による事業団の組織管理　　　　　　　　　　　　　＿＿　　1、∴．　　　一

　　宇輝事業騨絹織運聴rい下ヂ業骨法規則第25条にや騨御下曾岬こも係

わ弦「宇輝騨団鯛繊矯及び騨につゆ湖雛叩やる即判こ
嘩に牢随∬第・郷）瑚定三綱騨を繍規程を田図ζ位即け’

二部の鱒rrいで・島回嘩1千ナ脚騨理を行つ下いる∵，

笥騨糟は・組鞭嘩㌃音1の騨翠細痔称臣へ尉準適ってい
1醜鱒呼．∫欄翠事業団醐門門基棚rは騨程に枢鴨⑳し・

：三法三三三業門構三景の酉滑糊岬蝿●定三嘆甲堪ある
程度の白主鱒脚認岬下記ま罐騨鐸榊三七鐸・●牢員の要麟
癬軌準準め・、鱒牢開発Pし1て騨力白樺脚rブr≧グ良燗発

プ・グラ憎憎野晒？ζ9たや∵’潤騨騨嘩三熱鶏上
領鶏乎）想曙で予翠可されやない力聴蝶遡部的峠擁鐸等の理

郎等等聯撃墜・．こ華華に？照準を群，糊塗脚て弾
髄騨琴師τ脇鱒・綿縫聴醐騨即岬r照誘｝働早い三
揃グで騨得が働レて鴨、！ζ説町1や・・㌦．

　　　聯・糊騨による鰍管理牽み鮪墜下結う綜騨ら嫡・．一亭

　　弓繊翻達による課・室の改廃及び欝煮等9配勲揮霊、　一・屈．、

　　　宇宙開発事業団で貯宙騨業畔車即す噸嘩噸憎憎秘票がある
　　　として、表4：一（1）一3のとおり、i）組織規程上認められていない課・室を、組織運用達によ

　　　って平成』年度には14、6年度は13、7年度は18、8年度は21、9年度は18設置しており、組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一194一

織規程上認φれていない課・室の設置数は増加傾向にある。一方・五）ど組緯規程上認められて

いる疎・室を・組織運用達によって平成5年度は2～・’6年度は2、7年度は8、8年度は7、

P年度は3廃止しており・狙）差引き・平成5年度12・6年度11、7年度IQ、8年度14、9年

度15の課・室が組織規程の枠外で設置されている。

，また・組織規程上沼められていない課・室の在籍者数（各年度10月11日現在。平成9年度は

6月斗日現在）は・平成与年度75人．（全聯員956人に対する割合：7．8パーセント）、6年度

て9人（同969人：8・2パ「セン．ト）・7年度108人（同・968人：11．～パーセント）、8年度

128人（同978人：13・1パーセント）・9年度1Q6人（同1，・oo1人：10．6パーセント）となっ

ており・綿織規程によらず組織運用達によって設置さ紅為組織で業務に従事している職員の割

合が7年度以降10パーセントを超え・．その割合が年々増加してきている傾向がみられる．

表4一（1）一3 津蟹運小忌による組緯（課・室）の変更・新設等の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：課室計数、人、％）

事項　　　　　　　年度 平成5 6 7 8 9

①　組織規程にない課・室
@の設置数

　　　14・　（100．0）

　13
i92．9） 　18i128．6＞

121
i150．0）　　　・，

　工8
i128．6）

②　組織規程にある課・室
@の廃止数

　　2同（100．0）

　　2
i100。0）

　　　8
�i400．・0）

　7
i350．0）“
　　　　3
C　（150．0）

③　組織規程にない課・室
@の在籍者数

　75i100．0） 　79i105．3） 108
i144．0）

128．
i170．7）

106
i141．3）

④一組織規程上にある課・
@室の定員数，、

　881
h（1．00．0）．

890
i101．0）
860
i97ゼ6）

850　’
i96．5）
895
i101．6）

⑤　全職員数（③＋④）、

u　．　・　腫　　o　・　噂　・　o　「　曜　．　　■　響　層　ロ　響　ロ　・　ロ　・　9　・　9　一　■　・　．　，　．　巳　一　腫　．　．　．　齢　幽　・　・　　幽　・　噸　一　噂　昌　一

E’全職員に占める組織規租
@にない課・室（③）に在自籍する職員の割合・

　　956

@　7．8

　　969盲（101．4＞r・

w　　9　　－　　－　　一　　g　　o　　．　　．　　藺　　の　　齢　　一　　〇　　噂　　幽　　噂　　陶　　r　　，　　・

@　8．2・

　　968@　（fOL3）零層口響雪・．・「・99層層唇■一■■・■・
　　　　　　，978．
@　　　　　・（102．』3）　　　　邑隔■圃幽■圃臨9一一髄・■．一…■■

P1．一2、＼噛P3．．1

@　　　　ひ】

1，001

@10．6

　　　1　宇宙開発事業団の資料に基づき三三が作成したび．（注）

　　　29毎年ro月1日（ただし、平成9年度は6月1日）現在である。
　　　3、く．、）、書きは・平成5年度を、100とした指数である。一．

宇宙醗事業剛ま・昌運嘩によっ下綿二三瑚められていな曜●室を新旧に設置し

．たりヤ綿織規程に昂：る課’1室を廃ヰするなξにより・綿舞規三三琴質的｝『肇琴して組織管理を

・三って吟う・二二三二で謬砕ちれた課．1箏の二二旧び組織輝程に回し｝評・宰の三三の状況は・

以下の事例のとおりである。

、王事　例二4τ（1＞一ユ〕、、、

　　宇宙輸送システム本部種子島宇宙センターは、ロケットの打上げのための射場整備作業を

　　　♂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一195一
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w一}　一

中心とした業務を担当してきているが、その業務は、i）ロケット本体を組立・点検・整備

．運用する作業（以下、　「射点系業務」という。）と五）ロケットを追尾する地上のレーダ

ー等の点検・整備・運用に関する作業（以下、　「射場系業務」というbうの二つに分けられ

る。

　これらの業務については、平成2年度までは射場安全課・技術第一課・技術第二課及び燃

鰍験課の四つめ謙所掌していたが、3年度からは4課に混在していた射点画業務と射場

系業務を再編し、機械課が射点系業務を、電気課が射場系業務を担当する2課体制とし・そ

れらの総合取りまとめを技華墨が所掌してきた．

　七かしぐセ年度には乱組織規程で認められそいる技術課、一機i械課及び電気課を組織運用達

で廃止て技循課、機械吟友び電気課に職員未配置）し・3課の業務を組織規程上認められて

いない主任開発部員（以下、主任開発部員とは、主任開発部員（課長・室長等クラス）及び

その指揮下にいる職員によb構成される組織をいう．）に担当させることとした・

・その後①射点系業務についηま・吻ト系．耀系の纏備牒に係る技術支援

平群が増加すること・就五罪場系業携についても・鯛籍襟に係る運用手法

の確立等技術的要素が増加するとと専を理由として、平成8年度に機i械課を発射管制課・・電

騨騨制課へ醐ると牛も｝r発射管制課及側管繍r副羊年開発部騨己置

された♂

し測その後も聯3課騨課照射管制細騨線聯rは開鱗
ゴがあるとしで平癬度及び騨lrおいて醐雛瞭こ姻梅着したまま’

’3課の菊藻組鞭療諭られて臆レ注任醗部員に担当させている・

具体的にほ・姉御・荊強制課及謝場管制課の3課欄醗第41季の2及び第43

条（P4で廃止し』、平威♀年度た串いて信3木の三景を含む鳴8人（技術線∴三三管制線及び射

場管制課の鱒制騨欄運用法難嘩畔任離離置するほか
　6人増員し、種子島宇宙センタ藁全体でも定員46入1こ対し54人の要員を配置している・

　　なお1技術課は平成7年度以降、発射管制課及び射場管制課は8年度以降・要員は配置さ

　れ七おらず、発射智制課及び射場管制諌な三三三三で設置された年度に組織三角達で廃止さ

淑発射管制海謝糖撫の業務は組織纏では諭られていない主任怖面が担当

　遮るなど主務大臣に届けそい乙舞舞郵程友び主務天球が藷訂している認可機構定員が形骸化

　している状況がみられる。

　　宇宙開発事業団では湘雛腱に基づく組糖理1こついそほ、蘇る趨早軸纐定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一196一

　
翁醗
梅⊃’

醗
、
，

を改正す急く・努力しているとしているが｛．種子島宇宙センターにおいては、組織運用達で組

織規程と異なる組織管理を2年間行い・その間に当該組織とは別に組織規程の改正を2回行

？下いることから・．細辛るだけ早く欄規程を改平すべ働している状況1ま認め旧い・

そめ緯表4π（i！一4潔二（il二昏酔（1＞一6のとおりである・

却一（iト4：継雛噛騨字塗嚇醗射管制課及び射艦三三の

廃止組織め名称’

組織の

廃止

業務の
見直し

組織運用達6条文L

　　（参　考）
　組織規程第67条の
条又

組織運用達の条文

　　（参∫考）
　組織規程第70条、．『、

第71条及び第72条の・
条文，∴．．．

組織規程上の種子島宇宙セン
ターの技術課、発射管制課、
射場管制課の組織
、（単位：人）r

宇宙輸送ジズテム本蔀　種子島宇宙センター
技術課・、発射管制課及び射場管制課

幽（宇宙輸送システム本部　種子島宇宙センターの組織）

第41条の2一・組織規程第67条を次のとおり読み替える。
宇宙輸送システム　部
　　管理課、　会計課

（宇宙輸送システム本部
第67条一
を置く。

　管理課
　技術課

　　　　　　　嘱蝦茎ギーζ・’の課を置く・

　　　　　　　　種子島宇宙センターの組織）
宇宙輸送システム本部種子島宇宙センターに、次の課

　　　会計課　’射場安全課
　　、発射管制課ご射場管制課、一．

（宇宙輸送システム本部　種子島宇宙センターの組織）
第43条の4　組織規程第70条、，第71条及び第72条は適用しない。

（技術課の業務ン＼
第7幌技術課は、次の業務を存う。》
σ「第68条第6号から第9号までに掲げる管i理課あ業務並びに
　射場安全課、発射安全課及び射場安全課の業務の総合調整に
　関すること。
（2）～（4）略　

山‘

蟻灘灘1謡事業所に関する次の業務を倣
瀦鷺制に係る打キげ等の諦こ隅『郵

（雛襲職翻ま、次の業務を幸う∵

8：：緯1単婚働実語に関すrζと1

　区　　　分　i技術課i発射管制課i射場管制課i　r計・

－
⊥
，
↑
⊥

「
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丁
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発
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長
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理
開
鉱
係

長
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部
・
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発
査
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副
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主

1
1
1
遇
2
2

1
⊥
1
1
⊥
1
⊥
、
－
⊥

3
3
2
6
4

計 6 7 5 18
（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。
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表4一（1）一5　組織規程にない種子島宇宙センタレの主任開発部員の設置の概要

・新設組織の名称『 種子島宇宙センター主任開発部員∴㌧・

組織運用達の条文 （主任開発部員の業務）

謔S4条　宇宙輸送システム本部種子島宇宙セン卑一に置かれる
主任開発部員は、次め業務を行う。
（1）打上げ等の実施に関すること。
②　種子島事業所に属する施設及び設備を用いて行うロケットの開
　発並びにこれに付帯する研究及び試験に関すること2③＼種子島事業所に属する宇宙輸送システム固有の施設及び設

　備の改修に係る開発に関すること。’…』
@　宇宙輸送システム固有の射場計施設及び設備の整備運用技（4）　布の開発に関すること（海外ダウンレンジ局のみに係るもの

（5）鱗等号に付帯する宇宙輸送シズテムの運痢一業

務に関すること6、

新設された設備整備開発 主任開発部員　　　2人

室の組織 副主任開発部員　　6人
開発部員・　　　11人
係℃員　　　　　　5人．
@計　　　　　　24入　　　　　　（平成9年5月；1日現在）

、

（注）宇宙闘発事業面の資料に基づぎ当庁が作成した・

表4一（1）一6　種子島宇宙センターの共通管理部門、技術部門の定鼻・，現員・

’部　　　門． 定　　　　員
i平成9年度末）

現・　　　員
i平成9年5丹1日）

共通管理部門
i所長、次長ぐ広報主幹、管
揄ﾛ、会計課）’

一　　　22人 21人

主任開発部員（課） 0大 24人

上記以外の技術部門

u鵬要舗τ1一…7”

　　　　24人・
E一一一一一一・．一ローq 諱f．”層雪．．一．’”冒’．’一’噂一一’

@　　　　ち人、、胴響・。．ロ璽。．曹一．．■■．層一・一騨圃．■9●哺，。，幽・一巳ロ．．●9璽。

@　　　18人

　　　　　　9人。脾。．■・騨・一一層。。一．．，一一■ロ．一9層一吻。■．巳層｝P．．ロ。．一．層騨．，曹■

@　　　　　9人
i＿＿＿＿＿＿．＿・…………∵・… ■99ロ。鱒．．．o。■．9，09．o鱒一．■雪，。■一層一印■圏．一●噸一一一一唖一．囎．．

・レ〈技術課～発射管制課、』ﾛ
射
場
管
制
課
）
・
：

、α人一

合　　　計 46人’ 54人

、（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁力1作成した6

〔事　例一4一（1）一2〕

　宇宙輸送システム本部設備整備開発室は、組織規程に規定きれていない組織であるが・平

成7年5月の組黙黙の改正において、組籠用達第30条の5に「宇騰送システム本音区

に、組織規程第5条第3項に定めるもののほか設備整備開発室を置く。」と規定し・表4一

一198一

塾

謬　臨

（1）一7のとおり、次長級の室長以下7人の職員を醜回し、’組織規程で認められていないi）

・宇宙輸送システムの運用に固有の施設及び設備の開発やiD宇宙輸送シスデムの開発に係る

施設及び設備の開発に関する業務を所掌しているが1回忌業務を組織規程ではなく組織運用

達で定めなければならない具体的な理由はみられない。また、平成7年：5月の組織運用達に

基づき設置された組織であるにもかかわらず、8年5月及び9年3月の2回の組織規程の改

正においても見直しが行われておらず、宇宙開発事業団が極力早いタイミングで認可を得る

べく努力している状況はみられない。

表4一（1）Lマ　組織規程にない宇宙輸送ジステム本部設備整備開発室め設置の概要．

設置組織の名称

組織運用達の条文

（参　考）．

組織規程第5条第3項の
条文

・新設された設備整備開発

設備整備開発室の業務

宇宙輸送システム本部　設備整備開発室

（宇宙輸送システム本部の組織）．

第30条の5
　宇宙輸送システム本部に～組織規程第5条第3項に定めるも
ののほが設備整備開発室を置く。

第5条第3項
；聾麦踏藷il砦薪轟i贈、プロジ干クトテマ・『・

金轡百貨エクτ野業ステム技御区
　小型ロケットプロジェクトチーム
　宇宙ステーション補給機プロジェクトチーム
　宇宙往還技術試験機（以下「HOPE－X」という。づプロ
ジェクトチーム
　利用・運用室　　種子島宇宙センター…小笠原追跡所

人
人
人
入
人
人

－
∩
∠
9
臼
n
∠
1
0
◎

　
　
員

　
員
部
7
部
発

、
発
達
員
　
．
」

長
開
任
部
員

・
任
主
発
　
帝

室
主
副
一
丁

（平成9年5月ユ日現在）

（設備整備開発室の業務）
組，’運用’弟39回忌　　　　　　　　　ハ
　　設屈・庸開発室は、次の業務を行う（宇宙輸送システム技
一山宣い各プロジェクトチ㌣ム、打上・運用室及び種子島宇宙
　センターの所掌に属するものを除く。）。
（1）

ｷ難騨システ卵運弔に固有の施設及縁備ρ騨r関

ωる画期送システムの開発r聯搬穿設備曲面｝r関す

（3）前2号に掲げる業務に関する研究及び試験に関す面こと。

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した6
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b　組織運用達による課・室の所掌業務の追加・削除の状況

　　宇宙開発事業団は、上記の課・室の改廃のほか、組織運用達により組織規程で規定されてい

　る一部の課・室の所掌業務の追加・削除を行っている。また・課・室Q所掌業務の追加’削除

　に伴い、認苛機構面恥により認められた各本部・部及び課・室の定員の見直しを行っている

　　宇宙開発事業団が、組織運用達で行っていζこれらの課・室の所掌業務の追加●削除の状況・

　組織規程上認めちれた課・室べの現員の配置状況等をみると・表4一（1＞一8のとわり・i）組

　織規程の所掌業務に組織運用達で業務を追加している課・室数は・平成5年度が24・6年度か

　ら8年度までが27、9年度が45と増加してきており、また、五）組織規程上の所掌業務を組織

　運用達で削除レている課・室数は、平成5年度が5、6年度が9、7年度が12、、8年度が12、

rg鞭がllとなっており、合計では5年度で29、6年度で36、7鞭でSg・8鞭で39・9年

度で56の誤・室で縫箔より葉務の即騨輸れている・弓ご1　齢

　　また・これ礁職業柳畜力哨1除に伴い鱗榔及び課●室の定員の見直しが行

われているが・i騰9追加に伴し眼響願された糧猟∫平成昨度職人・6年

麟人・？鞭が95入・18硬葉ミ83人・9年騨4、人となっており・また・五）業務の削除

に伴い課・室で減員された職員数は・5鍍が臥．6鞭が25人・7年度が70人・’8年度が

82人・9年度が115入ζなつ下し～る・こ噸・、血）課・1室の業務の変更に伴い騨又は減員

、された騨数は・平成5鞭：が85人（野駆9聯の＆9パーセント）・6識力1101人（

同969畑4パ随ント）＼7鞭カミ165人（同⇔68ゆf7・0街ヤ≧ト！ド8鞭が165人

（同978人の1a9パーセント）・9年度が’119人・ぐ剛qO1人の199／r一セント）rと増加して

おり湘纐程や認可簾定敗よらず糸且無用灘基づき本来の鞘以外の業務1こ従事して麟

　いる職員の割合は、平成9年度末で、全職員の2割弱に達して彫る・．

表4二（1）二8 綿織騨による業務嘩・追加等の権位：課轍、人、％）

事　項　　　’　　年度 平成5年度 6 7 8 9

①絶織規程上の所掌業務
@に運用達で業務を追加し
@ている課・室数

　　24
AT i100．’0）

　　27

s11λ5）

　27
i112．5＞一

　27
黶i112．・5）

　45
E（187ぴ5）

②①に伴う課・室におけ
@る増員数

　62i100．0） 　76i122．6） 　95i153．2） 　83i133．9） 　94i151．6）

③組織規程上の所掌業務
@を運用達で削除している
@課・室数

　　5

i100．0）

　　9

i180．0）

　12
i240．0）

　12
i240．0）

　11
f（220．0）

一200一

［続　き］

事・項・　　　　’年度 平成5 6 ？ 8 9

⑳㊦に伴づ訣・室におけ 23 丁を5‘ 7”

82 105
る減員数 （100．0＞∫ 1＼（108ご7） （304．3）・ 、“ i356．5） （456．5）

⑤r組織上の業務の変更に 85 fo1 ゴ65 165 199
伴う増員又は減員数
@　　　　　（②＋④）、 （100．0） （122．6） （153∴2） （133．9） （151。6）

⑥　全職員数　　　・， 956 969 1968 978 1，001（100．0） （101．4）一 1玉Ol．3） qO2．3）・ （104．7）

　　　　　　．一∴．二＿＿一．．．一一∴．　　　マ●■マー陶。．．噂

g織規程の変更（課・室（b
寸…L噴…∴…’曽’“

@　　8．9

・■層ローL
B．．」■一一．．■」．●．。

@10．4
■　　●　　o　　，　　哺　　，　　o　　．　　一　　，　　曜　　・　　ロ　　ロ　　・　　ロ　　騨　　，　　■　　o　　■　　■

@iブ．、0 16．9’
一一一＿＿．．．一一．。．。．．．．．。。　　L一一．＿．　．＿．一．．　　　　　　一，峰

@　　　　　　㌔19．9
業務の追加や削除等）に伴
増員又は減員された職員の
回腸に幅難｝oo）ジ ：眠

（注）1　宇宙開発事業団の資料に基づき照照が作成した。一、

　　2　毎年10月1日（ただし、平成9年度は6月正日）現在である。
　　3　（）書きは、平成5年度を100とした指数である。

組雛腱による課●室の所論遡●三階の期的蘇施状況をみると・例え｝二

三調査国際部には国際課、調査課及び技術情報課の3課があるが、このうち調査課と技術情報

課の組織規程及び組織運用達上の両課の業務（平成9年度〉げを比較すると・表4一（1）二9のと

おり・i嗣査課では・濫淫で定められた「宇感発に関する内外の動向調査及び分析」

に加え山籠用達で「臨鰍及噸料9総論・、聯び利用に騨為業務（技術

情報課の所掌に属するものを除く。）」舳が追加され、それに伴い認可機構定員上定員は4人で

う尋にもか冷わらず配置要章は8人となつτ専為h哲拉術情報課では・組緯規稗で定められ

蝶柳うち「図書・文献及び資料の豆果、整理・保駅び利用に関すう」鞘を所掌外とし・

、組門門、男達で新為に「丁丁業務に係る残果の外部傘開に係登審李下グ菅翠に開する挙務」’を追

加している。技術情報課では定員通りの要員を配置しているが、　「開発業務に係る成果の外部

、公嗣に係る審査犀び管笛に関する業務4は・奇声即発事業団に所掌規程キ当然網堕られる業務

で南P・綿織綿程で主霧大回に認可琴求す尽き栄携であQ＼届け出．℃いない組手渾弔達で追加

す1る業務であるとは認められないg
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表4一（1）一9　組織規程上の所掌業務の組織運用達による業務の追加・削除状況

　　　　　　　（調査国際部）

旧名 組織規程上の業務 組織運屠達に基づく業務；

第19条　調査課は、組織規程第47条に定調査課　　　　h

める業務のほカ＼三日、文絆及び’料
の収　、・理、今日及び利用に関す：る

第47条　調査課は、宇宙開発に開
@する内外の動向調査及び分析に、　関する業務を行うび

D．．．．一一6．．一．．．＿．．．．一．．．．一．一．・・一・一…
@一…　一一一一・一・・。・・∴・・…

@　　　定員一4人「

　　差　　術情侵課の月皐に属　るもの
@1を除く。）を行う。　　　　　　　　｛’…’……………’”………………昌’……………∵一∵…

@　　　　　現員一8人，u’…　溢

技術情報課
　　　　　　　　　　　　　　　　モ謔Q0条　組織規程第48条第6号は、適用
　しない。．．　　　．　　　邸一1…
Q　　術情報課はぐ組織規程第48条に定　める業務のほか、開発業務に係る成i果　の外部公開に係る　且及び昌理に闘

第48条　技術情報課は、次0業務
@を行う。一
@　開発に係る技術情報の管理（（1）　国際約束に基づく技術資料等を

@含む。）及び運用に関すること
@（略）。
@　開発業務に関して行う倒内外（2）　関係機関との宇宙技術情報の交

ｷに関すること。
@　開発業務による成果及び成果（3）　物の利用及び活用の推進に係る

@計画の立案並びにその実施に関
@すること。
C工業所有権その他ζれに準ず㌦る権利の管理に関すること5一

i5）技術及び機器の輸出入に関す、　酌ること．。（6）図書、文献及び資料の収集、

る　マを行う。　　　　、

@　　　　　　　　　　　　6

整理及び保昌及び利用に関　る一
　こと。一・一・・一一一一・・一一一一・一一’”層鱒”璽’一9一”ロ∵’’”曹’9“’噛’’”●∵’曜’

@　　　定員一7人

，r　　，　』

E・一一・・一一・・一・・ 諱E。一一・・一幽9層門∵’”一”ロ 諱D’””．讐’’”． 諱F”一’”雫’一’’’”

@　　　　　現員一7人噛

（注）字詰上諭事業団あ資料に基づき当庁が作成した6

勘璽

　また、・本社施設設備室はご平晟9年度あ組織改正セそれま℃の施設設備部から旧識換えした

次長級を長とする室であるが、施設設備室の経義は、・施設設備部であった車成5年度以降・施　齢

設緬課、土縫無設備課調査役、主任開発韻：（試縣及び打上げ運甫系）1；三三と

ならでいる。F

鰯惣ぼ表4一（il－10のとおり①平朗画品運瞭≠禾齢
n土木課ぺ設備課差建築設備課へ読み替えるとともに所掌業務（建築主事に係る計薗・設計・

一図関する業務）の漕えを1〒っているが平織薄陽蚕可能な見直寅あり・繊

運用達でこのよう’ ﾈ入替えを行う必要性はみられない、また、i）土木建築課の「用地取得の

計画、立案及び交渉」に関する業務牽組織運用達で施設計画課に読み替えているが、組織規程

の改正で可能な見直しであり、組織運用達で見直しを行う必要性がみられない・ih）組織規程

で主湯煙部員が所掌するとしている3つの業務のうち2つ喋務は翻しないとして主任開

発部員の業務を削除し、主任開発部員には、平成5年度以降定員（5年度から7年度10人・8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－202一

年度及び9年度7人）が配置されているにもかかわらず、現員が配置されておらずぐまた、組

織規程上⑱主住閣発部員が所掌す為こととされてし・る「各蔀1・グループが算法に使用寸る施設

及び設備の設計・開発及び整備に関する」業務φ担当緯緯が参られな恥ρ一・ン

表4一（D－10 程灘謝掌糊騨聴噸挙務郷醐期
課　名 組織規程上の組織・業務 組織運用達に基づく組織・業務

（施設設備室の組織） （施設設備室の組織）

施設設備室 策127条　施設設備室に、次の課 第68条組織規程第127条を、次のと
を置く。 おり読み　える。
施設計画課： 施設三三至に～次の課を置ぐ。
土木建築課，、 施設計画課
設備課 ♂土木課一

建蘂設備課

施設計画 第128条　施設計画課は、次め業 ：第69条　組織規程第’128条第1号を、次
，課 務を行う。・ 一のとおり読み　λる。

（1）施設及び設備の設計、開発室 也言及び設庸の調整及び取りまとめ
び整備並びにこれらに附帯する に関すること（他の所掌に属すること
研究及び試験の企画、立案、調 を除く。）
整及び取りまとめ関すること。 2　同条に定める業務のほか、用地取得
（2）部の庶務に関すること。 ・の計画、立案及び交渉に関す＝る葉務て
（3）前2号に掲げるもののほか、 他の戸畢に属　ることを除く。　を行
部の業務のうち㍉他の所掌に属 　　　　　　　　　　　　　　一､。

さないこと。 一

．土木建築
　　　　　　一　　　　　　　戸「　u　　　「　　　　炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　　　’　γ

謔P29条　土木建築課は1次の業 第70条組織規程第129回忌次のとおり
1課 務を行う。 読み替える。

（1）用地取得の計画、『 ｧ案及び交 彌一次め業務を行う∴
渉に関すること。 （1）土木工事に関すること。
②土木工事及び建築工事の計画 （2）前号に関する設計∵積算、施主及び
に関すること。一 監督に関すること（略）ら
（3）土木工事及び建築主事の設 （3）前2号に係る必要な調査に関するこ
計、積算、施工及び監督に関す、 と。

る：こと（略） （4）土木構i築物の保全取りまとめに関す
（4）土木工事及び建築工事に係る るこど。
必要な調査に関すること。

Lρ　卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．h　　」　　¶

（5）昌建築物及び土木構築物の保全’
」

並びに施設に係る環境整備の取 F艦一P【

判

りまとめに関すること：。1　　・

建築設備 第130条　設備課は、空調設備等 第：71条　組織規程第130条を＼次のとお
課，、 に関する痴万葉務を行う。 り読み日える。

－」

（1）計画に関するこ．と。 ’建築設備課ほ、ド次の業務を行うら

②設計、積算、施工及び監督1ご （1）「細事、空調工事1衛星設備及び
関するこど’（略）’『6　　　｛∴ 電気設備等の計画に関することる
（3）必要な調査に関すること。： （2）前号に関する設計寸積算、施工及び
（4）保全の取りまとめに関する1こ 監督に関すること∫（略）。
と。 （3）．前2号に係る必要な調査に関するこ

・と。　　　　　　　　　　　　一
④施設及び引切の保全の取りまとめに
閑する、こと♂

主任開発 第131条：施設設備室に置かれる1 ：第72条＼組織規程第131条第ユ号及び第
部員 ：、・3号は、∫適諭しない。二

つ。

（1）打上げ等及びダウンレンジの 一

ための施設及び設備の設計、開
L 発及び整備に関すること。
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課名1 組織規程上の組織・、業務 組織的用達に基づく組織．・業務

、各部、グル判プが共通に使用、主任開発
蝿 『する也言及び設庸の設計、開

②　及び　用に関　ること。

i3）印」2号に寸市　る研九及び試
@験にに関すること。

伽

（注）軸醗事業団の資料小づき当課カミ作成し斥・

擁壁三冠貴の推移について巡ると＼表4「（1＞一1競巡り・定即ミ減少傾向に

あるものの・認可鵬騨における定員は平成5年度34人lr鞭34人・7年度33人・8年

度28人・．9年度28人ξなつでし・るカミ・配置されている獺は・職5鞭18人・6鞭18人・

7年ﾋβ年騨9鍍17不となって捗翠講の定早が宇宙騨業団全体㈱
腰員1己置上離乳（バヅフオ）9一部とし下利用rれでいる状況カミみられる1

表4隔｛1》「11． 一施設設備室の定員・現員の推移、
（単位：人）
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蟹
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。　組織規程及び組織運用達の改正状況

　組織運用達が制定された平成5年3月以降、宇宙闘発事業由における組織規程と組織運用達

の岬認みると・孝4一（11－！2の即・綴細改正を6回・騨の改年を13回行

っ℃鳴こ鯛糊程欄運腱の改聴ける両者の関穿ると以下のような状況が

みられる。

i組徽濫掘と論詰達の改正と三白付け轍正が罷みら雛るが絢政・組襯

程の改碑なく・即朗詠織早噛敵よらなければ事業のタイミングよ噺

1殖ないのか不明である一　湯、．…恐1．㌦，一、

　h　宇宙開発事業団は「（運用達による事業団組織の蓮営は）開発プロジ土クトをタイミング

　早く遂行する々あの門々的な対話である石∫として・組織運用達で組織管理の補宗を行って

　いるが・四望運用達め改花は年間三三＄回稗摩と少なく・1どのように開発プロジェクトのタ

　イミングを失するのか不明である。

血　平成5年度た宇畜開発事業団は、それまでの部制から本部・部制への移行等重要な組織改

　正を行って．いるが・組縁規程の改正は行わず・改正以前9平成5年3月19日の組繕運用達の

必定で対応や乏いる・　　　　　　　　・’
沸殊齢劉幅員嘩つく組織管理の【容につ鴫出を行うこ牛は当愁のことで

　昂り、宇宙開発事業囲でも、「組織運用達の運営内容については▽極力早いタイミングで

　　磯回鞭求にホり漏曄行うべく回している・ゴとしている・てのためには海年

欝細細灘細結1郵可徽員に岬郷正に伴う

　　しかし、平成5年度以降、．こφ時期に組織規程の改正を行ってし≦るのは7年度ζ9年度の

みで・5墲U騨聯鰻は組織運腱の改正で点ており・事業団において・開

　　　　　　　　絹蒸罷図1冠篤㌶鳳町
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表4一（1）一12　宇宙開発事業団における組織規程及び組織運用達の改正状況

　　　　　　　（平成4年度以降）

組織規程の改正 組織運用達の改正

改正年月日 主務大臣届出年月日 改正年月日

平成5年3月19日（制定）

T達第　7　号

平成5年9月20日’
T規程第34号』

平成5年9月28日 平成5年9月20日
T達第75号ド
2平成6年3月21日

U達意11号
平成6年6月30日
U規程第・r2号・

平成6年6月30日 平成6年6月29日
U’達意25号
平成6年．10月28日

U　達第43号
平成7年3月3旧7規程第4号 平成7年3月31日

平成7年5月16日17＼達・第・1’r⑧号

平成7年6月30日
V　達第24号

平成7年9月27日
X規程第1β号・

平成7年9月27日 平成7年9月27日
V．達第46号

晋成差響脚具

平成8年3月29日
W　丁丁　　号

平成8年ら月20日’

W規程第12号
　　　　　　　　、ｽ成8年5月20日 ＝平成8年5月20甘

V、二二46号∴、

平成8年6月21日
W　二二r’号

『’

ｽ成8年9月27r
@8達第　　号

車成9年3月19日9規程第12号 平成9年3月26日’ 平成9年3月19日
V達第46号、

①　組織規程の改正回数一6回
@　組織運用達の制定・改正回数一13回②飾鍵艦騰二二鵯翻票13回の世運用達の改正

　　1　宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。（注）

　　2　平成5年9月20日（5規程34号）の組織規程の変更の届出年月日に

　　　羅窟翻論難麟黙め判型ておらず科学技
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　亀醗

働

認可機購定員の要求は・特殊法人が新年度に向けて新たな事業を遂行する上で必要な機構と

韻の要求を主務大臣に対して行うものである．その糸課、主務大臣が腹で麺と1して認可

難二1鞭細細雛汐響嚇そ噛応曝御主務

　しかし・宇宙蘭学事業団では・、詔可機構定詰に沿っ左綿織規程の改耳を行い当該組線規程を

主務大臣へ届け出ているにも係わら劣届｝ナ由た隙内部の繍運腱により当該正正の一

部を改正前の組織に変更し湘織縞嘩吏挙卵め欄替えを行っている事例がみられた・

　〔事　四一4一（1）一3〕

細ロケット開発センターは三体ロケット用 ｱ≧ジ払回心ク及び固体ロケットモーター

の開発試験を担当する宇宙開発事業団の出先事業所とレて、輸送手段である人工衛星打上げ用

ロケットの開発を所掌する宇聯㌣ダ拳岬嘱していた1しかし・これまで主、として行

ってきたH一］1ロケットの開肇試験炉ほぼ終マしくまた証H一三Aロケットの開発試験g）目処

が立っている・一方・宇醐発委員会力’ら三六鰍騨即三論融類会報鵠（平成

岬1即7即こおいて・囎発笥事者とセて自らの技術的能力を一層高める努力を継続する

こと」『を求めちれセrし≦るとびC・平成9年忌機構走章要求で宇声輸送システム本部から技術研

究本音薩盤技術醗及び施設設備を冠し妬う宇宙脚実証を心内繰更を要求

し・主務大臣からその認可を得τ・9鞭こ聯可機面上節研究本四べ裏盆換えが認

脚壁醐発事業町畔該嗣｝r沿西鄭脚の繍規程の改正に係る届出
の中で・角田ロケヅト開発センタ這め宇宙輸送ジスデム本部から技術研究本部への綿織換えを

御ブ雛嘩嘲ロ励㌣タ1ゴを獅騨部から宇宙輸送システ雌区へ所

属変更を行っている。　　　　　　　　　　　＿．．、　　　　　　。

騨耀団鰍9年麟糠油存い・’鰍臣がその妥当性を翻な課
g織変更を認めた内容を向日付けで元に戻すことは、機構定員の認可制度や事業団法規三三25

1電話灘養驚購ll白総繍細蟹日＿織運用

達による組織変更の状況は、表4一（1）一13のとおりである。
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表4一（1）一・13　組織規程の変更と同日付けの組織運用達による組織変更の取消の状況

区 分‘

組織規程の変更丁

（平成9年3月19日
改正）

組織斜角凹め変更’

．・・ i平成9年3月49：日・，

改正）

’条 文

《組　織）・

第5条　事業団に、次の組織を置く。

（1項～2項略）
3宇宙輸送システム本部に・次②部・プrジ手、クト7ム・室・

　センター及び追跡所を置くご

　　宇宙輸送推進部
　　宇宙輸送シズテム本部

　　1H一∬Aプロジェクトチーム　、＿一　　…、
　　小型ロケットプロジ土クト：チーム

　　宇宙ステーション補給機プロジェクトチーム
　　宇宙往環技術試験機プロジェクトチーム

　　利用・運用室
　　種子島宇宙センター
　　小笠原追跡所
　（4項～5項略）
6　技術研究本部に」次の部及びセシタ仙を置く・

　　企画調肇部
　　先端ミッション研究センター㌧
　　電子・情報系技術研究部
　　制御・情報系技術研究本部
　　角田ロケット開発センター
　（以下略）・　　　　　　　　　　　　　　　　”

・第105条
　技術研究本部角田ロケット開発センター1｝ま・、次の業務を行う・

　（第i号～第4号略）

（組織）’

第1条の2…戸　　　一　∫㍗・ピ、　一　「r紙・』・
　（ユ項目ご2項略プ

　2の2∴組織規程第5条第3項中、「種子島宇宙セシター」の
　　　次に「角田ロケット開発センター」’を加え、同条第6項中

　　　，「角田ロケット開発セシター」は適用しないる

　（宇宙輸送システム本部角田ロケット開発センタ：曽の業務）い

第44条搭ﾆ霧裏警ステム本部角田ロケ州発㌣ターは

．、輿号噸4調一．，．．．＿＿＿．
第69条の4、鰍耀第10！条かう第1Q5条φ4噸職酔・

（注）

　　　．㌣タつ鶴畔翠喋徽陛年騨1員喋務で：ある∵＼．

ウ　開発手当の支給状況

1（ア）　開発手当

　　　開発手当はギ昭和44年の宇宙騨事業甲設置に聯案曙離の中で参議院税学技術癩

・対策特別委三会にやい下「引攣事業団鑓する甲会の附審議」（昭禾・44年6月13日）が

行われ・1本事業団の発足瞭っては・1騨人材を結獅脚その膿1とついても＋

1際するこζ」ぐされたrと働給与三脚。条の規定に肇「人工鯉及碗衛星

雛げ用rケットの醗訂上げ及び追恥に騨専門的臓経験を腹とする職務に従事す

　　る韻に対し」て・本糊卸・100分の5（事細の摂理韻の平躰即吟406，545円／人

　　で開発手当の平均支給月額20，327円／人）’が支給きれている。用

騰（イ）騨当の支給畔

　　　　　　宇宙開発事業団三二開発手当の幸給基削ぐして牢めそいる白餅基季によれば・給与規程第20条

　　　　　際手当〉に面外工衛脚人工衛皐打ち瑚ロケ7ゆ醗打上げ及び脚に関

　　　　　する専門的懸盤を必要とする鰍従寄する糊醜∫次の繍師属し纈開発

　　　　　部員、主任開発部員、副主任開発部員及び開発部具（以下「開発部員等」「という♂〉である職員

　　　　　並びに特に指定する職位にある職員」とされ具体的な組御蘇4一（11二14めとおり・i）

　　　　醗業務を醐ている主任開発韻（断主任開発繰駐醐発額友ダその指揮下

　　　　魑灘認蟹欝脚．一頭ll騨である騨r血戦

！　∵表4÷（1ト14、ン　＿閣発手当破給対象繊・じ，

一208一

一区分 本部一・部・’馬印 該一　当　一組　・織　　・　職一位一

①企画室 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど蜚C開発部員（以下、一主任開発蔀員とは、主任開発部員及びその指揮下にいる職員より構成される組織をいう。）

②計画管理部 計画管理課嶺情報システム室、・主任開発部員

一一 P一
@開一一発・

@部
@員一・
@等・一で一

@あ
@る一
�
鼈
�

⑧信頼性管理部 信頼性管理課品質管理課、＝技術基準室、部品管理室、宇宙ステー
Vョン信頼性管理室》主任開発部員・　　　　一　　　　　　　　　　「　塾

④安全管理部・
　　　愚　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　’亀i・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ

蜚C開発部員、安全性審査室…一　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　き

⑤宇宙環境利用
Vステム本部ご

　　　　　　　　　　　　　斤　，『　～F宙環境利用推進部（主任開発部員、業務推進室主任開発部員謡有人宇宙活動推進室、宇宙医学研究開発室）、宇宙実験グループ宇宙ステーション取付型実験モジュールプロジェクトチ｝ム、マニュゼ1ゴレ忌ダ飛行実証試験プロジエク∴トチーム、宇宙環境利用研究セ　　　　　　　　　　　　　　　、ンター（研究推進課デ主任開発部員〉

り、…し、　　　　　　　　　・i≒
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｛

［続　き］

区分 本部・部・迂回
該　　当　　組　　織　　・　職　　位

⑥宇宙輸送シス

eム本部

宇宙輸送推進部主任開発部員、・宇宙輸送システム技術部lH－IA
vロジェクトチーム、小型ロケットプロジェクトチーム、宅宙ステーション補給機プロジ土クトチーム、宇宙往環技術試験機フロジェ

@　　　　　、打上・運用室、設備整備開発室、種子島宇宙センタクトチーム、一主任開発部員、角田ロケット開発センター主任開発部員1
開
発
部
員
等
で
あ
る
職
員

⑦軌道上技術開
ｭシステム本部

慧窺諜難壁贔噛癖難馨訴玉響痴試験衛星皿型プロジェクトチーム、通信放送技術衛星プロジェクト　　　　データ中継技術衛星プロジェクトチーム、光衛星間通信実チーム、験衛星プロジェクトチーム、ミッション実証衛星プロジエク・トチーム、追跡ネットワーク技術部主任開発部員．

⑧地球観測シス
eム本部

地球シゴミレータ研究開発課、地球観測推進部主任開発部員、地球

ﾏ測システム技術部、環境観測技術衛星プロジェクトチーム、熱帯
~雨観測衛星プロジェクトチーム、陸域観測技術衛星プロジェクト

ﾏ測センター（主任開発部員）、地球観測データ解析研究マンター
i研究推進課、主任開発部員）・

⑨技術研究本部’ 企画調整部主任開発部員、先端ミッション研究センター（各室、主
C開発部員）、電子・情報系技術研三部・制御・推準系弓術研究

煤A試験センター

⑩筑波宇宙セシ
^ー管理部

計算センタ」システム課

⑪名古屋駐在員・事務所． 主任開発部員、

①前記1に掲げ
驩ﾛ及び室

前記1に掲げる課及び室の長（ただし、企画室長及び宇宙環境利用
Vステム本部宇宙環境利用推進部業務推進室長は除く。）玖」

∬
特
に
指
定
す
る
職
『
位
に
㍗
あ
ヒ
る
乾
臨
員

②前記1に掲げ
髢{部及び部

前記1に掲げる本部及び部の長のうち宇宙輸送システム本部宇宙輸
翼Vステム技術部長、軌道上技術開発本部衛星システム技術部長・
n球観測システム本部地球観測システム技術部長、、技術研究本部電
q・情報系技術研究部長・同本部望郷・推準系技術研窒部景㌃

⑧． 宇宙実験搭乗部員及び搭乗部員

④ 主任医長、医長、・医員

⑤
宇宙環境利用システム本部宇宙環境利用研究センタH長

⑥一
地球観測シズテム本部地球観測データ解析研究センタム長：

σ
技術研究：本部先端ミッション碕究センター長一

⑧ 参事（ただし、理事畢が特に指定する者1》、　　　　　，

⑨1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　、，　　ヤ　　r
vロジ土〃トマネ讐ジヤァ・サブマネケジャ・r

⑩・『
主任研究員、副主任研究員≦㌔研究員ゴ　　　　　　　　　　　●

（注）r宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。

一21σ一

麟　夢

き醗

　また、．開発部員等に発令する場合の基準として、以下の基準を示している。1気

i　次表に定める開発補助期間を有する者のうち給与規程第20条に定める職務の補助者として優

　　秀嫉績を有す矧轡ては・臨区員等醗令できる回する・

i　前記iにかかわらずご次表た定ある開発補助期間に達レない者が給与規程第20条に定める土

匪堅塁鰭昌昌灘三具山畠開発補助業醐嚇｝こ従事

通　A採用者（ただしレ技術系に限る。〉については、前皐iL五にかかわらず理事皐が適当と

　　認めた者について、開発部員に発令できるものとする。

採一用　者の　別 開発補助業務｝期．間’1．

A採用者 1　年㌧
　
　
B
採
用
者
i
　
　
ρ 一　　　　　2　年　　6．月，、

C採用者 5　年㌃．

1
2
3
4

　注
、
（ 宇宙開発事業団の資料に基づき三三が作成した。

A採用者は、大学学部卒業閉門は大学院修士、博士課程修了者。，，

B採用者は、、短期大学く高等専門学校及び専修学校を含む6う1卒業者。
C採用者は、高等学校卒業者。

（ウ）　開発手当の支給対象者　　　＼　　　　　　　　　r　　’　．一．〆∵，＼．

　　・平成9年5月1日現在の開発手当の支給対象者数は，表4一（1）71〕5のとξ3り．・・三三部員等が

　495人、r特に指定する職位にある職員が45人となっており・1宇宙開発事業団在籍職員1，ρQ1人の

　53．9パーセントに当たる540人となっている♂

∴表4声一（1）d5　’開発手当の支給対象者数《平成9年5月：ユ日現在）：
（単位‘：’人）

　　　　　、　｝@　　三門蔀員等と輸ご　．鼠』　　六六する職位に・

@　　　　　　ある職員

{部・部　　　　　　U

　　　ゴ＼

J
発
三
三
箏
：
・
総
括
開
発
部
具
・
主
任
開
発
部
員
　
等

特に指定する職位たある職員・・1左欄の課又は室の長、・宇宙実験搭乗部員・主任医長　等

＝∴舎計

企画室 4 4

計画管理部 11 2 13

信頼性管理部 17 5 ．22

安全管珪部 2 1 3

宇宙環境利用システム本部 102 11 113

宇宙輸送システム本部 103 5 108
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［続　き］

　　　開発部員等と特に
@　　　　旨記する職位に．　　　　　　　　ある職員

{音区・音貯　　　　　　　　　　1」　1

開発部員等覧
｣
量
　
等

特に指定する職位にある職員
o左回の課又は室の長・
E宇宙実験搭乗部員・主任医母等許

合　計

軌道上技術山留ジステム本蔀 92 8㌧ 100

，地球観測システム本部． 53 β 59

技術研究本部 103 5 108

筑波宇宙センタ「管理部 1 1

陥名古屋駐在員事務所 7 7

参　　　　事 2 2

合F　　計 495 45 540

全在籍職員数（平成9年5月1日現在）．ユ！001人
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9％・開発手当を束給されている者9害拾，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53．

（注ゲ宇宙開発事業面の資料に基づき亡霊が作曲した。・

勘麟

（エ）　開発手当の支給対象組織と組織運用達

　　闘発手当が実際に支給されている組織の中には～組織規程で規定されておらず・組織運用達に、

　基づいて設置きれた組織が9組織、当該組織において開発手当を支給されている者が56人（平成

　9年5月1日現在）みられる。組織運用達に基づき開発手当が支給されている組織及び支給対象

　者は表4一（1＞一16のとおり、i）信頼性管理部技術基準室及び部品管理室、・五）安全管理部安全

性審臨幸）宇鹸境利用システム本部業急進室・並）三二齢テ噸設備整備開発酬

室・種子騨センタ「主任騨員聯田P励騨㌣隔年騨員・Y）技術研

　究本部試鹸センター並びにvi）名古屋駐在員事務所十年開発部員の組織にみられる・、

一212一

表4一（1）一16 組織運用達に基づく開発手当の支給対象組織．
（平成9年5月1日現在）

（単位：人）

紐国運用達に基づく緯織で開発手当爾支給対象組織 開発手当支給人数

・i）信頼三三部i獅基準室

A，

　　　　　　　2
香f．∴…・一 I∵二・一∵・・一…一・

@　　　　　　3

五）宥全等運部　安全性審査室 ユ’

章）宇宙環擁利用シろテム奉部　業務権進室　　　　　　　　　　　　　　　　　〒6　、

7

並）宇宙輸送システム本音
ﾚ醗晦案…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∵∵1”∴…∵で一rン・一 　　　　　　　髄4∵……・　　∵≒・…・……∴・

@　　　　　16
香[響層”0L● 諱h●．乳∵’’”●’．雪．”層一’

@　　　　　　3

13の技術研究本部『試験センタ壁 づ，r3

翰名古屋駐在員事務所…主任開発部鼻∴　　　　　　　∴ 17、

合　　　　　計　　（9組織） 56

（注）・宇宙開発事業団の資料に基づき当：庁が作成した。－

一213一
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（2）契約事務の適正化』

（勧　告）

霜開発事細の委託、請負瀬・儲その他の契綜つい㊥∫三明三三

規程」（昭和45年3月7日付け45規程第3号．以下「飾擁」．とし∫う・1等1こより・即と

臓争に付すこととされており・櫛契約を諭す細疵るも鱒響騨質又は

目的が競争を許さないとき・予定鰍ミ融融鱒の契約臨御万円閃｝ρとき

溶ど・一会計規程第47条及び「契一崩御（脚年、r戸25r付1す51騨号｝第5条

第・項において定める持別際倉｝こ限定さ郷や・

輪年度から7鰻緬宇麟特出の契騨をみると・平成3年度に岬8件で

あらたものが年々甑17鞭こは乞323照し℃いる汐ミ・・ケットや人手醒の1開発な

串聯殊な技術醗を内容とするものが多い、こ塀から洛年度とも・二二騨入札及

鮨名競争入札礪は蝋契騨！こ甫める随意契約㈱割合は98パマ㌣貼なっ

ている・　　’、　＿　己：∫言　∵
相、’ 嚏J三業団における契約事務の実施状況について調査した結果・以下のような状

況がみられた。

①随意契約しているものの中には、本社及び各事業所における庁舎清掃・車両運転・警備等

　のいわゆる共通役務業務や事務の支援役務などの業務の委託、請負等の契約がみられる。

　　こ濾の契約については、継雛を有瀬業務内容である・あるいは勲・設備等を熟知

　している業者の方が円滑な業務遂行が期待できる等の面があるものの・必ずしも当該業者で

　なければ業務遂行が困難なもので1まなく現在の契約の相手方以外にも業務遂行が可能な業

　者が存在し、競争に付すことになじむ契約である。

　　　しかし、宇宙開発事業団は、従来からの契約の相手方以外に業務を遂行できる者がいない

　　として海年度、それぞれ同じ業者と継続して鵬契約を漏している・また・共通役務業

　　務の契約の相手方は、本社及び醇業所を通じて特定の業者に集中している・さら｝こ・契約

　　の相手方以外の業者からの見鰭の徴収や市場一画の謹をほとんど行っておらず・契約

　　価格の妥当性についての検証が不十分な状況がみられる。

②軸醗事業団ぽ「契約事務職規則」等に基づき・本社及び各事業所に契約審査委員

　　二又は契糖査小委員会（以下「契約審査委員会等」という・）を設置し・予定イ面格又は予

算実施計画額が一定額（本社500万円、事業所300万円）を超える契約については・契糖

査委員会等において鵬契約の適否、契約しようとする相手方の適否等について審査するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一214一

勘麟

酵　き

　，どとしている。「　，1∴’　㌦’　三三1’一

　　　しかし、宇宙開発事業団は∴「契約審査委員会について」’1（昭和60年4月・1日付け6Q達第

　　6号）等により、当初契約で契約審査委員会等の審査を経た契約を継続するもので、、それま

　での契約の相手方以外の者では実施が困難と要求部局及び契約審査委員会等の事務局が判断

鱒もρについμま・契約回忌筆の思案胆▽界を領㌍叫て捗
　共通役務業務等の委託契約等の中には、当初契約の締結から10年以上にわたって契約方法等

　．の見直しがなされていないものもみられる。．：．

⑳宇宙購細田蜘緒と麟吉二面9嚇らぼ：L旧事輸蜘

”じたが弧科学技術庁漣輸鴛、聯鱒、雄馬務嘩lr姻や騨箇卿
措置を講ずるよう宇宙開発事業団を指導する必要がある。

◎蝉僻論噸響騨；？噛む弩滞無際傭う、や轡暦しの実
．㌍三冠冠詞添，マう1『もr㍉≒、．．、＿。．滋∵＼∴

②響騨騨筆無雑係る鞭畢｝鱒∵解糖蘇等比等弊翠約
　の継続案件であぢ’℃も契約方法、契約の相手品等について適時かつ適切な審査を行える仕組

　みとすること。

③契約事務に関係する役務請負契約又は労働者派遣契約については、宇宙開発事業団の他の

　業務の受注者となっている業者又はその派遣労働者を排除すること。．

（説　明）

ア　共通役務業務等の契約方法

（ア）　宇宙開発事業団の契約方法に関する規定

　　　宇宙開発事業団が委託、請負、売買、賃借その他の契約を締結しようとする場合の契約方法に

　　ついては、巾表4一（2＞一1のとおり、　「宇宙開発事業団の会計規程の基本事項」　（昭和45年2月25

　　日）の第6及び会計規程第46条第1項の三三により、原則として競争に付すこととされており、

　　この競争は、一契約事務取扱規則（昭和52年5月25日付け52達第15号）第3条の規定により、公告

鷺215一

湖
川
、
コ

　
、
コ
j
k
磯
目
」
h
，
－

年
等

隼　
謹
　
　
葎

　
　
　
一

　
　
　
　
に

　
　
　
　
　
　
鑑

l
l
I、

奄
戟
D

！’

i
l
L

認
識
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匡
t
噺
、



1
　
　
箋
　
　
i
畜
1
一
｝
　
　
　
牽
　
　
1

　
　
　
　
1
　
i
　
」
　
1

　
　
　
　
　
　
－
　
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
客
死
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
‘
且
　
　
「
　
｛
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
i
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
、
I
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
i
　
垂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
，
　
　
‘
　
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
i
　
i
　
－
　
E

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
辱
　
　
　
，
…
　
　
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
，
　
　
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
罰
　
　
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
；
一
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
！
一
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
旺
t

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
畢
　
摯
　
　
萎
　
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
’
一
　
　
‘
　
　
｝
　
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
一
＝
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凄
　
濡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駆
葺
　
一
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

一『齒･電ｿμ酬一

して申込みをさせることによる一般競争又は指名競争とされている（ただし・指名競争について

は、契約の性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で一般競争に付する必要がないとき

など、契約事務取扱規則第，4条に規定する場合に限定されている。）6　一

表4一（2）一1 宇宙開発事業団の契約方法に関する内部規程の規定状況

規　程　等

「宇宙開発事業団の会計規

程の基本事項」　（昭和45年

2月26日γ第6

「宇宙開発事業団会計規
程」　（昭和45年3月7日付
け45規程第3号）第46条第

1項

「契約事務取扱規則」　（昭

和52年5月25日付け52達第
15号）第3条

規　定　．状へ況

　宇宙開発事業団における契約は、すべて競争に付するものとす

る。ただし、契約の性質または目的が競争を許さないとき、予定
価格が少顛であるとき、その他特別なときは随意契約によること

ができること。　　，　．

　契約担当役（事業団契約担当役及び資金前渡役を含む。、）は請

負、売買、賃借その他の契約を締結しようとする場合において
は、すべて競争に付さなければならない。

　宇宙開発事業団会計規挫第46条第1項に規定する競争は、公告

して申込みをさせることによる一般競争及び次条に規定する場合

による指名競争とする。

　
ム
憩
∵

（注）：宇宙開発事業由の資粒に基づき三三演作成した。

軸醗事業団が儲契約を賭することカミできるのは・知邑（2＞つのとおりぐ契約の性質

または目的が競櫛榊とき・，予定騨噸難役辮の委託勤揚命瑚万円以

ギ）のときなど、㌃ ?v窺程第47条及び契約事務敢扱規則第5条第1項に規定する特別の場合に限

定されている。 ｛

醗
ρ㌔

表4一（2）一2

、｝生セ7

一216』

宇宙開発事業団が随意契約を締結することができる場合

　随意契約を締結することができる場合（会計規程第47条及び契約事務取扱規則第5条第1項）
（1）契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

　ア　事業団の行為を秘密にする必要があるときb・　　　’　，　　　　　　　　　　　　．
　イ　工業所有権が他人にその実施を許諾していない場合又はその実施権者が単独である場合であ
　　ってその者と工業所有権の実施を伴う工事製造その他の請負又は物件の買入れをするとき。’
　ウ　特定の設備及び技術を有する製作者でなければ製作することができない物件を製作させると
　　き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　工　特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。
　オ　電気、ガス又は水の事業者にそれらの供給を受けるために必要な工事を請け負わせるとき。
　力　業務遂行上必要な試験、研究、調査及び設計を委託し又は請け負わせるとき。
　キ　国、地方公共団体その他公法人及び特別の法律により設立された法人と契約を締結するとき
　ク　運送又は保管をさせるとき。　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　〆　　‘，
　ケ　外国で契約するとき。　　　田
　コ　宇宙開発事業団高等別にさだめるところにより財産の譲与又は貸付をすることができる者と
　　当該契約をするとき。

tサ・その他特定の者以外では契約の目的を達することができないとき。
②　緊急の必要により競争に付する暇がないとき。
ピ　災害応急復旧及び契約履行中又は打上げ期間中の不具合調査、補修等緊急の必要により競争に
　付することができないとき。
（3）競争に付することが不利と認められるとき。　3

　ア　現に履眼中の工事、製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の
・　者に履行させることが不利であるとき。、　　　　．　　　　　　　　　・
　イ　物件の改造又は修理を当該物件の製造三又は納入者以外の者に施行させることが困難又は不
　　利と認められるとき。
　ウ　急いで契約しなければ機会を失い、又は不利な価格となるおそれがあるとき。ご
　工　買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売惜しみその他の理由によ
　　りその価格を騰貴させるおそれがあるとき。　　　　　　↑　胃　　一
　オ随意契約によれば、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込み
　　があるとき。
（4）予定価格が少額のとき。

　ア　予定価格が500万円塗超えない工事又は製造をさせるζき。
　イ　予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
　ウ　予定賃借料の年額又は総額が200万円を超えない物件を借り入れるとき。、
　エ’予定価格が100万円を超えない物件を売り払うとき。

　オ，予定賃借料の年額又は総額が、　100万円を超えない物件を貸し付けるとき。
　力　前のアからオまでに掲げるときのほか、その予定価格が200万円を超えないとき。
・（5）前各号に規定するもののほか、事業運営上特に必要があるζき。、

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。

（イ）　契約方法別の契約件数

宇宙開発事業団における平成3年度から7年度までの契約件数をみると、表4一（2）一3のとお

り・平成3年度に6，008件（実績額1，264億1，000万円）であったものが年々増加し・・平成7年

度には7，323件（同1，744億7，400万円）となっている。これを契約方法別にみると平成7年度

　で・、1「殺競争入札が9件≦同・5・、900万円）・指名韓争入札が・137件（同72億8，000万．円）である

が㊧に対し1てジ白白門門は，7，177件（同，1，071簿3，・500万円）と塗っているなど、各年度とも、一

．：沿蝦競争入札及び指各競争入凡は少なく・一随意契約炉偉とんギで嗣り・！契約件数に占め否随意契約
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の割合は98パーセントとなっている。

表4一（2）一3 宇宙開発事業団おける契約方法別契約件数等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，（単位：件、F百万円、銘）

事，、　　度 平成3畠 4 ，5 6 7・

件
数
一般競争 Q（0）」 ．0（　0） 6（0．1） 20．（0．3）． 9・（Oll）

指名競争 95（、1．6） 104（．L6） 111（1．6） 164（1．4） 137底9）

随意契約 5，913（98．4） 6，250（98．4） 6，922（98．3） 7，073（98．3） 7，177（98、0）

計 6，008（：100＞ 6，354（100） 7，039（100）
7，」97’

i100）・ ・マ，323（100）

金
獺

一般競争 0（　0） 0（　0）、 106（0．’ P） 158（0．、1） 59（010）

指名競争 ．4，403（3。5） 4，652（3．7） 「4，360（2。7） 4，458（3．4） ・7，280（4．2）

随意契約 122，007（96．5） 122，777（96．3） 154，59r（97．2）、 126，722（96．・5） 167，135（95．8）

計 126，410（100） 127，429（100） 159，057．（100） 131，338．（100） ユ74，474「 i1QO）

（注）1一宇宙開発事業団の資料に基づき当馬が作成した。

　　2　金額は契約金額。．

　　踊轟轟讐ヒ㌍撫の2年目以降の契約、磁三三及び追加契約、提顯請に

　　　より契約の相手方を選慣した契約など、随意契約を締結せざるを得ないものを含靭。．

騨

　このように宇宙開発事業団の契約のほとんど演随意契約となbている理由として・・宇宙開発事

業団は・・ケットや入雌等の開発など・塙聯殊聯醗瀬と菌も砲が多い

こと⑳これまで麟さ縮聯を二面鋤要力1ある瞭1媒約峰平
行可能な企業が限定されて這ることなどを挙げそわb・新規（bjンピ斗一タ製品等め調連契約で

無競争入札が、物品討入や土木建設尊等め契約で指骨争入札が襯され℃いるなどの例

を除いて髄意契約（提案要請により業者を選定したもの等を含む・）が採用されていることに

よる。

イ　共通役務業務等の契約状況㌧

（ア）一 ､通役務業務等の契約：方法等

　　　宇宙即発事業由が毎年三三意契約を諦結している契約の中｝ごは、表4一②二4あと二お妖ロケ

　・ットや人工鯉の醗翔等とは直回忌めない木叡酪事業所に謝る庁舎1青掃輔翫

　　警備、環境整備∫（梅内の芝生、植栽め維痔、智三三）丸莚勅奪保全（建勅ご構築物ゐ輕薇な補修

一218一

点検等）等のいわゆる共通役務業務の委託契約等や事業団職員の事務の補助支援を行う事務支援

役務請負契約等が、．平成8年度で本社及び6事業所を合わせて108件（予算実施計画額で21億

5，916万’1，‘000円）みられるみ　　㌧

表4一（2）一4　　宇宙開発事業団の共通役務業務等の委託等の契約の状況（平成8年度）［
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件1千円）

本　社・

幕ﾆ所別
契約
署
予算実施

v画額

主
　
な
　
契
　
約
　
件
　
名
　
等
「

本　　社 68 351，371 ○本社別館清掃役務請負　○定期便車車両運行業務委託　○理事長
緖ﾔ運行業務委託　○他に契約事務機械化処理役務請負や経理課電
q計算機入力支援役務などの事務処理支援役務65件

　　－
}波宇宙
Zンター

10 607，321 ○庁舎清掃業務請負　○車商運行業務役務請負○警備業務委託
寢ﾂ境整備役務請負　○建物等保全作業役務請負　○電気・空気調
a設備等の保全作業請負　○食堂運営業務等委託　○他に事務処理支援役務請負3件

種子島宇?
Z
ン
タ
ー

　11
V

78α002
・○共通系施設設備等保全　○清掃業務請負　○車両運行等業務請負○警備業務請負　○宇宙開発展示館等管理運営業務請負　○塗装補・修業務等支援役務請負「○食堂給食業務請負　○宿舎管理運営業務

寰�t業務他役務請負　○会計課業務支援役務請負　○管財業務事』務支援業務請負・

地球観測

Zンター
『　6 143，779 　　　　　　　　　　　tn管理業務等支援役務（車両運行、庁舎日常清掃、事務支援）

將闃﨎ｴ掃業務請負　○警備業務請負　○施設設備保全業務
寢ﾂ境整備作業　○受付業務

角田白ケ
Wト開発．センタご

，6 186，q14 ○庁舎清掃業務請負．○管理業務等支援役務請負（車両運行、事務
@　　　　　　　　　　　　　○環境整備業務請負　○試験設備及処理支援）、○警備業務請負

ﾑ電気空調等の保全作業、○試験・技術管理業務事務支援役務請負

勝浦宇宙

ﾊ信所1

’4 49，P5、65 ○維持管理業務役務請負（屋内清掃て事務支援、’技術管理業務事務
x援）　○警備業跨請負・○環境整備請負、○車両運行業務委託　　　　　　　・ド、、．

沖縄宇声通信所葛 　　39
A

54L’109

@　　F子暢

○維持業務役務請負て屋内清掃・・環境整備・事務支援・技術管理業
ｱ事務支援）ご・○車両運転業務役務請負　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○警備業務請負

肖計 108 ．舞159，畠！6r 　　　　　鴨　F　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’腎’一　　　P　ドρ
e　　　　　；『』・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　ドL、

宇四三事業騨障琴纏綿鷲忌明冷回忌び難勢門馴r肇乞い、

、醐1騨嘩され㍗：々興及r記事判鱒共通磯回委託三四讐

興し幽耀糊第磯1項r鑓鰍1磯契轡1櫛ζζができ瑚の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一219一
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その理由について、本社及び各事業所が契約に当たってそれぞれ作成した選定業者提案書をみ ［続　き］
’ て▽ノ；竪ロコセ」ノV L、　伶1コー∠XU1コrF’木ノノ1 天

ると、表4一②一5のとおり、 例えば、平成8年度の清掃業務及び警備業務に係る契約では、i） 業務 事業所 件　名　等 契約 　　　　　　　　　　　へﾁ定の者以外では契約の目的を達する

あるいは建物、設備等を熟知している業者の方が円滑な業
業者 ことができない理由　　　　　・

継続性を有する業務内容であること、
警備 筑波宇宙 警備業務委託 C社 安定かつ継続的に所要の労働を供給することが可能なこと、

務運営等ができること、h） 従来からの契約の相手方である業者は業務実績も良好で・業務の遂 業務 センター 警備業務の実施にあたって重要施設・設備の設置箇所及びその

行に必要な知識と実績を十分に有しており～効率よく業務が遂行できることを挙げている。
運用方法等に熟達していること、重要資料の秘密漏洩防止に充
ｪ対処できることが必要。提案業者は、平成7年度も警備を行

，

しかし、 業者の選定理由は、 従来からの業者が契約の相手方として最適であるとしているにす
い、その実績も良好。

｝

ぎず、他に業務を遂行できる業者ぶないとする理由は示されていない。
種子島宇
?Zンター

警備業務請負 〃 　提案業者は、本作業を昭和50年度より継続して実施しており
ﾆ務を遂行するのに必要な異常事態の判断、迅速な対応及び事
故を未然に防止する能力、経験を有しており、実績も良好わる

　　　　P　　ξ

q　　　　　　　　　　　　　　　L 業者であり、必要条件を満たしている唯一の業者。

表4一（2＞一5／ 、随意契釣及び業者選定の理由（平成8年度（p清掃業務及び警備業務に係る契約） 角田ロケット 警備業務請負 〃 本業務を遂行するには、セキュリティに対する強い認識と広

業務 事業所 件　名　等 契約
ﾆ者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wﾋ　　　特定の者以外では契約の目的を達する
@　　ことができない理由　　　　　　　、

騨
｛ 開発センター

陶
　
邑

大な敷地、建屋及び高価な設備等を管理する技術が必要。提案

ﾆ者は、センターの設備及び建物内容に精通しており、また、
?N本業務を遂行しているが、安全かつ正確に実施し、その結

清掃
ﾆ務，

筑波宇宙
Zンター

庁舎清掃業務

ｿ負
C社

　　　　　　　　　｝麻Zンターは、人工衛星・ロケット等に係る各種機i器部品の ㌔

セ

果も良好であるため、効率的に業務を遂行できる最も適した業
ﾒ。　　　　　　　　　　　　　　甲　　　噌

｝

吋

試験及び各種研究開発並びに追跡管制業務等を行っており、関

A業務に精通しているとともに重要な物品、装置等について損
揩ﾟないよう充分対処できること、重要資料の秘密漏洩防止に
[分対処できること、安定かつ継続的に所要の契約請負が可能
ﾈこと、運用にあたって作業者は熟達していることが必要。
@提案業者は、・平成7年度においても安定かつ継続的に本業務
�ﾀ施。また、当センターの特殊事情を熟知。その成果は、特
ﾉ事故発生もなく良好な実績をあげているのでギ上記条件を満

i
…
｛
j
l
｛

、

勝浦宇宙

ﾊ信所
警備業務請負

@　　　ご

〃 　提案業者は、昭和53年度以来継続して本業務を実施している
ﾆ者であり、当所の地理及び施設、設備等の実情を充分熟知。
ﾜた、現在までの結果は、当所の要求を充分満たすものであり　　　　　　　　　　　　　　　　　が

ﾇ好。更に、提案業者は宇宙開発事業団の種子島宇宙センター
ｼの事業所においても警備業務の実績を有している。

ρ 足する最もふさわレい業者。
｛
｛

、 沖縄宇宙

ﾊ信所
警備業務請負 D社 　警備業務は、その業務の性質上信頼性のある業者に行わせる

ﾌが望ましい。提案業者は、当所において過去の実績があり、

種子島宇 庁舎清掃業務 〃 本業務の実施には、種子島宇宙センター及び増田宇宙通信所
1 また、業務の遂行状況は良好である。　　　　、

宙センター 請負

@》

各建屋及び装置数等に熟知していることが必要。提案業者は、

]来から本業務を実施しており、建屋及び装暉等にも熟知して
｢る。業務の効率も良く信頼ができ技術面においても十分確立

（注） 宇宙開発事業団の資料に基づき当薬が作成した。
　　　論
ｦ

～
、

ろ
一

している本業務を遂行できる唯一の業者。．

角田的ット，

J発センター

@　　」

庁舎清掃業猜請負
〃一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔@本業務を遂行するには、単に清掃業務ができるだけでなく、
?ﾆ者の質が高く、センターの設備及び業務内容を良く熟知し
ﾄいることが必要。提案業者は、・毎年本業務を遂行しているが

v速かつ正確に実施し、その結果も良好であるため・’効率的に

ご
，／

o

共通役務業務等の委託等の契約については、以下のとおり、その業務丙容や契約の相手方以外

ﾉ業務の遂行が可能な業者の存在することからみて、・従来からの契約の相手方でなければ実施で

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へｬないとする特別の理由は認められず、競争に付すことがなじむ契約である。

帰

　　　　　　　　　　　｝f業務を遂行できる最も適した業者＿　　．　臣　　。 ξ
謄

垣＾

勝浦宇宙

ﾊ信所
維持管理業務
i技術管理、

末ｱ補助、雑
�ｴ掃の一括
_約）

噛寵

V
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘@提案業者は、昭和53年以東当所における電気・空調孫合排水

ﾝ備等の保守業務を実施している業者であり、本業務を実施す
驍ﾉ必要な技術力及び専門知識を有しており、設備、建屋・宿
ﾉ等にも熟知。また、現在までの結果は、当所の要求を充分満
ｽすものであり、良好。更に、提案業者は宇宙開発事業団の他

｛ a と　共通役務業務等の委託契約等の業務内容は、表4一（2）一6のとおり、同業者が存在するごく

齡ﾊ的な業務であり、特殊な技能や知識を必要とするものとは認めらず、また、従来からの契

�ﾌ相手方しか必要な技術を有していないというものもみられない。

号
」

・、事業所においても同様な業務の実績を有している・戸

清掃

ﾆ務
沖縄宇宙
ﾊ信所　　　町　　馬　　　∫　　　　罵　　“

黷?@　　　’

@　　　’

維持業務役務・

ｿ負（環境整
�A屋内清掃・
A事務補助、

Z術管理の』

　〃ダ　　　　　　　　　　　レ

g　、　　　　し　　　！　　イ

@酢

・　　，提案業者は、・宇宙開発事業団の他事業所において、維持業務

@　　を行っており、その実績は良好。当所においても、前年度維持
@　．・業務を行うておりい良好な実績を残している6・この維持業務に

@　　お1覧劉塑勢なり有してお噛醐高い．

i
l
｛
l
i

ざ　　、

Gジ
㌧　、

Aナ　

“

　、

@　噂

秩@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

括契約）
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表4一（2）一6 主な共通役務業務等の委託契約等の業務内容

業　務 業融容　　　　　，■
庁，舎清掃

車両運、行
職員及び蜷の送迎講内における物品等の集配等のための各三三の翻如こ陣』両の管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

警　　　　備 庁舎誰内の警備保安（騨巡視）　　　　　　　1

環境整億
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミE構内の芝生、一植栽の維持、管理等1 @～　　　　　　　　　　　，、培、、，

建物等保全
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ?z物、構築物の難な補導点検等1・

電気・空調設

�凾ﾌ保全ゴ
電気設甑空気調和鍔際備等嚥・既轡・・囎…i

事務支援
�C．玲請負
鰹備騰灘耀鵡総寒竃灘講繍畠ヲ畿轄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ（注）宇宙開発事業団の資料に基づき三三が減た∴　　　　　1一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　勾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，き’｝i　　　　　i

一・
o襟開騨が“「競争参加資格者の資格審査事務取扱要領」（平成元年8月3日村け1■

下おり・樋礁鰍つい裸約のネ曝醐r灘の遂御倉1ζ脚瑛

　　者が存在している。　　　　　　　　　、．　・．：一、・．ピ、ピ∵：・蕊，〔ゴ∵｛・；ρ

　　　宇宙開発事業団の各事業所のうちの筑波宇宙センターの場合についてみると、建築物の清掃、　1

　　設備管理、：保安防災、その他のサービス業務を業とするビルメンテナシズ業で競争参加資格者騨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼう
　　．名簿に登録されている業者のうち、筑波宇宙センタ「が所在する茨城県つぐば市とその近傍の

　　土浦市に本社又は支店等が所在する業者は、事業団の契約の相手方の業者以外にる業者みられ

　　・るポなお乱例えば、社団法人茨城ビルメンテナンス協会の会員企業はこれら与i業者を含め73業

　　者・（平成9年7月1一日現在〉ある。　一．　＿・、，　…㍉∴　　．　・ほジ誤㌦・歌・

（イ）　共通役務業務等の委託契約等の相手方

　　宇宙開発事業団では、共通役務業務等g委託契約等について、毎年度同一の茉者と継続して契

約を三吉しているが、共搬務業務等の委託契約等の相手方をみると談4一（2＞』7のζおり・

　本社及び各事業所を通じて特定の業者に集中している状況がみられる・

一222一

ト表4一（2）一7　’共通役務業務等の委託契細等の相手方業者の状況て二成8年度）1

・　　　　左みうちC社ジ

本社・事業所別 梁紳三冠

@　（件）

予算実施
Z点額、

@（千円）

契約の相手

ﾍ業者数

@二者）

契約件数　　（件）

予算実施計画額

@　　　（千．円）

本　　社 68 351，371 9
、

26一（38．2＞ 145，209・．（41・3）

・筑波宇宙センター ．10 607，321． ・，L ！0・・（・100）、， 607，321、（、100）

種子島宇宙センター 11． 780，002、 ユ H（100） ．　780，002（100）

地球観測センタヅ 6 143，779 3．、 4（66．7）
、・P34，777（93．7）

角田ロケット開発センター ・　　6，
，， P86，014 ∵　　　工 6《一100） ．　186，σ14．（100）

、’

ｫ浦宇宙通信所 4’ ’49，565 ‘’ Q 13（50．0） 47，丁247』（95．3）

沖縄宇宙通信所 3 41ゼ109 へ㌧ Q’・ 2（66レ7）．『 32，283（78．5）

計 108 2，159，161 12 62弍57．4） 1；932，853T（89．5）

■
⊥
9
自
，
り
0

）注（ ・宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。

C．）、書きは、．構成比である。．．

「契約の相手方業者数」の「計ゴ棚は業者の実数

（ウプ他ゐ業者との契絶価格等の比較検討状況

　　宇宙開発事業団の業務委託基準（昭和45年3月31日）第3条では、業務の委託に当たっては、

　当該委託業務の内容，実施方溝及び時期；、経済性等を考慮レ記最ち逼当と認φられる．もみを受託

者ζし確定しなけ雛ならなし1ものとされている・また・宇醐四丁団喋約事務取扱帰

郷条駕嚇琴緯ようつ能うとき駕浮定価髄趨脚工み靭く孕似上から

∫セカ弘門扉丁丁は海年脚共搬丁丁予審縛畔た？系欄即契

碍業団騨十七祠る岬糟務聖躍則等岬騨特予牢価棚予算実
　　旅計画額が一走額を超える奨約に⇒硲℃ほ・P奉社友び各事業所1ご設無し左琴絢審査委員会等に

　　おいて、指名競争入札の指名業者や随章契約の契約の相手方め適否等について審査することと

　　され℃おり』（後述’「「ウ　契約審査委員会馨たよる丙部審査め実施状況ゴ参貝乱）、一契約審査委

　『員会等による蜜査等の後1ご予算め突施計画額あ範囲内たお毛yで辛：定価格途設走され、久札の
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　　　　　　　　　コ　　ヘアトド　り　　　　みゆ　　　ナゴ　　　　　　　　　コ　け　　　ら　　　　　　へ　　　に　　　　　　　　へ　　　　モセねら　　　　ヒ　リ　　　ド　も　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

　実施ヌ1ま見積書の徴収を経て契約に至る仕組みとな？ている・このため・随意契約の場合は・

喫級ようとする相手方の業者糠された後に価格の検討が煽る手川頁となっており’契1

約の相手方の業者の即；当たって価格は必ずしも考慮される仕艦なってし’ない・　｛

b　宇宙開発事業団の本社及び各事業所は、共通役務業務等の委託契約等について・一般的に市　　｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
場価格の把握や予定価格霊智漏しい人工衛駒開辮に係る契約の場合と三冠に撞ってお1

り、i）予算実施計画鋤醸内で、契約の相手方と一応額の交渉を行ない隷終購価格｛

　と同様に毎年度経営実儲を調査し、その調査糸課に基づいて難した纐率（加工費率・一1

四望及び回報払：利子率和」益高等）を契紬の算定撫廠騨1いる・i

．こ Q鍬宇宙㌣ター曝の一音噂を除llて・勲功灘広魁は見料

　書を徴していない。、　・　　　・　　’　・　　　　コ

　積書を徴収している。しかし、これは、あくまで契約の相手方との契約価格の参考とするたや　　｝

のも…平成6年度及び8年度は契約の木目騨卿ら明積書御を記し魅｛

　1　一　　　　　　　　 一＿　　　　一　＿　　一　　＿　ξ　　一　　　　一　一　

一
　

一
　
　

一　　　　　　　一　　　　＝　一　 一　　　一　　　1　　　

一
　

一　　　　　　一　　一一　　 一　…　　　　　　 1　　　　 一　　　一　　一　　 1　　　　一　　　　　 一　　　　　　一　 1　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

．、

¥47②一S二筑確守宙センタ「における共通役務業務等の請隼契約等9～早積倉わ四三三無
㌧－

，：見積合わせの有無
契約件名　　　　　　’F

平成5 一．、・6∵’ ，7 ∵8・

；陣　、

@　備　　考
V　’　死

@　．　　罪

庁舎清掃無毒請負．
x備業務委託
ﾂ境整備役務請負
ﾔ両運行業務役務請負
囎ｨ等保全作業役務請負一・．　・・
d気・空気調和設備等の保全作業請負一クレーン設備の定斯自主検査詩

H堂運営業務等委託　　　　　　　　　　　　　　甥

末ｱ処理支援役務請負一：二　　　　　』

○一
Z
〇
×
．
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＼
　
×
　
×
の
・
　
×
・
×
〆
．

　×1、3

@×
@×
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A×㍗

@×
E×・．、

@×
ｾ×∵ll

・○，一
Z
　
〇
　
×
　
×
’
、
　
×
∴
×
1
《
　
×

　　　’×
@　　　×
@　　　×’㍗

@　　　×

@　　　×
@　　×二．
@　　　×
ﾙ×「ll・㌧一×・－

　　　平成5年度及び7
@　　年度に見積書を徴
@　　七た業者は、’庁舎
@　　清掃、警備及び環
A：×・幽境整備とも同一の

@　　3業者（契約の相
@　　4手方業者を含む。

@　　）

　　㈱i宇翻発事細の資料に基づき当庁が作成した∴◎一

　　　　　2蕪轡糊目二幅脚rの聯無血一働∫〆」は

　　また序論開発騨無論役際辮9秀翠騨r？い野趨欄晶晶レている

，．、が、瑚場聯嘩き徹キで櫛鷲賜聯貫こ・騨郷婦勺の相手
　方業者からの最終見積書を基に予定価格調書を作成している。このため、表4一②一9のとおり、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一2241一

、
、
卍

予定価格調書、見積書及び契約書の日付及び価格（単価について定めて契約している場合は、単

価についての予定価格、見積価格及び契約価格）が同一’の日付となっている状況がみられた。さ

ちに・選定業者提案書の契約の相手方の選定理由（表4一（2）一5参照）も、前年度と同一となっ

ている状況がみられた。

表4一（2）一9　　共通役務業務等の請負契約等の予定価格、見積価格、契約
　　　　　　　　価格等が同一日付の契約件名等の例’（平成8年度）．

本社・
幕ﾆ所別

契　　約　　名’ 予定価格調

曹ﾌ日付
見積書の日

t
契約書の日

t
本　　社 定期便車車両運行業務’ 平成・・8擁．1 平成＆「 S．1 平成＆P4．1

筑波宇宙センター

庁舎清捕業務請負 し〃　， 〃ド ’〃

警備業務委託 〃 1〃 〃

電気・空気調和設備等の保全’ 〃 一　　『〃’　　［ 〃

種子島宇
?Zンター

清掃業務請負　　　、 〃 刀 〃

車両運行等業務請負（単価半白） 〃 〃 〃

塗装補修業務等支援役務（単価臭約）噛 〃 〃 〃　『

庁舎清掃業務請負『 〃 〃 〃
角衿ロケット

J発センタご

@r

P警備業務 ．〃 〃
〃』

　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　、

?ｫ整備業務請負、 〃、

℃■トﾛbA

@　〃
〃　雪

畑宇丁台辮業甲の鮒嘩づき丁丁酢叫為∵．

．鵠髄半白憎憎及叶縛挙励振痛言静に？呼・平学年磨から
聖運輝業噸鱒営の三重二二労騨の韓雑嘩鯛剰る聖餐！昭和

ρ晦二郷琴）丁ζ基づド労催靖源翠綱『傘レ鯵ワご斗解1『｝省『？7ヲ三冠9年3月

∵蝉二二呼る暢聯鑓李！下欄李）獅？騨否鉱、

（エ）　共通役務業下等の委託契約等の契紳価格、、

　　宇門下事業団は洪通役群務等咳託契繹ρ樗二二『阜潔雛物ざ、多騨に

つ1即嚇離撃二二聴調査墜騨二二環率・・二騨理章附謎解支

堺モ率・鱗輯を難ら1憩をr脚蝉郷三門む難lr際9ての契約価格
　の算定に使用している。このうち、労務費の時間単価相当額に相当する加工費率については運転、
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雑役清掃、警備、事務支援役務等の業務毎の向社の平均単価を調査算定しており、同種業務であ

れば事業団の本社、事業所の区別なく算定した加工費率を適用している6しかし・一般的に賃金

水準には地域間格差があるため同種業務の委託契約等であっても宇宙開発事業団の本社及び各事

業所の所在瞳よって契約価格のうちの労銀相当額には差異が生ずるの樋常であり・・宇宙開

発事業団が算定したC社の業務種類毎の加工費率には、同社内の労務費の地域間格差は反映され

ているが、宇宙開発事業団の本荏及び各事業析が所．在する地域毎の教義業務種類の賃金水準やそ

の地域間格差を翻に反晦たものと醜っていなダ・・

（か　　契約方法等の選定に当たっ，て配慮すべき事項

　　　雲備、清掃、輩両運転、事務支援役藷等の共通役務業務等の委託契約等については・業事の代

替賜り辮に付寸ことみミなじむ性質の契約であるが、競聴すこ4こ？いて・紬開発騨

事業面は、季）共通投務業務等の萎幽閑約等の件数は多刃、（ρで・契約事務の業務量が著しζ増大

する、ii）新規め業者と契約するとととなれば、職員による指導・1幽幽検査φ業肇早虚説大す

る・童）価格の低下による業務頒の低下力聯さ再聯デ刈陣し鮮セ趨1

また・共通役務業務等喋糊性かうそ9綿繰畔やて1ま・業卸経費の大部分が

人件葺であることから斜なダンピング等を担ト除する腰力噸rζ騨．1）輝墜を有する・

業務内騨る・瑚手方辛煮に信1頁性が必要である⑪詰開線画麟の饗

熟知してい辮の方力轡畔いう狽価について論題き轡塑1・㌃　｛

なお・・宇宙開発事業団の現行の会計瀦?_約辮鯛畔・・獅鞭；2：の000万円を

きは即嘩の入働蜘聯喫騨手方とする⑳でき嶺ζ1㌣⑤共通

構麹縣律寒影木聴軟度の齢弾頓子ll四郷
の丙容に適合した嚇なぎれ嘩それ聯樋rれ無熱．！し」細細不一制
限価格）については、工事請負契約以外の契約｝ヒあらでほ、L2’肋・沁・ら16秀醜ま勧範囲内

で契約担当役が定める割合を当該競争の予定騰lr雫P騨『郷や∵、　、、

ウ契潮岬会等瞬内離嘩砲躍．∴▽．恐げ．，＿…．，＿，

1糊発事業鴎蝦鯛瑚可融及び喫糖脚結◎」下塵ll細長1
嘩脚に馨鮒醐や騨郵瑚鱒で．李社騨寄李委幹を’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一226一

本社及び主要な4事業所（筑波宇宙センター、種子島宇宙センタ紙地球観測センタ「及び角田ロ

ケット開発セシター）に契約審査小委員会をそれぞれ設置し、一予定価格又は予算実施計画額《以下

・「予定価格等⊥という。）．が一定額を超える契約については、ヤ随意契約の適用の適否、一随意契約の

契約の相手方の適否等について審査することとしている。

　契約審査委員会等の概要は・表4一（2）一10のとおりであり・本社に設章されている契約審査委員

会は・．予定価格等が5，000万円を超える契約について審査対象とし、本社及び4事業所に設置され

ている契約審査小委員会は、予定価格等が本社の場合で500万円～事業所の場合で300万円を超え

5，000万円以下の契約を審査の対象としている・また・契約審査小委員会が殺置さ紅ていない事業

所（勝浦宇宙通信所試沖縄宇宙通信所及び名古屋駐在員事務所）における予定価格等が300万円を

超え一151000万円以下の契約については、本社の契約審査小委員会が審査する、こととなっている6

表4一（2）一10 ．契約審査委員会及び契約審査小委員会の概要、

区．∵分 構　成　員・ 審査対象範囲ご・ 一且㌧催、 審‘査、事．1項

喫約審査 委員長：副理事長．（事務代理 予定価格文ば予算実施 毎月纂4金曜『 ①指名競争又は随意
委員会 経理担当理事） 計画額が5，000万円を 日午後（原則 契約の適用の適否
（本社の 委　員：常勤理事、総務部長 超えるもの ） ②指名競争に参加さ
み） 経理部長、業務部長 必要に応じて せる者又は随意契

計画管理部長 随時 約の相手方
③会計規程第49条た

本社の契 委員長：業務部長 ・本社の契約で500万 毎月第2金曜 だし書きの規定（
高高高小 委　員：本社の職員から所長 円を超え5，000万円以 日午後（原則 最低価格で応札し
委員会 が推薦し理事長が指 下のもの ） た業者以外の業者

名（総務部、経理部 ・小委員会の置かれて 必要に応じて を契約の相手方と
業務部、計画管理部 いない事業所の契約で 随時 する場合等）の適
の各次長） 30σ万円を超え5，000 用の適否

万円以下のもの ④その他契約に関す
る重要事項

事業所の 委員長：各事業所の所長 事業所の契約で300万 原則として月
契約審査 委　員：各事業所の職員から 円を超え5，000万円以 1回
小委員会 所長が推薦し理事長 下のもの 必要に応じて

が指名 随時

（注）ド F宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。

　しかし・　「契約審査委員会について」及び「契約審査委員会等の運営に係る留意事項について」

（昭和63年3月30日付け業務部通ちょう。以下「審査委員会留意事項」という。）により、　「契約

審査委員会等の意見に従って締結された契約に基づく調達に継続又は追加して行う内容のものであ

って、以前の契約の相手方以外の者から調達することは困難又は不利であると認められるとき。」

は、審奪を行わない報告案件とすることができるとされており、共通役務業務等の委託契約等につ

一227一
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いては、要求部局及び契約審査委員会等の事務局の判断により・これまで全て契約審査委員会等の

審査案件とせず、報告案件として処理されている。審査案件については契約審査委員会等において

要求部局が事前に契約審査委員会等に提出した関係資料を基に契約しようとする相手方の選定理由

等を個々に説明するのに対して、報告案件については、件名、予算実施計画額、契約希望相手方と

その理由等を一覧表にまとめ、事前に契約審査委員会等に提出し、疑義等があれば契約審査委員会

の事務局が説明する仕組みとなっており、宇宙開発事業団は、報告案件についても契約審査委員会

等の了承を得ているとしているが、・共通役務業務等の委託契約等については・契約審査委員会等に　　1

おいて実質的な審査は行われていない』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

平成3年度から7鞭までの5年間の契糖査委員会等による審査状況をみると・表4三（2）一11｛

のとおり、5年間の延べ審査案騰は・3、067件恐恐案騰は4351艇なっている・・このうち・i

契約融委員会等から契約の相手方1こついて見直すよう意見があった酪査カミ28件あるが・この28騨

件は全旛欝であり・これまで結案件で見直亨よう骨脂があった例は離惚っている（契

約審査委員会等による契約の相手方の見直しについての意見の内容は、指名競争入札で指名予定の1

籍以外にも指名すべ諜者がある、又は騰契約で契約しようとする業者以外に三巴の遂行が

可能な業者があるとするもの℃ある。）。

き月

表4一（2）一11　契約審査委員会及び契約審査小委員会にお・ける審査件数
（単位・：件）

事項　　　　　　　年度 平成3 4 5 6 7 計1

本社の契

�R査委
�

審査案件 71 一75 146 182 273 747

うち再審査 1
2じ

β、・ 1
1

0、 17

報告案件 167 187 　　「Q58 m220・ 396 1，22ε

うち再審査 ‡　　0 ・0 0∵ Q 0・ 0

審査案件 34＄ 377， 　　1S31 536 633 2，32Q本社及び

S事業所
ﾌ契約審
ｸ小委員
?@，

うち再審査 2 ・1 、『．、2’ 0 6 ．ユ1

報告案件 599 677 676 62ら 546 31123

うち再審査 ・　　　0 0
b
∴

b二
0 0

計 審査案件 414 452 577 、718 906 3，067

うち再審査 ・　　　3 3 5 l
l

・6 28

報告案件、 766 864一 934・ ・845 942 4β5f

うち再審査 0 0 0・ 0 0 ・0

（注）1　宇宙蘭発事業団の資料に基づき当駅ぶ作成した61・

　　2，契約審査小委員会分は・本社及び4事業所の契約審奪少委員会の合計である。

　このように・共通役務業務等ρ委託琴約等嬬・毎年摩・同マの半煮ζ築約牽綿締レてセ・う隅りは・

すべて当初に契約審査委員会において審査済みとなった契約の継続であるとして報告案件とされ、

契糖査委員会等の了嘩得でいる．≒陣騨鱒⑳選即十二が千テわれているζは十一

い∵．・・β　　　　　　　己…づ＼∴噌一’ゾ・…・

　∫章草律ll『業高等の委耗誓約等（D中には）表4』（2ト12のとおり、現行ρ）契約『）担手方と9当初ID

契約の雛からlo年以騨し窺い肺ρ汐ミ多聯へr塾rや叫ま・社会経灘が変｛ヒ
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表4一（2）一12 現行の契約の相手方との当初契約から経過三半等

本社・事業所別 契　約　件　名 契約の相手 平成8年度 契約の相手
方との当初 までの経過 方業者・

の契約年度 年数

本　　　社 噛理事長車車両運行業務 昭和61 10年 E・社
筑波宇宙センター 庁舎清掃業務 　　　「ｺ和52 19年 C社

〃 警備業務役務請負 昭和52 』19年層 〃

〃 環境整備役務請負　　・ 昭和52 19年 〃

〃 喰堂運営業務等委託 昭和52 19年 〃

〃 電気・空気調和設備の保全業務 昭和53 18年 〃

ビ〃　’ 建物等保全作業 昭和59 12年’ 〃

〃 車両運行業務役務請負 昭和60 11年 〃　　　・

種子島宇宙センター 車両運行等業務請負 昭和50 一21年 〃ド

勝浦宇宙通信所 維持管理業務役務請負 昭和53』 18年 ・〃

ノノ 警備業霧 昭和53 18年 ノプ

（注）宇宙忌事鞭の資料（灘業者四書等）の輝内容かち消庁醐初の即言三年腕
　把握できた範囲で作成した6

も
馬

・宇宙糊着団は｝共騰辮の委詳契約等のうちの事鱒役務請騨につし艦判

働者派遼事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律’（昭和60年法律　｛

第88号）1こ基づく労働権契舳じ襯であるとして、平成9年度か嚇支援役務言青負契i

約をﾋ派遣契約に蜘るこ41’ l4團（2吻聯糊獣畜所・83件嚇i
支援役務請負契細めうちセ8件を労働者派遣契約に変更している6しがし、’宇宙開発事業団は、これ　｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝9
ら契約内容を変更したものについても、契約の相手方の業者及び業務内容に特に変更がないとして　i

契約審査髄会の審査に付して滋報告案件としているl　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　或

表4－12）一13’ 事務処理稜務の人材派遣契約入の切り替えに

伴う契約審査官委員会での取扱い
（単位：件）

契約審査小 報告案件とした理由本社・事業所別 事務処理 契約審査小

支援，役務 うち派選契、 委員会への 委員会での

契約件数 約に切替え 報告件数 審査件数
漣

「　　卜

本　　社 65 65 65 0 契約の相手方業者及

筑波宇宙センター 3 3 3 0　 び業務内容に特に変

種子島宇宙センター 9 9 9 0 更がないため

角田ロケット開発センター 2 1 2 0

地球観測センター 2 0 2 0

勝浦宇宙通信所 1 0 1 0

沖縄宇宙通信所 1 0 1 0

計 83 78 83 0

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一230一

工　契約事務の支援役務契約’1

（ア）契約事務の支援役務契約の実施状況

　　宇醗事業団の四四要領襟第2墳では・予定三三三三牢磯糟喉

　　事務に従事する職員に対して・予定価格の秘密の保持について1、厳守すべき事項を次のとおり定

　　めている。

　　．i職務上知ることができた事項は、正当な舳なくし禰購らさないこ．と，．

　　五1予定価格を察知されるような覇醐こ融ないとと・　　　　，

　　iii　関係業者との三等についそは・’細令の注恵牽払いく廼ふら羅われるようなことをしない：こと蚕

・好定略郷び予定欄算牢醐ホ湯翻搬裾・＿㍍．i
　　！しかし・宇宙開発三二．回勅5轍ぴ1黒鉱騨所におし匿栗源の支援鞘

と；して・契約伝票や支払伝票の齢伝票デデタのコや一タ入力・契約関係資料の整理や

他の業搬三三糊り網こ績騨でいる賊聴蝉鱒雛脚湿
し：ているも回る』）・平成8手脚三糸聯支援の言声端数及び業者あ従事者数をみ爽

表147（2幽のとお’り・本社及び6か所の事難帥＃下聯の10呑が従事騨舛の！

認灘譲瓢鷺嬬幕無灘潔誉轡）’麻撫ぴ
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表4一（2）一14
契約事務の支援請負契約（平成8年度）による請負従事者数等

（単位：人）

業者従事者の

ﾆ務実施場所

契約件名 従事業務の内容 請　負

ﾆ　者
業者従

鮪ﾒ数
事業団

E員数

本 業務管理課 業務管理事務
・各種伝票受付及び入力並びに業者登録 F　社 一r 1

1

社
業

支援役務請負 支援・ワープロの処理・表計算

務 ・各種帳票作成支援

部

契約第1課 契約事務機械
ｻ処理役務請

・MARK－1システムの運用支援（琴．
�A畠登録業者情報の入力）

G　社 1 8

｛
負 ・MARK－Lシステムの変事等

オ

嶋 ・ワープロの処理」表計算　　　　　“

・契約事務の支援 践

契約第2課 契約業務事務

x援

・契約データのMARKTr．シみテム端
魔ﾘの入力及び各種帳票の作成支援・ワ7プロの処哩・表計算∫

G：・社 1ご 6

聯
L

・契約事務の支援
饗

原価計算第 原価計算事務
・凍価計算データのパソコン入力及び計 H　社 1 5

3課 支援う 算資料の整理支援・
Eワープロの処理・表計算

事
業
所

　　　　、
}波宇宙セン，

熕?ﾇ理部会

v課

業務支援役務

ｿ負（会計課
末ｱ処理役務
ｿ負）

契約業務の補助
ｲ契約関係データの入力！
E梨約関係資料の肇琿

ρ社
　　1・・（9年’

xから、　　ノ　ガ・2人〉

7

種子島宇宙
Zンター会計課

受付業務他役

ｱ請負

会計業務支援作業
E契約伝票及び支払い伝票の起草

〃 1 4

・契約関係資料の整理
・その他会計業務に関する支撞

地球観測セン

^ー管理課

管理業務等支

⊥�ｱ請負

・発議伝票等の会計システムへの入力

E契約関係資料の整理
E予算関係の会計システムへの入力入力

〃 1 3

鈴

・その他会計業務に関する支援作業作業

角田ロケット開 管理系業務支 契約伝票及び支払伝票の起草及び整理支
〃 1 2

発センター業務 援役務請負 援作業

課

勝浦宇宙通

M所

維持管理業務

ｿ負

契約に係わる書類の作成事務及び支払事

ｱ並びにこれらに付帯する事務

〃 1 1

沖縄宇宙通

M所

維持業務請負 ・業務文章の作成、清書に関する支援
E文書類の送受及び整理保管に関する支

〃 1 1

援・事務用消耗品の整理保管に関する支援

・広報業務に関する支援
・その他運用管理課業務の支援

計 4業者 10 48

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一232一

　契約事務の支援役務の請負業者においては、契約書及び仕様書において、　「業務の実施により

知り得た情報等を第三者に洩らしてはならない。」とされ、秘密の保持が義務付けられているが、

請負業者4業者のうち2業者（C社及びG社）は、表4一（2）一15のとおり、他にも宇宙開発事業

団から多数の業務の契約を受注している。このうち、C社の場合、宇宙開発事業囲との契約取引

（宇宙開発事業団との直接の契約によるもので、間接的に宇宙開発事業団の業務を受注した件数、

金額を除く。）は、平成7年度で240件（受注額15億7，192万円）、平成8年度で230伜1同22

億8，110万円）に達している。これら事業団の契約の相手方となっでいる業者を莫約事務め支援

役務請負契約の相手方とするこ，とは、予定価格等契約事務に係る秘密の保持の観点からみて、適

切とは認め難い。　卜　　　’　　，　　　　’　　、

表4一（の一15 C社及び6社が受注している主要な業務（平成7年度）
（単位，：円）

業者 本社・事業所別’ 　　　　　　　　　　　　、@件　　　　　　　名雪 ・金♂額一

℃社 筑波宇宙センター－ 筑波宇宙センター業務支援役務
種子島宇宙センター 共通系施設設備等保全運用作業
筑波宇宙センター 電気・『空気調和設備等の保全作業∫ ド

、種子島宇宙センター 共通系施設設備等保全運用作業
〃 種子島宇宙センター吉信射座点検塔塗装補修主事 1，044，315，081

筑波宇宙センター 筑波宇宙センター庁舎清掃業務
〃 筑波宇宙センター警備業務

種子島宇宙センター 宇宙開発展示館等管理運営
’コ

}波宇宙センター． 筑波宇宙センタ藁業務支援役務い
〃 筑波宇宙センター環境整備

、β社 筑波宇宙センタンー， 計算センター富士通系電子計算機システム運用・維持

管理業務
〃 計算センター富士通系電子計算機システム運用・接続

㍉

，U5，054，000

管理業務
、〃　： ．・ o張旅費システム耳ORC特例起票等に係る機能改修1 丁

〃 計算センター利用運用業務MARK－1情報システム

（注）1　！≠缶蘭発事業団の資料（車成7年度財務諸表添付書類）1ピ基づき当庁が伜成した。

　　、2，・平成7年度の損益計算書の勘定科目別明細表に記載されでいる範囲で当該：2業者に

　　　騨塒叫即獅り》ζ謬卑千蛸諌3騨騨飾恥，

一233一
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（3）外部委託による合理化の推進

（勧　告）

　宇宙開肇事業団｝ま・昭和60年代以降・職員の効率的配置や保：全経費の圧縮等を図るた醐　i）

62年度ρ嚇騨㌣タ「唖星騨データ受信処理業務・五坪成元年度か．ら柵面

隠沖縄の斉追浜寝所の追跡管制翻・血）5鞭から種子辟宙センターの騨系覇保

全爪糞務調6鞭から種干島宇宙センターの賜一志解全業獅細図諌実出て

いる。

また・宇宙開発蜘は・i）宇宙開発委員会が取りまとめた「技術試験鯉聯男1騨

委員会報告書」　（平成6年12月27日）において、宇宙開発事業団に対し、技術研究本部を強化

するため・要員配置の最適化・ ﾋ加の努力・定蝶務の外画化の推進によや業務⑳

靴などを行うよう指瓢でいうこと・i）∫雛法ゆ整理合理1ヒについて」（平旧年2

脚閣議白革）において・宇宙開発画業団は射縫備作幽門性を必要と9な面的

業務を中心とした外部委託の雛プ茶Mエクト1コストの低醐き続r三冠靴に窪

めることとされていることを毒しﾘ成8年明に嚇騨旨力1鯛こ関マる鐸脚
りまとめ、，業務の合理｛ヒ・効率イ晦）一環として射場整備作業の外部委託化を推進することとψ

ている。

①、追跡ネット9一グ技術部通信ネットウーク担当主任闘発部員並びに増田・勝浦友硲三縄φ

　　島宇宙皇民・い㌧∫己．…’弓［’　　－．1！
　　打ち上げられた人工閣こつ呼はll常ζそ噸と状態を把握レ・購こ応じ荏鱒

姿勢聯動礁を聴きうよラ・世力⑳鞍脚監視・計測聯鰯やrζが

泌ある・．r幽翠騨団で1ホ平晒騨脚管制部騨跡管制所
　を中枢局として、増田、’勝論及び沖縄の各追跡管制所との間で追跡管制ネットワーク網を形

　成し人工衛星ゐ追跡管制を行ってきたが、9年度からは、これまで上記の各追跡管制所で担

　目してきた人工衛星運用機能及び地上局運用機能を筑波宇宙センター追跡ネットワーク技術

　部通信ネットワーク担当主任明発部員へ集約することとした。これにより、通信ネットワー

　ク担当主任開発部員と人工衛星との間でテレメトリーデータやコマンド信号の直接交信が可

　能となっている状況がみられる（平成9年度から追跡管制部中央追跡管制所は軌道上技術開

　発システム本部追跡ネットワーク技術部に、増田、勝浦及び沖縄の各追跡管制所は宇宙通信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一234一
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　所にそれぞれ改組〉。　…　　　　　　　『：　　　　£

　ゴ・通信ネットワーク担当主任開発部員．，

　　　通信ネヅトワーク担当主任開発部員（15人）．は、各宇宙通信所から送られてくるテレメ

　　トリーデータをリアルタイムで受信し、コマンド信号を送信するなどゐ業務を所掌してい

　　るほか、将来の追跡管制に係る構…想の検討や人工衛星のネットアーク設備の整備等の開発

　　業務にも従事している。

　　　・しかし、主任開発部員を除く14人の在籍職員（副主任開発部員4人、専門職2’人、開発

　　部員3人、主査1人、係員4人）の業務は、．ネットワークの将来構想の検討等の開発要素

　　のある業務を除き、・仕様書等で定型化できる業務であり、これらの業務の遂行が可能な民

　　間企業も育成されてきていることから、開発要素のある業務を除き外部委託の余地がみら、

　　れる∴

　、五’増田、勝浦及び沖縄の各宇宙通信所

　　　増田、勝浦及び沖縄の各宇宙通信所の職員数は、いずれも平成5年7月1日現在の9人、

　　が「9年5・月1一日現在で3人に減少してきている。しかし、1これちの職員は外部委託した業

　　務の監督業務に従事しているほか、追跡管制業務に伴う緊急時の対応業務や施設の維持管：

　　理業務に従事しており、これらの業務の中には、定型化を図り民間企業に委託することが’

　　可能と認められる業務がみられる6

②種子島宇宙センタ信　　　　　　　　一、

　　種子島宇宙センターは、人工衛星及びロケットの打上げ射場であり、・打上げに至るまでの

　各種施設・設備の点検整備、ロケットの組立て等の発射前整備作業、打上げの秒読み作業、：

打上げ後の追犀作業・本社業務の現地支援業務等牽所掌している・日これらの業務はヤi）ロ1

　ケットの組立てや射点周辺の施設・設備の整備に係る射点系業務と、・．：ii）1レ「ダ「設備等の

　整備に係る射場系業務との二つに大別される。’㌃．

　　宇宙開発事業団では、、これまで本社て打上・運用室。平成7年度までは打上管制部）で所

ピ掌レていた業務のうち亡種子島宇宙センタ｝で処理するζ：とが効率的かつで合理的なi）人：

　工衛星及びロケットの全段組立整備作業、カウントダウンの手引書や打上げス：ケジ立r一ルの

・作成・敢定り・進行業務等、（：射点系業務ふ平成6年度）∴」，：i）、射場における業務の手順書∫、ス‘

吻ジュ宏ルの作成・改牢等、（射場系業務。平成7年度及び8年度）、の業務の所掌を段階的に

　種子島宇宙センターに移管している。「

一，∴殖醗鐸即ま・こρ岬〒本御『概帯寧㌣野僕務を穆轡：やこζに伴．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一235二
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　い、業務の省力化等を図る観点から、i）射点系業務のうち射点系設備保全運用業務は平成

　5年度から、i）射場系業務のうち射場系設備保全業務は6年度からギ業務の定型化を図っ

　た上で、それらの業務を処理する能力を有する民間企業’（各1社）に一部外部委託している

　ものの、定型花が困難な業務については、種子島宇宙センター自身の業務として外部委託を

　・行っていない。’

　　しかし、定型化が困難として外部委託を行っていない業務の中にも、例えば∴4）無点系

　業務については物品管理の一部業務等、五）射場系業務については打上げ実施計画の作成、、

　無線局運用計画めとりまとめ業務等につ熔ては、委託先企業との役割分担、業務の実施方法鑑

　などめ見直し等によって更に外部委託の推進が可能とみられる業務がみられるd

③小笠原追跡所㍗

　　小笠原追跡所は、i）ロケット打上げ時におけるロケット等からのデータ取得、道）デー、

タ取得に付帯する試験及び謹・却小笠原追跡所の施設☆設備器材：の保全及び晶晶の

　業務を所掌している。

　　小笠原追跡所は、機器等の整備により現地への職員配置の必要性がなくなったとじ外喀

’和63鞭以降、韻3人が認められているにもかか命ず韻曜置カミ行われて紡ず・本

社宇齢送シズテム本脚主任醗部員が所長の直前令を受けている状況にあるとなお・1

　　日常の施設、設備、器材の保全及び運用に？いて1ま外部委託により対応し泊ケヅ・ト打上げ｝

時には、本社韻鍾子辟靴ンター職員、設骸龍頭の派遣技術面によ翻上げ繍

　簡二成隊の出張により1対応しでいる6：♂・『ヅ　一＼ぷ・・：＾減　　：：　：　志1・∴質∵・

　　したがって、「科学技術庁、1運輸省及び郵政省は～外部委託による業務め効率化、・組織め合理

・’

ｻを推進する観点から、．以≠の措置を講ずるよう宇宙開発事業団を指導する必要がある宕

①通信ネットワーク担当主任醗部員についてはぐn竄ﾌ牢型化により外部委託化漸進す

　　るとともに腰員蝶理合理化を行うrと港だ贈臥騨及び沖縄の各宇宙通歯鏡

務にづいては・業務回忌拶可能な業務にう三冠を図り寸』当該窓外r回する1

　　ことによ腰員の整理猿轡を図るζと∴一六ゾ・・ン…1賦回累1

②種子島宇宙センタ繍点：系業血症暢辮㊥ち外部委託を行うて隔意務につ1

　、いて～・：委託先企業との役割分泌藁務の実施方法の見直し等によ：り外部委託の推進を図るこ

　　と。

③・小笠原追跡所については、淀員を廃止すること∴、デー労㌦ll齢些㍗；’職』

7燭「
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ア　宇宙開発事業団における業務の外部委託の実施状況

－（ア）．宇宙開発事業団における業務の外部委託1

　　宇宙開発事業団では、昭和60年代前半か「ら、宇宙開発事業団職員の効率的運用や保全経費の圧

　　縮・業務の効率化・合理化等を図る観点から・i）昭和β2年度から地球観測セ：ンタ「の衛星観測

　デ「タ受信処理業務、五〉平成元年度から増田、，勝浦及び沖縄の追跡管制所、（平成9年度から宇

　　宙通信所に改組）の追跡管制業務・i五）平成5年度から種子島宇宙センター（P射京系設備保全運

　！用業務＼ivγ平成6年度から種子島宇宙センタ「の射場系設備保全業務等の外部委託を推進して

　　いる。・　　♂　㌧　　　　　　　・・、　　、　　　　　∵　　’ジ　　1　　　　一　　’　一㌧ゴ＿、

　　．・宇宙開発事業団における定型的業務の外部委託の実施状況は・、・表4一（3）ウ．ユの．とおりである。

表4一（3ト1 宇宙開発事業団における定型的業務の外部委託の実施白白

業㌦務∵各1 外部委託
J始年度

業務委託先
A

外部委託
ﾌ方法

一　　三．業務の実施場所・

讐整備業路
「　、　噛　　　「r，

ﾋ点系設備保全運用業務・．

糸威5 i十一 業務委記 種子島宇宙セジタご」

射場系設備保全業務 平’成6 J　社 業務委託 種子島宇宙センタ「．

・昭和⑤9・　　　　、， 工、社ン、 役務請負・ 筑波宇宙センタ「中央追跡管制所i追跡管制運用業務『。

ｺ煎∵∴

P＝｝ヅ．’　．

平’成元 1．Jl，．社：一 業務委訴 ．増田い勝浦及び沖縄追跡管制所
ﾅ現宇宙通信所）

試鹸設循翻業務 車晟ケ’ k’r ﾐ’ 業務萎詫 筑波享宙ゼシタご”r津

平成7 L社等試験
ﾝ備製造メーカー

蝶請貨
角由白ケット即発ゼジタご　　　　　’

簾騨㌃『騨
�p・1削　　　　　∴∴

照和お2
㈲リモごドー、・．セシシン・

O技術セン
Dダナ

童
謡
委
語
’
，

弊誌藷式　　　　　．蓋fチ

供通部品認定維持支援：：1平・1成3∵

ﾆ務
認M社 業務委託 宇宙開発事業団信頼偉管理部・

ﾈお、’部品の認定等の依頼があっ

Dた企業等に出直き業務牽実施する

鼾№烽?閭ﾏ

（注）1　宇宙開発事業団の資料に基づぎ当庁が作成した。

　　2一衛星観測データ受信処理業務は、昭和54年度から61年度までは役務請負契約であっ

　　　た。
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（イ）　技術開発能力の強化のための業務の合理化、効率化の推進状況

　a　技術試験衛星VI型特別調査委員会の指示

　　　平成6年8月28日に打ち上げられた技術試験衛星VI型（ETS－V［）’「きく6号」は、アポ

　　ジエンジン1と異常が発生したため静止軌道への投入が不可能となり、初期の目的を達成するこ

　　’とができなくなった6宇宙開発委員会では、当該発生した不具合の重要性に鑑み、6年9月14

　　日、’「技術試験衛星VI型特別調査委員会」・（以下「調査委員会」という）を設置し・原因究明

　　と今後の対策について調査審議を行うことを決定した・

　　　・調査委員会は、アポジェンジンの不具合原因及び今後の対策について・報告書「技術試験衛

　　星VI型アポジエンジンの不具合原因等について」を取りまとめ、6年12月15日の宇宙開発委員

　　会定例会議へ報告了承されているが、並行して、アポジ土ンジン6不具合以外のi）太陽セン

サへの誤りコマンド送融アンテチ展開ラッチテレメトリの不具綱醗体制及

E
轡

　　び蛾今御ETS」肋柳輝に関しても・’舗5即縫鷲を御・．岬2月37『のi

　　　この報告書の騨「鰍ンサ熾りコマ≧ド断ア≧テ澗ラ暫ヒ測の1

　　狽含瀾難詰及び四二繍験解W両三二三」の第r章「開発㈱」τiこおいμま・、

　　今後宇声醗事業団を中心ζする開発醐r関レて選強化を嗣すべき事項ζP下｝潭

　　素技術を含め聯曝幽幽中核的センターどして肺購業団の）技術面

b「宇宙開発事業甲事業縮合翠∫ヒ＼効率化等！こ係る閤華三民，

政府においても1廟法纏理合翠llrい下！（二成7年2月2輔議決献判

で、笥開発事業甲こ？いτは詠のとおり無二整鮪牒等専門語必要と㌣塗し解三

業贈醐騨騨進“プロジェクト’コズトの働等「弓「き続ぎ業騨化

に努め∵とζ岬艦’＿．一、賦…．＿，一i

一238一

　　　　　　　　　　　特殊法人の整理合理化について“（抄〉一∴㌧“　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．，・1・　〆、，　　　平町7年2月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閣　議　『決’定

　　「当面め行政改革の推進方策にういて」　（平成6年・i2月2ら日閣議決定1‘｝ご基づき、行

喫響難鶉懲麟灘罐等轡獣ついて総合的かつ全野な見直

　　　　　　　　　　　　　　　　　記咀

1（1諾隠隠効靴等
　　　　（草響人について別紙のとおり・事業の倉理化・辮峰図る・・，

　（別、紙）、．、

　⑦　宇宙開発事業団にうb≦ては、射場整備作業等専門性を必要としない定塑的業務を中

心とした外部委託の推進、プロジェ・グト、・．コストの低減に努めるとともに、，航空宇宙

技術研究所、宇宙科学研究所留め研究機i関及びNTT等の衛星船痢機関とめ連携を強
化し、引き続き業務の効率化に努める。
　また、技術審査体制の充実、技術能力の向上等宇宙開発委員会技術試験衛星VI型特

別噸雫県講1こ四割さ雛事卿具体化騨翫

q．宇宙開発事業軍におけ：る対応状i況己．

　　平成6年12・月27日9）亨宙開発委二二の指摘を受レ才・科学携術庁は・、同日｝科学捧術庁研究開

、発局長かち宇宙開罪事業団理事長仁苅レ＼上卍1弓術録験轡星VI季幽寺別調査委員会報告書」で

1指摘され左事項を踏ξ界・・宇宙開発事業甲にやい：て速やかに図体的な対照に？いτ取り、まとめ・

三筆行うよう三三レていζ∵、

　宇宙開発事業団では・・当蘇料学技術庁ρ指示三訂けて｝，平成17年1回忌甲・技術開発能力強

化対策室！室長：副醇長）を設置すうとζちに・∫7年2朋日桝部諮隣員今邑て「十

一術開発課化対策秀章会4（委員景：黒田勲早稲甲木学木問科学部教授！を翠撫し・含後の対策

　∫四声開発事業団の技術球験衛星V［子等対箪特別柔章会の報皆書に重り挙まれた技術開発体制

■こ対する改善策の具体イζ原ザ宇宙開発事業団炉旧きる全二三漂踵（Pうち今回（P対策及び改善策

　に関わるもの牽含む？つ：等で宇宙開発事業団炉採うべき具体的対策につ陸て9調三審謹を依頼

し、7年5月に報告書「技術開発能力の強化のための施策について」を取りまとめている。

　　同報告書は・宇宙開発事業団が「技術者が技術的業務に専念できる時間を確保回るために・

業務の合理化、効率化（契約の迅速化、計画変更等への迅速な対応）を図る必要がある。その

ために、共通管理部門の役割分担の見直し及び共通管理部門と各システム本部間の役割分担の

明確化・連携の改善を行う。また・定型業務の外部委託化と効率化・類似技術に対する要員の

併任による省力化を進め、技術開発能力向上のための要員を確保する」・〈第8章結論一（2）一4）
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一一隔ｿ一一

業務の合理化、効率化）必要があるとしている。「

　宇宙開発事業団では、同報告書に基づき開発体制の強化・充実を図るため、平成7年6月1

印に技術開発能力招くヒ担当を総記部に設置し＼技術開発能力の強化の牟め1ρ檎討を行詰一年

商め蘭の糸謀「既記発能力三山≒関菊報告書」牽8年5月に作劇かる個回書で

は、業務の合理化、効率化の一環として「定型業務の外部委託化／効率化、要員の併記による

省力化を進め、技術開発能力向上のための要員を確保する」’（第12章各輝箪ζ家施状況一7・業

務の合理花、効率花）こととしている。

県四隅業務の合理翻率化方策嘗レ下》平成騨r噸噴で総収
の台部外部委説化▽導爆設備業務等ρ外部柔部化を準準塗うζしでい浄9、

イ酷ネットワーク担当主任開熱員並びiこ増田備浦及び融融縮瞳所

ド（アド中央追跡管制所及び3追跡管制歪め業務

　　　ロケットで打ち上げられた人工衛星については、定常段階では常にその運行と状態を把握し、

　　人工衛星がその目的に応じた軌道、姿勢及び作動状魚を面忘でぎるよちデ地頭からゐ電波で監視・

　　計激醐爾ること秘鄭溺．とのため淳良戯事細でぼ1噛’車論点臆では晶晶

・宙ゼン殉追跡翻鰍追謄唖融和50年度細を繭＆そ1畑（剛9年度
　　設勘、膀清紹和43年度設｛白鍵び沖縄忠直43年度設置）み各追跡管制所とめ商で追跡管制

　　ネットワ＿ク網（追跡管制を依頼しているスウェーデンのキノレチ勘三三給む・・）を形成し

　　入工率星あ這跡智制を行ってきた。中央追跡管制所二ど各追跡管制所（増由1』勝浦友び沖縄）との

　　業務分担ぽ表4」（3＞＿ゑのとおのである∴∵一　　一・　　・三∴㌦　　∫ぞ∵略

　　・なお、ズ売」デシの翻劫追購詣伽ピついそ賦翻ナの勘気希嶋配宇即発事業

・・謇ﾍ鯉鋤翻烏鍛凱1当該勘翻助細混晶応急デジ宇訟社に業務委

　　懸るとと等難しで報含璃月1ぎ臼濤翻旧事細と効土凄ン軸公祉媚で契

　　続繍亡ぞ磯が扇1月h28白痴球翻研究協詠出を面一している6
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表4一（3）一2　　中央追跡管制所と追跡管制所との業務分担（平成8年度まで）

中央追跡管制所（筑波）

（1＞追跡管制ネヅトワーク網の管理

　と運用計画、監視
（2）各追跡管制所から送られてぐる
　衛星テレメトリーデー三等の監視
　と解析・評価
（3＞衛星へ送信するコマンドの計
　画、実行
（4）軌道決定と予報、軌道と姿勢制
　御計画並びに各評価
（5）上記（1＞～（4）の実務に必要なシス

　テムの開発、試験、実験等

追跡管制所（増田、・勝浦及び沖縄）

（増齢勝浦及び沖縄共通）　　　“
（1＞

?蜷ｯの動作状態を知る脚テ醗リ7信
〈2＞

H幽を制御穿るた脚マンド（指令！信号

（3）ﾑ鐵瀞灘に腰な軌道データ（距離及
（4）

�{漏中央騨線の問で必要酢タ9送
’（増田のみ〉

（1＞ロケット打上げ前の入工衛星の電渋試験

（沖縄のみ）

（1）ロケッドの追尾及びテレメトリーの受信

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成した∵

（イ）　追跡管制業務担当組織の改左

　　宇宙開発事業団セは、平成9年度の機構定員め認可友び組織規程の改左に際して、入工衛星の

　追跡智制業務につ恥て、次のような検：討友び組織改正を行っでbる。

　　入工衛星の追跡管制業務については、今後は衛星間通信を用いた宇宙ネットワークシステムを

　活用した追跡管制機能め比重が増加しそくることから、シズテムを合理花、効率化していく必要

　性が生じ℃きたため、これまで増田」勝浦友び沸縄の追跡管制所で担当してきた入土衛星運用機

　能及び地上局門門機能を筑波掌宙センタニペ集約するとととし、そのための施設・設備の改修・

　改善も平成5年度までに終了している。

　　このため、3追跡管制所がこれまで所掌してきた人工衛星へのコマンドの発信及び人工衛星か

　らのテレメトリーデータの受信のための運用業務は、平成5年度から筑波宇宙センターのリモ「

　トコントロールの下に3追跡管制所では電波が通過するのみとなったたあ、増田、勝浦及び沖縄

から人工鯉を追跡管制す応能及び組織を置く必難が少なくなってきており・平成9鞭に

3追跡騨所を簡素’合噛し・追尋需鍵管理’委諜務の指讐督を弾ずるため縦に

　設置した追町ネットワーク技術部の宇宙通信所ぺ改組している・

　　また沖融追跡管制所漸細していた業務に⑳ては備星管制と三品鑑唖に淫し＼これま

　での衛星管制を担当する届済追跡プロジェクト担当主任開発部員と追跡管制を担当する通信ネッ

．トワマク鞘主任醗韻で分掌していう・肺・鯉轡プロ洋クト担当主任醗部員は・

　衛星開発とのより密接な連携ができるように軌道上技術開発システム本部の衛星システム技術部

　に、他の逓信ネットワーク担当主任開発部員及び飛行力学（軌道力学）担当主任開発部員、支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一241二
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情報担当主任開発部員は、追跡ネットワrク技術部に改組している。また、中央追跡管制所の業

務が衛星システム技術部と追跡ネットワーク技術部に分かれたことから中央追跡管制所を廃止し

ている。ただし、平成9年度においては、通信放送技術衛星（COMETS）及び技術試験衛星

VH：型（ETS二VDの打上げについて前年度から継続して準備作業を行ってい左関係から｝衛星

追跡プロジェクト担当主任開発治民は1追跡ネットワーク技術部の所属としている。噛

　なお、平成9年5丹1日現在、豪4一（3）一4の’とおり、追跡ネットワーク技術部たは77人配置

されているが、そのうち人工衛星の追跡管制業務及び宇宙通信所に係る業籾ζ律寵し：ている通信

ネットワーク担当の主任開発部員には15人の職員が配置されている5

（ウ）通信ネットワーク担当主任醗部員ζ寄宙通信所の業絡、

　a　通信ネットワーク担当主任開発部員と宇宙通信所との業務分担

　　　平成9鞭に改繍設された追跡ネットワーク技術部通財ツトワーク三品即発韻の

　　所掌業務と増田・嚇及び沖縄の解髄信所の業謡言1さ・潔一（3）二面とおρ・5鞭

　　誌面・勝浦及び沖綿磁気こやし論理されてい畑人工鰻の動個犬痴るた

　　即テレ測7信謡言・人平輪留煎る脚コマンド（1三二）信号の混信・人工

　　醒嘩決定に螺な騨データ（距離及び距離変化率）の取得等の衛星管制機i能やi）追

　　跡管制細運用・保全陣灘騨理二等喋務のみとなつτおρ・従来の轡聯旺所の業

　　務分担に埠話し・宇宙通信所の崇務田担が大回に減少レて旧る状況がみ15紅う。
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表4一（3）一3　追跡ネットワ砂技術部の6主任開発部員と宇宙通信所との業務分担（平成9年度）

追跡ネットワーク技術，部、（筑波）

主任開発部員の業務分担
　
　
　
　
…
タ
＝

　
　
　
　
ご

　
）
）
）
…
デ
、
・

）
人
人
人
…
マ

人
8
5
4
…
リ

7
（
（
（
｝
ト

q員部発

当
　
…
メ

旦
　
　
…
レ

ユ
ま
　
　
　
　
ロ

外
画
…
テ

山
繭
…
星

開
当
回
外
…
衛

任
担
制
“
搾
…
る

主
外
回
力
…
く

当
鳥
跡
制
…
て

三
無
三
管
…
れ
価
ド
要

ト
制
三
跡
…
ら
評
ン
必

ク
管
星
追
…
送
・
マ
に

三
跡
衛
系
∴
ら
析
コ
務

ジ
追
三
星
…
か
解
る
実

口
年
三
衛
…
所
び
す
の

プ
星
三
軸
…
信
及
信
②

三
冬
技
観
…
通
視
送
～

追
信
四
球
…
宙
監
へ
ω

四
通
基
地
…
宇
の
旧
記

衛
～
－
…
各
等
衛
上

－
　
　
　
　
　
　
　
・
　
－
⊥
　
　
9
血
0
0

　
等
　
験
　
実
　
験
　
試

行
発
ρ
実
開

　
、
の
受
払
計
淑
の
な

2　通信ネットワーク担当主任開発部鼻lG5人）
ロ　　ロ　　ロ　　　　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　　　　ロ　　コ　　ロ　　コ　　の　　ロ　　　　　ロ　　　　　コ　　ロ　　ロ　　　　　の　　ロ　　ロ　　　　　コ　　ロ　　コ　　コ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　サ　　サ　　の　　コ　　サ　　ロ　　コ　　コ　　コ　　コ　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　の　　ロ　　コ　　　　　コ　　の　　の　　の　　　　　ロ　　ロ　　コ　　コ　　コ　　コ　　ロ　　　　　ロ　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　　　　ロ　　の　　の　　サ　　サ

（1）追跡管制ネットワ」ク網の管理と運用計画、一監視
（2）衛星の動作状態を知るためのテレメトリーデータめ受信、’
　衛星を制御するためのコマンド（指令）一信号の送信、衛星の

騨雑に必勲蝉デナ（聞及び躍変化率）の取僻

（3）地上局運用機i能（追跡管制網の運用、保全等）
（4）上記（1）～（3）の実務に必要なシステムの開発試験・実験等

3．飛行力学（軌道力学）担当主任開発部員（12人）

（1＞軌道決定と予報、軌道及び姿勢制御計画並びに各評価
（2）軌道・姿勢の制御・決定・評価等
（3）上記（1）～（2＞の実務に必要なシステムの開発、試験、実験等

4
・
ユ
9
自
3

支援情報担当主任開発部員（8人）

宇宙地上間のデごタ伝送処理システムの開発・整備
衛星管制システムてコア部分）の開発・整備
上記（1）～（2）の実務に必要なシステムの試験、評価等

宇宙通信所（増田、刀券浦、

及び沖縄）の業務分担

（1）地上局運用機能のた
　めの施設の維持管理機能
（増田のみ）

（1＞ロケット打上げ前の人
＾工衛星の電子試験
（（沖縄のみP）ロケツ〉トの追尾及びテ

　レメトリ「7の受信・

：（注≧宇宙開発事業団ρ資粒に、奉づき当庁が作成レ準。・

⑩．琿信ネツ・トワニク担当主任開発部員

’肺ネツ・トフラ搭載（1日追賭制部）の繊の醜ン，

　　　宇宙開発事業団では琳の騨山勢ステムの運用物干傾繍かr追跡管佑僕務

覗直し師い謎嚇め・平成5手度から人工鰹び断局運脚騨波宇宙セ

　　ンターへの集中化を綿⑱・脚こ伴う機轍正を9鞭に行い・三四唖所を宇宙

　　、通信所とし℃再編するとともに・『従来・狸；立レてい1ヒ導町管制部を摩止し｝三四上撞術開発

　　シろテム豊浦の追跡ネツ．ト7已ク揮術部として再綿し：τし≦そ『回．

　　　また・それまで中央追跡管制所として筑波宇宙センターにあっ為組織も・本社で追跡管制

　　に係る総合システム等の醗に従事レτ1嘩主年端音唄や鞍宇声十六「姻タの人工

　　三三の璋三管削に係るシステ4（P開発や運用デマタの高高・、警翠に従事し：て単三主任開発部

　．．員孕餌た聯髄御・脚聯耳に願主礪発緯は願昂獅確髄センターに

　　集中する等大幅な合理化・見直しを行っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一243一
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　平成9年度における追跡管制組織の再編の状況は表4一（3）一4のとおりである。このうち、

旧追跡管制所が所掌していた人工衛星の追跡管制こ係るテレメトリーデータの受信・ヌマン

ドの発信等の業務に係る業務は・計再線（平成7年度）μ）所掌ゆら三三ネ．ットワーク担当の

主任開発部員（平成8年度）の所掌へと再編してい為。また1衛皐運用に係る業務は3主任

1纏∵罷職鷲1）饗した3騨脚ト担当主

表4十（3）一4 平成9年度の追跡管制組織の再編め橿要

平一成β、年度

追跡管制部で8．9〕1二部長ql・次長q）

管理課（4）
主任開発部員・（6）

囎欝合灘盤写糊
主任開発部員（9）
（衛星力ジェクトに係る追跡管剣シ3デム開発

　整備）

平成9．年度

主任開発部員（5）
　（衛星プロジェ外に係る追跡管制システム開発

　整備）
主任開発部員（51

簾螺解運四諦運
『’

蜚C開発斬首（7）　 @　　「『L、一
　（衛星に係る追跡管制プロジェクト取りまと

　め）
中央追跡管制所（43）一所長q）
　計画課（7）
　主任開発部員（19）

雛繍誓言銑鉄凱・・
．（追跡管制ソ升ウェア）．

・増田追跡管制所（3ジ

・算二四1綴8㌃

、軌道上子備開発シヌテム本四：・　　・　i

L追跡ネットワーク技術部〔77！＝蔀長11）・i
　　　　　　　　　　　　　　　　　、本

暴ット儲蜜ω次則i＼社
　主任開発部員（6）’　　　　”’i，在
　　（追跡管制業務取りまとめ、．追跡管制i

∵’醗∵み1⊥L詞」i∴

主任開発部員（ゴ5・）

』次長（1）

管理担当（4＞

　（通信ネットワーク開発・運用）

．主任開発部員♂（8）“
　（支援情報システム開発・運弔》

糊難射晦冥鹸の・
　飛行力学・軌道力学技術研究）
主任開発部員（8）
噸幽幽翻プ。ジ。クト）・

主任開発部員（5）、、
　て基盤技術開発衛星系’

圭早発羅轍ロ繊
麟襯灘喬ブ。ジ。グトプ

増田宇宙通信所（3．）

勝浦宇宙通信所（3）－
三三宇宙通信所（3）一．一、㌧宇

笥
波
．
増
田
．
勝
浦
．
沖
縄
在
勤

…
，
，
踏
．
，
尋
…
「
，
．
月
…
ズ
顧
測
戯
列
N
捌
判

　
　
　
　
㌃
の
究
衛
星
追
跡
・
　
一
　
》

（注） ﾚ宙購難甲睾灘髭齢欝替鯵綾1即詰嘘員である．

i通倍ネシトウニグ担当主任薩彪蔀貴¢）業務：し売ヒ
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確実に実施するため追跡管制業務の中枢機関としての業務を所掌してわり、具体的には、通

信ネットワークの将来構想に係る検討等開発要奉のある業務の他・定型化が可能で外部委託

可能な追跡管制ネット・ワークの運用業務を担当セている9

i）追跡管制ネットワークの運用業務

　　各宇宙通信所の運用計画の立案及び管理牽行うどともにて追跡ネットワ「ク網で各宇宙

　通信所の設備等を筑波から遠隔操作している。

　　また、各宇宙通信所、関係機関～海外機関と追跡管制棟（筑波の追跡管制棟）との間に

　結ばれた通信回線の集中管理を所掌しているP．

iD通信ネットワ｝ク担当主任開発部員の構成及び構成員の業務

　　通信ネットワ「ク担当の主任開発部員は㌧15人の職員で構成されているが・・その内訳は・

　主任開発部員のほか、副主任開発部員4人、専門職（課長代理クラス）2人、開発部員3

　人、主査1人及び係員4人となっており、その構成は表4一（3＞一5のとおりである。

表4一（3）一5　　通信ネットウーク担当の主任開発部員の構成

（通信ネットワーク担当）

主任開発部員 　副主任開発部員
　（4人）
専門職

　（2人）

開発部員
（3人）

主査
　（1人）

係員
（4人）

（注）1　事業団の資料に基づき当庁が作成した。
　　2（）書きは、平成9年5月1日の現在員である。

　また、こ紅らの職員の職制ごとの主な業務内容！ま、表4一（3＞一6のとおり、開発要素の

ある業務にも従事しているものの・それ以外9闘三二務の委託矯脚難業務

や通信ネットワーク担当の主任開発部員に係る役務業務の指導監督業務等への従事割合が

20パニセントを占める者がいるなど、外部委託に馴染むと考えられる業務がみられる。

　このことにつ吟て、宇宙開発事業由では「通信ネットワーク担当の主任開発部員の業務

のうち定常運用に係る業務は、既に役務請負の形でJ社に外部委託している。現在、通信

ネ》トワーク技術担当の二野肉発部員が所掌する業務のうち開発要素を有する業務以外の

業務及び追跡管制累ットウーグめ統括業務（表4＝（3）一6め「追跡管制業務のうち、発注

．監督業務」及び「その他の業務」1にっしざても定型1含を図り、外部委託するととカミ可能

である。これらの業務を外部委託した場合、受託業者が受託業務を遂行中に何らかの事故
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L又は不具合が発生した時に、宇宙開発事業団の所有す：る人工衛星は数百億円ζ高額であり・

また中には外国のミッション機器を搭載することもあるため、責任（損害賠償）Lを民間の

一業者では負えない面はあるものの、それらめ業務を遂行できる能力を有する業者も育成

されてきている。」としている。

また、主任開発部員を除く副主任開発部員（4人）、’専門職（2人）γ開発部員（3

人）、主査（1人）、係員・（4人）の合計14人の業務従事割合を調査したどころ・副主任

開発部員及び開発部員の合計7人はデ開発業務ぺめ従事割合が約75僧80パーセントとなっ

ているものの、副主任開発部員及び開発部員の業務のうち約20パーセントは定型化できる

業務であり、そめ他の職員も定型化セきる業務ぺめ従事割合は約20パーセントとなってい

るなど、外部委託になじむ業務た従事している状況もみられる。

簿麟

鈴

表4一（3）一6・通信ネットワーク担当の主任開発部員の職制ごとの業務内容

追跡管制業務のうち、発 開発業務 その他の業務
注・監督業務

副主任開発部員 ・追跡管制所追跡管制業務
ト・

ｫ来運用構想の検討 ・地上ネットワーク業
6人 委託の監督等、・中央追跡管制所ネットワ

・・

^用コスト削減と品，　質の検討

務の取りまとめ

一ク運用役務の監督等 ・COMETS／ETS－W追跡
・キルナ局追跡管制運用業 管制隊業務

　憎憎委託の監督等09．・o■一・・一一匿■■曹9■■．．噛一胃。●o一圏曽，幽幽．騨｝哺，騨騨層騨層層鴨●■，9

8．ロ・一層雪．ロ・．．一・一ロ99・．．・層，響，

焔ﾆ務従事割合 20．パーセン・ト

■　　9　　9　　．　　■　　9　　，　　．　　．　　一　　■　　一　　吟　　噂　　畠　　ρ　　o　　嚇　　陶

@　　75パーセント
り　印　｝　9　一　一　〇　〇　串　騨　r　層　，　9　■　9　9　齢　吟　●　●　雪　■　一　響曾　曾　●　●　■　｝　o　層　騨　，　卿

@　一5パーセント

専門職 ・追跡管制所追跡管制業務・ ・衛星／地上システム ・無線局管理業務
2人 委託の監督等 適合性確認手段の検

・中央追跡管制所ネットワ 討ヒ

一ク運用役務の監督等 ・適合性試験調整実施
・』

Lルナ局追跡管制運用業i ・周波数管理・対策
務委託の監督等 ・ETS－W追跡管制隊業

r

務取りまとめ
・COMETS追跡管制隊業
務F

r’”‘一∵’一”曹”．一”噛．” o・噛・o一薗一一〇9・一一〇●，．一一騨辱辱，P一●層，曽用騨一■騨層響一層■層層■■一●■■ 一・・一一・一・・一 D一一・・一・一・一… @一・・・・・…　一・。∴一・・
＿1Q、＿＿」．∴．一一1＿＿＿＿＿＿i

業
務
従
事
割
合
● 20パーセント 70パーセント 10パ」セント

．開発部員 ・追跡管制所追跡管制業務 ．・ ｫ来運用構想め検討 6追跡管制所設備維持
4人 委託の監督等’ ・プロジェクト対応ネ 管理

・中央追跡管制所ネットワ ットワ「ク設備整備
一ク運用役務の監督等 ・COMETS／ETS－W追跡
・キルナ局追跡管制運用業 管制隊業務
務査委託の監督等

冨．・■．．唇9．ロ・・．冒一一9．．．．一一一・■

焔
ﾆ
務
従
事
割
合
：

．■■■一一冒■一■・■■o．．餉凹．陶．唄幽雫鰯甲■哺層脚曜騨・●騨響一ロロ，，■層一一■響9

@　　　　10パーセント
■ロー一9．口■999■凹圃幽．晒。哺層噂．霜口噛■口9一鳳一一一■■二曹一一〇

@　　＄oパーセンド
■　　一　　一　　一　　■　　幽　　．　　．　　幽　　．　　圏　　，　　・　　層　　・　　薗　　，　　9　　一　　．　　．　　9　　■　　昌　　一　　一　　昌　　o　　幽　　■　　■　　噴　　，　　●　　層　　響　　響　　層　　一　　ロ

@　　10パーセント

主　査 ・追跡管制所追跡管制業務 ・プロジ土クト対応ネ． ．・ ﾇ跡管制所設備維持
1人 委託の監督等・ ットワ「ク設備整備、 管理

・中央追跡管制所ネットワ ・COMETS／ETSr，　V旺追跡

一ク運用役務の監督等 管制隊業務のとりま9
とめ

■一，，ロ層層．層・9一ロロ，一・ロ．ロー層99♂c 999．9999．一一■■■．．o吻吻圏．噂”辱嘘■噂吻響。，oロロ●曜口層層●，■，9■雪●● 一・冒冒■一一．■一一一■■9一・．圃．o吻．齢，・刷．層響層，■，■響－，巳■
●　　一　　ロ　　o　　．　　■　　●　　層　　，　　「　　●　　・　　，　　ロ　　9　　9　　一　　．　　巳　　9　　層　　層　　9　　■　　■　　■　　一　　．　　o　　．　　9　　■　　凹　　凹　　o　　■　　o　　噸　　●　　響

i
業
務
従
事
割
合
： 20パーセント 一70パーセン・ト ユbパーセント

係　員 ，・ Lルナ局追跡管制運用業 ・海外機関とのデ即タ
4人 蝉茸委託の監督等、 。伝送インターフ土イ

甲「國

スシステムの開発
・通信回線の調達

兜
・COMETS／ETS」W追跡
管制隊業務
・海外宇宙機関との運
用協力調整業務η

r囎’頓”吻囎“．一●’ロ”需”層’層9’9
一，■一・。。。一⇔。曹一讐，。卿。・，尊．r・噌曜駒．7●。，・騨冒囎ロ・●曹・雪響ロ・㌧。■

。・一－●冒層層層雪冒－9■．■一一・一■一9。 ﾌ昌一■・一一■一一一一．■■■ 一一」・一一一・一・・…　∵一・。。。・…　。。・…　一一一一・
i
業
務
従
事
割
合
■ 2・0パ「セント、 8ひパ身セント

・
：
i

I
！

彗
1
’

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当用が作成した。

嶺・通信ネッ：トワ「ク担当主任開発部員の業務の外部委託の実施状況
監

通信ネットワーク担当主任開発部員の業務の二部は、役務委託の形態で、平成元年以降、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロハ　ぐ　ドJ社に外部委託されている。J社では、　「現在、事業団から追跡管制技術役務に係る受託契

約により、運用準備作業1実運用業務、運用付帯業務等の業務を実施している。’これらの業
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　務についての知識ノウハウは、これまでの長期に渡る役務請負の間に十分蓄積している。ま

た、酷累ットワーク担当主在醗部員で所掌している圃騨ネットワークの業薇び衛

星管制業務についても＋分野ノウハウ旙釈してきている叫としている・、

翻ツトワニ騨主任騨購の外部醐獅4＋7のとおりで
　ある。

表4一（3）一7通信ネットザ殖当主任開発部員の業務の外部委託の状況

契約 業・務　　委　　託＼先
当該契約文は業務瓦の従事社員数 業務

ﾀ施
業務委託・業務
ｿ負等の言及び

旧名

　　　及　　び

ﾏ託業一三．の内容 平成5 平成6ド 平成7二 平成8 場所
委託開始年度

業務委託先：’

@　J　社
ﾆ務内容5：

人 人 入 一　人 業務委託・業務
ｿ負等の別：
@　　役務請負

追跡冒

ﾇ

（1）運用準備作業
@　実運用業務（2）

@（運用勤務交替に係る作

役務請負開始年
@　平成6年度度：

制『

鼾汲｢

p
役
務

一　業、ネヅトフ已ク管制
@ゴ設備等め運凧、衛冷痛
@　制設備等の運用、1月　　誌、記録簿等の記載、…

@　取得デーダの管理一丁

@　常事態の対処

67 78＝’・ q8、4、

@　｝

、64：

筑波

F宙
Zン
^ー

～
（ただし、昭和

T1ん58年度まで
i社の母体会社
ﾌN社が役務請
奄ﾆして担当）

（3）運用付帯業務・
（運用手順書》運転報告

7　 曹　一書の作成、爾運用イン：タ
，－帆

一

・一フェイスの整程，運 し1

凋管制デ繧民話ス変，更作業、運用関連文書

’

及びデ」タ等の整理俣
ﾇ）’

甲一閉

o

通｝信ネヅト㌔ワーク担当…
蜚C開発部員φ定員回現員1

口　　1　口

i1貝・

定i現一定i一一　　　　軍口・：　　　　　　口　　　　貝：貝’、 定i現・口㌦・二口’貝・i‘貝 定i三口　　：　口貝：貝、

ヤリ胃

@　　｝

①
　
②

　　　　　　　　　　　rl

£

人i人

v7i20

人i人
P
7
i
2
0
　
0

人i人

@脚P7i18

@鯵

人
i
人
・
　
■
1
7
i
l
＆
　
，

　　拉通信ネットワご〃担当主任開発蔀貴の業務のうち1判型化できる業務を外部委託した場合

　　　　・の委諦1果∵：1桟阻・：㌻狙，　　調、∴．　　　　　…．、．

　　　一聯興業騨・岬在畔、纏う聯ツト㌃騨羊年騨区早ρ業務のう

べ、ちと雌欝で韓でき聯ζ現韓弩r三下外芦騨とで畔務も⑳外部委託化・
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即l
　
i

騨1

することができるため、現在の通信ネットワーク担当の主任開発部員め業務量が相当程度軽

減できる。∫としているσ

℃　・増田宇宙通信所の業務

　・増田宇宙通信所の業務は・追跡等の実施及び人工衛星からのデータρ取得・これちに付帯す

　る試験及び調査並びに宇宙通信所の施設、・設備及び器材の保全等を所掌すること同（組織規程第

・83条の10）とされており1増田宇宙通信所め組織として運用管理課《組織規程第83条の11）を

　置いている。運用管理課では、i）人工衛星の追跡ネットワーク管制の実施》．五）・人工衛星か

　らのデータの取得、血）増田宇宙通信所の施設及び器材の保全、iv＞i）から並）に掲げる業

　務に付帯する試験及び調査、v）r設備め主事の施工及び監督の支援等（組織規程第83条の12）

　となうている。

　　平成9年度における増田宇宙通信所の各担当者の業務担当は、具体的には表4一（3＞一8のと

　おり≧なつそいる。　　　　　　‘・　∴・・▽　　　‘1レ

　　　表41：一（3）一8　　増田亨宙逓信所ρ配置者φ業務担当状況（平成9年度）

　　事項

謨ｪ
追跡管制業務めうち、一

ｭ注∴監督業務’．
1本来業務名 その他の業務「

所ジ長 ・追跡管制業務管理
巨?ﾇ検査事前説萌・無線局検査・無線局従事者日誌検

ｸ

r所内取りまとめ業務・・所内安全委員会取りまとrめ～・所内計画取りまと業務

・広報業務

_・

n
元
対
策
・
追
跡
管
制
隊
・
泊
営
消
防
隊
長
・
打
上
げ
隊

課．・長 ・追跡管制業務管珊．応無線局検査事前説明・

E無線局検査
P無線局従事者日誌検
ｸ・調達業務《追跡管

ｧ）検査員

@　　　　　　　…　　　　　P

・諌業務取りξとめ業務『
E調達業務（管理系）検査・物品供用責任者業務

A∫安全委員会委員業務♂設備・・施設不具合処理関

逖A業務、　．．．

謔煙v測器精度管理担当者業：

@務
ｸ報担当者業務

・広報業務・地元対策・筑波一3局調整業務・追跡管制隊取りまと

@め
H勤務時間管理責任者
C・ ｶ書取扱責任者・
E共済会事務∵打上げ隊

諌長代理

@　‡　　　．　げ

､・

@　　昏一

〒埠跡管制業務管理ζ？無線局検査一

H調達業務（追跡管制　監督員）

|　Φ　　　弓

@　　　　　　　　　㌧　’
@　　　　　～　ヤ　　占　辱

．？予算及び業務計画管理業

@務・」
齊窓熨O途約代理業務・・調達関連業務

?ｲ達三三（管理系）監督
@員業務；安全委員会委員業務

?ｨ恨使用責任者業務

・広報業務取りまとめ・地元対策・追跡管制隊・図書管理・被服管理・環境整備管理・勤務時間管理員▼

E文書整理責任者・打上げ隊．

（注）宇宙開発事業団の資料1ビ基づき当庁が作成した。
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d　勝浦及び沖縄宇宙通信所の業務

　　勝浦及び沖縄宇宙通信所の業務は、追跡管制ネットワーク管制の実施及び人工衛星からのデ

　ータの取得、これらに付帯する試験及び調査並びに所の施設、設備及び器材の保全等を所掌す

　ること（組織三訂第83条の13及び同条の16）とされており、勝浦及び沖縄宇宙通信所の組織と

　して運用管理課が設置（組織規程第83条の14及び：同条の17）されており・運用管理課の業務は

　増田宇宙通信所と同一の所掌業務（組織規程第33条の15及び同条の18）となっている。

　　平成9年度における勝浦及び沖縄宇宙通信所の各担当者の業務担当状況は、・表4一（3）一9の

　とおりとなっている。

表4一（3）一9　　勝・浦及び沖縄宇宙通信所の配置者の業務担当状況（平成9年度）．

事項 追跡管制業務のうち、 本　来　業　務　名 ．・ ｻの他の業務

区分 発注・監督業務

所　　長 ・追跡管制業務管理 ・所内取りまとめ業務 ・広報業務

・無線局検査事前説明 ・契約担当約業務 ・地元対策

・無線局検査 ・不動産取扱責任者業務 ・追跡管制隊

・所内安全委員会取りまとめ業務 ・自営消防隊長

・宿舎管理責任者業務

．・ d機工作物総括管理業務，
・所内計画取めまとめ業務

課　　長
・追跡管制業務管理・無線局検査事前説明 ・課業務取りまとめ業務・F資金前渡役業務 ・広報業務蝉茸対策

b無線局検査 ・喫約担当役代理業務 ・コスト低減化作業

・無線局従事者日誌検

ｸピ

・契約業務（管理系）検査員業務・防火管理者業務 ・筑波一3局調整業務
E追跡管制弓取りまと

・契約業務（追跡管 ・物品供用責任者業務 め

制）一監督員 『・図書管理委員業務 ？勤務時間管理責任者

・精度管理担当者業務 ・文書取扱責任者

・周波数担当者業務・ ・安全運転管理者業務

・安全委員業務
・・ ﾝ備、施設不具合管理担当者業務
・電機工作物連絡責任者業務

係　　長 　　　　　　　　　Pw・追跡管制業務管理 ・資金前渡役代理業務 ・広報業務
（沖縄〉　　　戸

狽ﾍ

・無線局検査二喫約業務（追跡管
r予算、，業務計画及び資金管理業務・会計、経理及び契約業務、監督員 1地元対策，

E追跡管制隊

係’員
i勝浦）

制》監督員、 業務．・不動産・（施設、設備、敷地～宿 ・図書管理・

E共済会業務
舎）の維持管理業管理業務 ・被服管理

・・ {設の不具合処理業務 ？環境整備管理及び維

・物品調達業務 持管理業務

・業務用車両維持管理業務・安全委 ・勤務時間管理員

員会委員業務 ・文書整理責任者

・警備管理業務
・給与、旅費支払い業務業務

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき当庁が作成し：た◎、
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e　増田、勝浦及び沖縄宇宙通信所業務の実施状況・

　　3宇宙通信所での業務の具体的内容について、事業団では、　「いずれの業務も重要な業務で

　あるが、現在、最も力を入れている業務は、’地元対策及び広報業務である。人工衛星の追跡管

制業務は、業務委託先の企業が十分な能力を蓄積してきており、緊急の場合でも、基礎的な対

応は可能である・宇宙開発に伴い宇宙通信所を現地に置いておく言誤性について・地元の協力

　を得るための広報業務に今後とも重点を注いでいきたい」と説明している。“

　　　　（エ）　宇宙通信所における業務従事職員数の推移

　　　　　　増田、勝浦及び沖縄の3宇宙通信所における平成5年康から9年度の業務従事職員数の推移は、

　　　　　表4「（3）一10のとおり・3宇宙通信所とも平成5年度の9木が9年度には3木（33・3パーセント）

醗瀞　　　　と減少してきているもの9・9年度に実施され準業務の簡素合理化に基づく組織の整理合理化が

1　必ずしも＋分図られていない状況｝こある．

三三

．表4一（3）一10　増田、勝浦及び沖縄宇宙通信所配置職員数の推移（平成5～9年度）

　　　事項

N㌦
x＼区分

・　　増　　田璽騨霜一P尊・一噛圏’⇔響∵輔鱒晦　噸吻日日・．。．．．幽■叫

�狽猿w数（H5年
@人i度＝100＞％

　　勝　　二等
f唖薗叫．。’一昌曹．” D一9’．’‘一軸’”一’一一．．’9’曽’

�モ猿w数価年　人i度＝100＞『％

　　沖　　縄……」∴一…∵・…・一・…………・一…

�狽猿w数’（H5年

@人i度＝100）％

言成

T
：定　員現在員

11i柵8 18i｝ll：8、 「li　188：8

6 ’定　員

ｻ在員

・・ilOα07i　　77、8

11i2柵∴ 11i’lll：1

一7 定　員

ｻ在員

’1．のi’100．0甲

@5i　　55．6’ノ
1σi’100』
堰fi　7τ8

10i『10α07i　　77．8

8一 定屓
ｻ在員

属i・’；1：1隔 ∫；1；lllご
・7i　7α03i　　33．3

9 定　員

ｻ在員
含ill：1 書ill：1 書ill：1

（注）1　宇宙開発事業団の資料に基づき当庁ぷ作成したざ

　　2　定：員は年摩末・現在員嬬毎年71月1目i現在・．！平成9年摩は5月，1，日現在）

　　　である。

　宇宙肉発事業団が、平成元年度以降、’増田ぐ勝滴及び沖縄の追跡管制所の業務を外部委託して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳，
いる状況は表4一（3）一11（わとおりである。

　なお、定常段階たおける入工衛星の追跡皆制業務は、iプ人工徳星の軌道位置の決定薯た係る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一25！一



、

ステーションキーピングと、i）人工衛星搭載機器が適切に動作するよう電源状態・温度などを

正常に保つハウスキーピングとに区分できるが、J社ではジ昭和59年以降の役務請負や平成元年

度以降の業務委託等の経験でハウスキーピング技術は既に習得しており・ステーションキーピン

グ技術についてもi年～2年の準備期闘で習得できるとしている・

　このことから、宇宙通信所め職員は外部委託し左業務に係る監督業務に従事している実態にあ

り、追跡管制業務に伴う緊急時の対応業務や施設の維持管理業務は、受託会社によっても可能と

なっている。

表4一③一II 追跡管制業務の外部委託の状況

契約 業務委託先及び委託業務の 当該契約又は業務への従事社員数 業務 ・業務委託・業務
ｿ負等の別及び等名． 内容

平成ら 平成6 1平成7 平成8F

実施一

齊O二 委託開始年度

業務委託先： 人’ 入 人　 人 業務委託・・業務

J’社 請負等の別：

業務内容： r業務委託

追
跡
、
管

《D運用準備作業、
i2）実運用業務、
@i運用交替に係る作i業 増田

委託開始年度：

@平成元年度～
制 ’五管制設備等の運用

，．

^
　
用
・
：
業

血白黒記録簿等の認可
Div取得データの菅理∵v異常事態への対処

57 一　58、 57 61 勝浦

ｫ縄

（ただレ、昭和
D50～59年度まで

齣ﾌ会社のN
務　曳 ．（3）運用付帯業務

@i運用関連書類の整理

社、昭和59～63一年度はJ社が役

五取得データの分析統計．

Rデ「タベース、計算機
ヒ“’

p

一

務請負として実
A、施），

ソフトウェアめ維持管
♂

理 曽P

比・，　率 ，100．r i101．8 、・ P00．0 ・107．0
し

巳

　　鴨Jr蝦鞭灘耀無繍欄膨年度の7四脚業務欄

　　　　　　罪冠滋1腔丁畳詰’＼
（オジ宇宙科学研究所たおける埠跨膏御業務マ）菊当惑祝ン，

　　宇齢学繍では｛』内乏浦あ離島軸空論漸とおける勘騨聯についでは・人工

　衛星の製造メーカーであるO社、P社及びQ社の3社に全面業務委託している，・

　　瑚騨レ篤磯醗及聯担崇榔覗脚騨琳：予嘩卿・コ
　マンド電波の発信v衛星データの受信・復調・記母携琴ρ木．く吊杢斗維で「南亨新馬λン1「あけぼ

腿び∫タ鱒ゆ3人工鱗㌍凱軌輿は＼受銑鱒堺鯉騨撒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一252一

「
禰
爵

㈱1

原へのデータ伝送等を3人（各1人が「あすか」、「あけぼの」及び「ようこう」の3人工衛星

を担当）、童）Q社は、追尾用アンテナめ角度設定∴角度データの入力作業等を3人（各1人が

「あすか」、　「あけぼの」及び「ようこう」の3人工衛星を担当）で、それぞれ担当している。

　なお、O社では、上記のほか、宇宙科学研究所本所（相模原）において姿勢決定、軌道データ

取得、ミッション運用等を担当するため3人（3交代で勤務）の職員を派遣している。宇宙科学

研究所における追跡管制業務に係る委託先企業の業務従事状況は、表4’一（3）二r2のとおりである。

＾表4一（31』12 追跡管制業務の委託業務に係る委託先企業の業務従事状況

喫約 業　務r 委託業務の内容 派遣職 業務場所 備　　　考
職名 委託先 員数

O　社 1予定軌道の入力 6　人 鹿児島宇宙 派遣職員数の内訳
科 2コマンド電波の発射 空間観測所 2人×3

3地上設備のセットアップ 〈内之浦） ，ただし、3は人工
学 4人‡衛皐デゾタ1受信ぐ復調及び

ード　竃－　r闇」田　　、

衛星数一あすか、あけ

・　～’『ト

，記録 ぼの、ようこう

衛
15軌道デ汐取得及び伝送　　　　　　　　、噛【

ド甲P

人工衛星観測可能な
6上記に関連して発生する諸作業 時間．：8時間／日
…

星．
．∵　　、’

P、’ ﾐド 1受信デー・汐φ画像処理三野析’． 3’ l、 阿P・　ぜ上． 派遣職員数の内訳
追 、2相模原ぺのデ溜息伝送

R上記に関連して発生する諸作業
　　！ 詮ご㌔ま人工

跡 一衛部数トみすか、あけ
‘　卍　F ．ぼのレようこう：．

等、 人工衛星観測可能な
時間∴8時間／日

’了ズ

の’
二

Q　社 1追尾用アンテナの角度設定 マ3』人F 同”上㌧ 派遣職員数の内訳
た 2デ「タの入力作業＿ 1人×3『

3上記に関連して発生する諸作i業、 ただし、3は人工
め

r－P
衛塁数一あすか、あけ

ノ． ．甑ようこう

の ’人工衛星観測可能な

、

時間：8時間／日
……圭

面目
艶　　、

O　社
　㌃
P姿勢決定 3臥人

　　　　L　　：　、
F宙科学研

負 （参考 2軌道データ取得　　　． 詮＝．． 究所∴ 派遣職員数の内訳

作

） 3ミツシ旦ン運用∴4事業凹め追跡業務た基づぐ処理
・｝、＼♪

＝剛率原）1 ユ人＊3r1ただレ、3交代制

5結果の受信
【　と

で24時間勤務．
業－ 5取得デごダめ解析処卑〕．

7上記に関連して発生する諸作業” ｝　r　L　　　P

（注）1　宇宙科学研究所の資料に基づき当庁が作成した。
　　．2　宇宙科学研究所と人工衛星製造メ7カ「と，の契細ま2か月間の吏新で実施されてい
　　　る。当該契約は、平成8年4人ン9月の…6か月（2か月×3）め契約に基づくものであ

　　　る聴廠1扇6郎船脚、δ崩ス義飢が1卿舳ち上げる
　　　　1「はるか」の事前地上実験のための契約に従事するため、14人と：なっているぜその他

　　　の業務実施体制は8年4月～9月と同じである。
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…
“
一

　
　
　
乏
　
　
■
　
、
己
「
と
　
　
　
i
　
i
「
弦
P
‘
　
　
「
癖

　
　
　
　
　
　
1
　
＝
自
　
ユ
二
一
…
1
　
、
　
馬

　
　
　
　
　
　
　
、
タ
、
｝
　
毛
印
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
，
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卍
髪
」
一
4
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
5
　
1
－
1
圏

一

　宇宙科学研究所では、塵児島宇宙空間観測所設置当初から、このような形で人工衛星製造メー

カーに対する外部委託で追跡管制業務を実施している。

ウ　種子島宇宙セシタ｝

（ア）　種子島宇宙センターの業務

　　　種子島宇宙センターは、昭和44年10月の宇宙開発事業団設置と同時に、鹿児島県南種子町に設

　　置された出先事業所で、射場における人工衛星及びロケットの打上げに至るまでの各種の点検整

　　備、組立式の発射前整備作業、打上げの秒読み作業、打上げ後の追尾等の業務を所掌している。

　　　種子島宇宙センターの所掌業務及び組織は、表4一（3）r13のとおり、組織規程第66条及び第67

　　条に定められている。

表4一（3）一LI3 種子島宇宙センターの所掌業務及び組織

麟瞬

所　　掌　　業　　務 （組織規程第66条）

　宇宙輸送システム本部種子島宇宙センターは、『次の業務を行う。
（1）宇宙輸送システム本部種子島宇宙センター友び軌道上技術開発シ

　ステム本部追跡ネットワーク技術部増田宇宙通信所（以下、　「種子・

　島事業所」という。）に属する施設及び設備を用いて行うPケヅト
　の開発並びにこれに付帯する研究及び試験に関すること。
（2）種子島事業所に属する宇宙輸送シ不テム固有の施設及び設備の改

　修に係る開発に関すること。
③　宇宙輸送システム固有の射場系施設及び設備の整備運用技術の開
　発に関すること（海外ダウンレンジ局のみに係るものを除く）・
（4）ｷ言響3号に付帯す1る讐命送システ吟の運用に即功に関

（5）種子島事業所の建設に係る工事の施行及び監督並びに現地におい
　て設計、’積算及び設計変更に関するとと。

（6）種子島事業所の施設、設備及び器材の保全及び運用に関すること
　（軌道上技術開発システム本部追跡ネットワーク技術部増田宇宙通

　信所の所掌に属することを除く）。
（7）射場の安全管理に関すること。

（8）前3号に掲げる技術的調査に関すること。
（9＞打上げ等の実施等に関すること。
㈹　前各号に掲げる業務に付帯する試験及び調査に関するζと・
q1）軌道上技術開発シズテム本部追跡支援ネットワーク技術部増田宇

　宙通信所に対する管理業務の支援に関すること』

組織（組織規程第67条）

　宇宙輸送システム本部
種子島宇宙センターに次

の課を置く。

管理課
会計課
射場安全課
技術課
発射管二二
射場管制課

鈴

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき三三炉作回した。

（イ）宇醗事業団では・無職（批運膵平成7年離で回忌唖部）で所掌し

てい ?ﾌ残表弓一（弓即のζおり・．排醐聯締綱セγターで処理するこ

　とが効率的合理的なi）人工衛星及びロケットの全段組立肇備作業カウ≧トダウンの手引書や

一254一

打上げスケジュールの作成・改定・進行業務等（射点系業務。平成6年度から）、．鋤射場にお

牒務の手順郡ケジゴツレの作成・『鱒（射場系矯7鞭及僻度四三三

階的に種子島宇宙センターに移管している。宇宙開発事業団では、弓種子島宇宙センタ胃全体の業

務早力物しできておりに御三業務に対騒琴早の手当も踏まえるこζを考慮する様

務の外部委託の効果は現れていると説明している。
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表4一（3＞一14　　本社から種子島宇宙センターへ移管された射点系及び射場系業務

年　度

種子島宇宙センターが

梶@　掌　す　　る
ﾋ　点　系　業　務

本社からの新たな
ﾚ　［管　　業、務

種子島宇宙センターが

梶@　掌　す　　る
ﾋ・場　系　業務

本社からの新たな

ﾚじ管鎖業．務

平成5 ・射点系設備の保全
ﾖ連業務 新たな移管業務は特

・射場系設備の保全、L　関連業務

新たな移管業務は特

・打上げ関連業務 になし ・・ ﾅ上げ関連業務 ・になし、
（本社支援業務） （本社支援業務）

・高圧ガス・火薬類等 ・無線局運用業務

法定保安管理業務

6 ・射目系設備の保全

ﾖ連業務

・射点系設備運用業

ｱ
・射場系設備の保全

ﾖ連業務 新たな移管業務は特

・打上げ関連業務 ・打上げ関連業務 になし

（本社支援業務） （本社支援業務）

・高圧ガス・火薬類等 ・無線局運用業務

法定保安管理業務

7 ・射点系設備の保全
ﾖ連業務・打上げ関連業務

@（本社支援業務）・高圧ガス・火薬類等

・TR－IAロケッ
gの主体的打上げ
i人工衛星・ロケッ
g全段組立作業、

Jウントダウンの

・射場系設備の保全
ﾖ連業務・打上げ関連業務

@（本社支援業務）

@・無線局運用業務

・射場系設備改修更
V開発業務・TR－IAロケッ

gの主体的打上げ・無線局管理業務

法定保安管理業務 手引書、打上げス

・射点系設備運用業 ケジュール等）

務

8 ・射点系設備の保全
ﾖ連業務、

E打上げ関連業務
@（本社支援業務）・高圧ガス・火薬類等

@定保安管理業務

・H一五ロケットの
@主体的打上げ’・（人工衛星・ロケッ

@ト全段組立作業、
@カウントダウンの
@手引善打上げズ

・射場系設備の保全
ﾖ連業務・打上げ関連業務

@（本社支援業務）・無線局運用業務・射場系設備改修更

・H一∬ロケットの
蜻ﾌ的打上げ
i射場における業務
ﾌ手順書、スケジ
?[ルの作成、改
闢凵j

・射点系設備運用業 ケジュール等） 新開発業務

務・TR－IAロケッ ・射点計設備改修更

V開発業務
・TR－IAロケッ
gの主体的打上げ

トの主体的打上げ ・無線局管理業務

9 ・射点系設備の保全 ・LE－7HA燃焼 ・射場系設備の保全
関連業務 試験関連業務 関連業務

・打上げ関連業務
@（本社支援業務）

lH一五A関連工事
ﾌ監督

・打上げ関連業務
@（本社支援業務γ 新たな移管業務は特

．・ hｳガス・火薬類等
@法定保安管理業務

・無線局運用業務・射場系設備改修更 になし

・射点系設備運用業 新開発業務

務 ・TR－IAロケッ
・TR－IAロケッ トの主体的打上げ

トの主体的打上げ ・無線局管理業務

・H一皿ロケットの ・H一∬ロケットの

主体的打上げ 主体的打上げ

・濁点計設備改修更
新開発業務

（注）宇宙開発事業団の資料に基づき二二が作成した。
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　　　　（ウ）　種子島宇宙センタらの業務め外部委託の状況

　　　　　種避宙センターでぽ聯の効率的執行1運用や保全韻の騰業務の鰍●命理化

　　　　、等の一環として・i）発射管制課（運用達で零点系担当の主任開発部員が担当）が所掌する射点

　　　　・騨鱗全運用業務のうち定型化9た業靴巨編管制課（運用達で射場納当嘩

　　　　　1欝当騨す汐ヒ丁即附罷業隅耀イr畔纏区難

　　　　　　こφうち・’i）：射点系設備保全運用鞘については・従来9各設備メーかによる定期点検の

　　　　一聯専戸賢騨r聯業務のマ騨委託で含総総岬紅うと嚇開発事業

　　　　　内で嚇を得て・「乎畔脇琳ぺ射聡警保全轡欝蜘ており・また・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り・，　　　　　聡　i

ご，ダ

、
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表4一（3）一15 宇治系業務及び射場系業務の外部委託業務の内容

射点系業務のうち 1社への委託業務 射場系業務のうち J社への委託業務

年　度
新規委託開始業務・ 新規委託開始業務

平成5 ・射点系設備等の保

S運用業務

・射場系設備く電気

n）等の保全業務

6 ・射点系設備等の保 ・極点整備作業の設 ・射場系設備（電気 ・レーダー等の保全

全運用業務 備運用業務 系）等の保全業務 業務

①定期保守点検
②軽微な不具合処置

7 ・射点系設備等の保 ・TR－IA製造請 ・射場系設備（電気 」レーダー等の保全

全運用業務 負の射場整備業務

　
系
）
等
の
保
全
業
務
‘
，

業務

・射点整備作業の設 及び役務 ・レーダー等の保全 ③特別点検

備運用業務 業務デ括委託開始
@定期保守点検
②軽微な不具合処置

8 ・読点系設備等の保 ・H一∬ロケット製 ’・ ﾋ場系設備（電気． ・レ←ダ嚇等の保全

全運用業務 造請負の射場整備 系）等の保全業務 業務

・射流整備作業の設 業務 ・レーダー等の保全 ④設備総合確認試験

備運用業務 業務一括委託開始

・TR－IA製造請 ①定期保守点検

負の射場整備業務 ②軽微な不具合処置

及び役務 ③特別点検

9 ・射点系設備等の保 ・衛星系ペイロード ・射場系設備（電気

全運用業務 インターフェイス 系）等の保全業務

・野点整備作業の設 ・レーダー等の保全 特になし

備運用業務 業務一括委託開始
①定期保守点検・TR－IA製造請

負の射場整備業務及び役務 ②軽微な不具合処置

・H一豆ロケット製造請負の射場整 ③特別点検

備業務 ④設備総合確認試験

　　1　宇宙開発事業団の資料に基づき三三が作成した。（注）

　　2　「射場系業務のうち、宇宙技術開発㈱への委託業務」の「新規委託開始業務」欄中、
　　　平成5年度欄の「射場系設備（電気系）等の保全業務」は、試験的（正規の統一的な仕
　　　様書等に基づかず個々の業務ごとの契約で実施）に先行・暫定実施したものである。

辮

及び外部委託・請負先の業務従事要員数の合計）は、平成5年度17人／年、平成6年度19人／年、

平成7年度17人／年、平成8年度17人／年、平成9年度18人／年（宇宙開発事業団職員8人／年、

委託先職員10人／年）となっており・五）射場系業務についても・一部先行委託していた業務牽

含め・外部委託開始前の平成5年度の業務記事要員灘が14人／年であったのに対し・平成6年度

16人／年（宇宙開発事業団職員及び委託・請負先の業務従事職員数の合計）’、平成7年度16人／

年、平成8年度！7人／年、平成9年度15人／年（宇宙即発事業団職員4人／年、委託先職員Il人

／年）となっている。

（エ）　種子島宇宙センターの業務の外部委託による合理化の実施状況

　　業務の外部委託後の射点系業務及び射場系業務における要員配置の合理化の実施状況をみると、

　毎年度新たな業務を追加して委託している状況がみられる・宇宙開発事業団では・これらの業務

　業務の外部委託は「仕様書等で業務を定型化した上で実施している。」と説明している。

　　外部委託による合理化、効率イ』の状況は、表4一（3＞一16のとおり・i）射点系業務については

　業務の外部委託開始前の平成4年度の射点頭業務に従事していた宇宙開発事業団の要員数が9人

　／年であったのに対し、委託後において射点系業務に従事している要員数（宇宙開発事業団職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一258一 一259一
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表4一（3）一16 定型的業務の外部委託化の状況

業　務b名 年　度
く外部委託 平成4、 5 6 7 8 9

開始年度） 事 項

射点系設備保』 種子島宇宙センダの射点系 ＼　16 ・18 17’ ・16’ 116・ 18
全運用業務 業務従事職員数（人》．、

倖成5）
うち・保全運用業灘

．（9．）　　　、 （13）、 ，（12） （、9） ．（8）、 （8！

事職員数（人／年）

うち、本社からの移管 （7） （5） （5） （7』u 　　■i8） （10）

業務及び計画・調整
等従来から所掌して
いる業務従事職員数

（人／年）

委託 ・請負先の射貯蓄業 0 4 7 8 9 10
務従事者数（人）

うち、保全運用業務従 0 （4） （7） （8） （9） （10）

事職員数（人／年）

合　　計 16 22 24 24 25 28

うち、保全運用業務従 （9） （17） （19） （17） （17） （18）

事職員数（人／年）

射場系設備保 種子島宇宙センターの射場系 一 11 11 11 10 10
全業務 業務従事職員数（人）

（平成6）

うち、保全業務従事職 一
（8） （8） （6）． （5） （4）

員数（人／年）

うち、本社からの移管 一
（3） （3） （5） （5） （6）

業務及び計画・調整
等従来から所掌して
いる業務従事職員数

（人／年）

卜委託 ・請負先の射場系業 一 9 14 17 18 19
務従事者数（人）

うち、保全業務従事職 一
（6） （8） （10） （12） （ll）

員数（人／年）

合　　計甲 一 20 25 28 28’ 29

うち、保全業務従事職 一
（14） （16） （16） ＜17） （15）

員数（人／年）

　　1　宇宙開発事業団の資料に基づき当言が作成した。（注）

　　2　「計画・調整等従来から所掌している業務」とは∴「計画（設備等の新設・改修計
　　　画）」、　「調整（設備間の調整等）」、、「技術評価（試験データ等の合否判定等）」、

　　　　「不具合対策等」である。
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’このように、宇宙開発事業団では本社の業務を種子島宇宙セシターへ移管するとともに、種子

島宇宙センタしでは業務を定型化して、業務の外部委託化を推進してきている。、

　『しかし、種子島宇宙センダーが外部委託せずに種子島宇宙センター自ら実施している業務の中

にも、例えば、i）射点系業務で物品管理の一部業務（供用物品の現況確認と運用状況調査等）、

射場整備作業監督業務（製造請負契約に係る整備作業の監督立ち合いの省略等）、文書管理の一

部取りまとめ業務（作業スケジュールの作成、維持改定（案）のコピー、配付等の事務処理）、

機構系設備・衛星系設備の改修要求取りまとめ業務（保全作業実施上の観点から、ロケット及び

人工衛旱のヒドラジン充填設備の保全1運用性を改善することのとりまとめ等）等｛五｝射場系

業務たういても、無線局運用計画の取り・まとめ業務（無線局免許申請資料の作成、無線局運用年

騨の作語論綿嘩割打峠儲嚇（打上聴する整鰍ジ
ュールめ幽幽要員訓締画め作成・打購に使熱望轡川r芦．（ヒ汐7運用手順

二等）二成等）寄場系設鞭新・改修等の要求取りまとめ業務（設備劣化状況め講・分析・

聯郷の更新．改修実騨の応射揚地設騨粥長期計画φ餓予韓資

　　　エ．峰騨跡所に滴る鞘の解イ畔況．　　一，

　　　　＼小笠原追想膿宇宙㌣舛r打ち蹄畔・ケットの飛行経路や飛行状況の瞬

　　　　　小笠原追騨’1：晩志げ時1之聯吻聯暫痴態画デー端

　　　　　寵す磁及無熱笠部所ρ縁設備礁材嘩礎聯所掌（㌍織
　　　　規程第79条）して匹る固小笠原追跡所は∴昭和62年度までは1人の職員が配置きれて硲たが、機器

　　　　等の整備により・現脚嘩員雌ρ腰峰趣くな鱗ξ吋畦二品牢無血認められ

　　　　幅二た諭らず類醜鮪おれおらず1本社宇齢送シ好飾φ1季醐発韻が所長

　　　　の兼務発令を受けて業務を実施している状況にある。

　　　　　　このことについて、宇宙開発事業団宇宙輸送システム本部では、　「小笠原追跡所がロケット等か

　　　　　らのデータを取得する等の業務はロケットを打ち上げる時のみの業務で、通常は施設、設備、機材

　　　　の保全及び運用などの維持管理を主体とした業務であるたあ、”実員を配置せず、昭和51年度以降、

　　　　業務の一部を段階的に業務請負として外部請負（委託先：S社）で処理してきたが、63年度以降は

∫、ノ
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全面的に外部委託（委託先：J社）で実施してきている。なお、ロケットの打上げ時は、打上げ編

画成隊の一部が通常17人《例えば、平成7年3月、18日に打ち上げた気象衛星「ひまわり5号」の場合、

宇宙開発事業団職員14名），の職員及び製造メーカー職員（設備製造三男カー等3人）が小笠原追跡

所に出張・滞在（通常：3週間程度）して対応している」としている。

　小笠原追跡所業務の委託業務に係る委託先の従事社員数の推移等は、表4一（3＞一17のとおりであ

る。

表4一（3）一17 小笠原追跡所業務の委託先の従事社員数等の推移
（単位：人）

契約 業務委託言及び委託業務の 当該契約又は業務への従事社員数 業務 業務委託・業務
請負等の別及び等名 内容 実施

平成5 平成6 平成7 平成8 場所 委託開始年度

業務委託先：J　社 小笠 業務委託
射 業務内容： 原一 平成6年度委託
．場 （1）保全作業 父島 開始

系 i定期点検（月間点検、 （ただし、昭和

設 設備総合確認試験、特 51～58年魔まで

備 別清掃点検、電池交換 母体会社のN
保 作業） 3 3 3 3， 社、昭和59～平

全 五不定期保守作業 成ち年度はJ社
業 （2）附帯作業 が役務請負とし

務 i無線局管理作業． て実施）

i予備品管理作業

小笠原追跡所の業務・ 定i現 定i現 定i現 定，i現
口　　：　口 口　　：　口 口　　：　口 口　　1　口

貝i貝 貝i貝 貝i貝 貝i貝

① 人工衛星打上げ用ロケット等 馳

からのデータ取得
② 前号に付帯する試験及び調査 3iO 3iO 3iO 3iO
③ ’宇宙輸送システム本蔀小笠原

：

追跡所の施設、設備及び器材 ●

●

の保全及び運用等 ，

，（組織規程第79条） ：i

（注）1　宇宙開発事業団及びJ社の資料に基づき当庁が作成した・
　　②　宇宙開発事業団の定員は年度末、現員は7月1日現在である。

　　㌔藷響又は旧記への従事社員数」蹴当該年即7脚現在の業務御職
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前 書 き

　　　宇宙開発は、天体観測、地球観測、通信・放送、気象観測等を通じ、科

　　学技術の進歩や国民生活の向上に大きな役割を果たしてきている。

　　　我が国の宇宙開発は、宇宙開発委員会設置法（昭和43年法律第40号）に

　　基づき総理府に設置されている宇宙開発委員会が定めた宇宙開発政策の基

　　本方針である「宇宙開発政策大綱」　（平成8年1月24日改定）及びこの趣

　　旨に沿って宇宙開発の具体的な内容を定めた「宇宙開発計画」　（平成9年

　　4月2日決定。同年11月26日一部変更）に従い、特殊法人である宇宙開発

　　事業団及び文部省宇宙科学研究所を中心とする関係各機関により推進され
●ている。

　　　昭和30年の東京大学生産技術研究所（後の東京大学宇宙航空研究所。現

　　在の宇宙科学研究所）によるペンシルロケットの水平試射の成功から始ま

　　つた我が国の宇宙開発は、45年に東京大学宇宙航空研究所が人工衛星「お

　　おすみ」の打上げに成功して以来、飛躍的な発展を遂げており、今日では、

　　ロシア、米国に次いで多数の人工衛星を打ち上げ、宇宙科学の分野におい

　　て国際的に高い評価を受けているほか、研究開発・実利用の分野において

　　も世界のトップレベルに並ぶH－Irロケットや大型静止衛星を自主技術に

　　より開発するなど国際的な水準の技術・能力を得るに至ったとされている

●ものもみられる・　　　　　　　’　　　、
　　　一方、宇宙開発の進展に伴い国の宇宙関係予算は年々増加し、昭和63年

　　度には1，418億円であったものが、平成10年度では2，474億円となってお

　　り（宇宙開発事業団が設立された昭和44年度以降の累計額は約3兆7，000

　　億円）、宇宙開発政策大綱では、　「宇宙開発の推進に当たっては、我が国

　　の厳しい財政事情をも考慮して所要経費の節減に努める。」とされ、　「財

　　政構造改革の推進について」　（平成9年6月3日閣議決定）及び財政構造

　　改革の推進に関する特別措置法（平成9年法律第109号）においても、宇

　　宙開発等に係る研究に要する経費等を極力抑制することとされている。ま

　　た、宇宙開発事業団については、　「特殊法人の整理合理化について」　（平

　　成7年2月24日閣議決定）において、定型的業務を中心とした外部委託の



推進、プロジェクト・コストの低減等に努めるとされている。さらに、近

年、世界的には宇宙空間の利用について産業化の進展が目覚ましく、特に

米国、欧州及びロシアの宇宙開発においては、経済性と効率性を重視した

先端技術の開発に重点を移しつつあり、また、民生利用を重視する動きが

一段と強まってきつつあるる

　このような宇宙開発を取り巻く状況の変化を踏まえ、我が国においても

経済的かつ効率的な宇宙開発を総合的に進めていくことが求められている。

　また、宇宙開発の進展に伴って、宇宙開発による成果がより広範囲に利

用されるよう措置していくことが期待されている。

　この監察は、このような状況を踏まえ、宇宙開発の実施状況、宇宙開発
事業団の業務運営の状況を調査し＝関係行政の改善に資するために実施し　●

たものである。 ミ

目 次

1　ロケット開発計画の見直し一一…………・一…一一一…一・…

（1）　J－1ロケットの開発計画の見直し・一一・…・……・

（2）M－Vロケットの開発・利用計画の見直し等・

2　人工衛星の開発コストの一層の低減化・

●　　3　宇宙開発の総合的な推進

　　　　（1）開発コストに着目した評価機能の充実・強化等一

　　　　（2）共同研究等の推進一一一一一一一………一…・一…一・一一・……

　　　　（3）人工衛星観測データの公開の推進一……一……一・一一一

1
1
1
1
4
．
Q
O

　12レ

…12

　17

　20

4　宇宙開発事業団の業務運営の適正化…一一

　（1）宇宙開発事業団の組織管理等の適正化・

　（2）契約事務の適正化………一…一・一一一…一一・一

　（3）外部委託による合理化の推進一一・・

　24

　24
・…・ Q7

　30

●
用語解説……一一… 34



●

●

　　1　ロケット開発計画の見直し

　　一（1）　J－1ロケットの開発計画の見直し

　　　　　我が国の人工衛星打上げ用のロケットは、現在、宇宙開発事業団（主

　　　　管省庁：科学技術庁、運輸省及び郵政省）が静止軌道に約2トンの人工

　　　　衛星を打ち上げる能力があるH一∬ロケットの開発を終え運用している

　　　　ほか、その改良型としてのH一∬Aロケットと低軌道に約1トンの人工

　　　　衛星を打ち上げる能力があるJ－1ロケットを開発中である。また、文

　　　　部省宇宙科学研究所が低軌道に約1．8トンの人工衛星を打ち上げる能力

　　　，があるM－Vロケットの開発を進めている。

　　　　　ロケットの開発をめぐる最近の情勢をみると、宇宙の実利用が拡大し

●　　　ており、経済的、効率的な宇宙開発を推進するため、各国とも性能の向

　　　　上と価格の低減化を図っている。我が国においても、国際水準並みの低

　　　価格とそれによる人工衛星打上げの商業化の実現が確実と見込まれるH

　　　　－lrAロケットを開発中である。

　　　　　宇宙開発事業団のJ－1ロケットは、将来需要が伸びると予想されて

　　　　いる小型衛星の安価な打上げ需要に対応するため、平成4年度に開発に

　　　　着手されたものである。宇宙開発事業団は、その開発を短期間かつ低コ

　　　　ストで効率的に行うために、宇宙開発事業団が開発したH邑1ロケット

　　　　の技術と宇宙科学研究所が開発したM－3SIロケットの技術を組み合

●・わせるという方法を採用している・J－1ロケットについては・「宇宙

　　　　開発政策大綱」　（宇宙開発委員会設置法（昭和43年法律第40号）に基づ

　　　　き、宇宙の開発に関する国の施策の総合的かつ計画的な推進とその運営

　　　　に資するため総理府に設置されている宇宙開発委員会が定めた宇宙開発

　　　　政策の基本方針）において、コストの低減を図りつつJ－rロケット等

　　　’の開発を進め、小型衛星等の打上げにこれを使用していぐこどとされて

　　　　いる。また、平成9年の「宇宙開発計画」　（宇宙開発政策大綱の趣旨に

　　　．沿って宇宙開発の具体的な内容を定めた計画）・においては、’平成12年度

　　　　に光衛星間通信実験衛星（OICETS）を打ち上げることを目標に2

　　　号機の開発を引き続き進めることとされている。㌧濫

　　　　今回、宇宙開発事業団におけるJ－1ロケットの、開発状況について調
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示した結果、以下のような状況がみられた。

①J－1ロゲットは、開発の着手から約5年が経過しており、平成8

　『年2月に1号機により極超音速飛行実験機iを打ち上げ、12年度に2号

　機iにより光衛星間通信実験衛星の打上げを予定しているが、その後の

　具体的な打上げ需要としては、民生部品等の人工衛星への活用を図る

　ための宇宙における実証を目的として宇宙開発事業団が開発を計画し

　ているミッション実証衛星シリーズの打上げに使用することが想定さ

　れているだけである。

　　しかし、平成11年度に1号機を打上げ予定のH一皿Aロケットは、

　J－1ロケットで打上げ可能な重量の小型衛星であれば、投入軌道等

　について一定の制約はあるものの、同時に複数の打上げが可能である。●

　例えば、具体的な打上げ予定があるミッション実証衛星2機（平成12

　年度打上げ予定のMDS－1及びMDS－2）のうちの1機iは、：H一

　豆Aロケットによって他の衛星との相乗りで打ち上げられることにな

　っている。

②今後、需要の拡大が具体的に見込まれる小型衛星は、民間企業によ

　る主として情報通信の分野のものであり、通商産業省の報告書では、

　中低高度周回軌道を利用した移動体通信衛星の商業打上げの需要が、

　当面、平成16年から17年にかけてピーク’を迎えるとしている。このた

め・J－1ロケットについては・当瀟要期前に儲・性能及び信頼●

　性め面で十分な国際競争力を有していなければ、有効な利用は望めな

　い。

③J‘一1ロケットは、既存のロケット技術の組合せによる安価なロケ

　ヅトとされているが、これと同程度の打上げ能力がある海外のロケッ

　トの価格が12億円から24億円程度とされている・のに対して≦1号機の

　価格は約48億円となっている。このため、宇宙開発事業団は、J－1

　ロケットの価格の低減化を図ることとしており、i）平成12年度に打

　上げ予定の2号機については、H一皿Aロケットの技術を導入するな

　どにより価格を約35億円に低減できる見通しであり、h）さらに、将

　来的には10億円から20億円程度を目標と・し・、先端的なロケット技術の
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一実証に使用することも目的とした改良型について10年度から研究に着

手することとしている。　　　　　　　　　　　　　　　し

　しかし、2号機の価格では、なお海外のロケットの方が相当安価で

あり、また、改良型については、その実現に向けたシステム改良の試

案が示されているが、具体的な価格低減化方策や目標達成時期等の設

定については、今後の研究成果によるとされており、明らかではない。

　したがって、科学技術庁、運輸省及び郵政省は、経済的かつ効率的な

ロケットの開発を推進する観点から、以下の措置を講ずるよう宇宙開発

事業団を指導する必要がある。

　J－1ロケットの今後の開発に当たっては、国際的な水準の価格、性

能及び信頼性の実現を目的とした具体的な価格低減化等の方策を策定す

ること。また、実現が困難な場合には開発を中止すること。

　さらに、J－1ロケット2号機についても∵層の価格の低減化に努め

ること。
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（2）M－Vロケットの開発・利用計画の見直し等

　　宇宙科学研究所は、宇宙理学研究者と宇宙工学研究者との密接な連

　携・協力の下、宇宙科学の研究を進めるための科学衛星を打ち上げるロ

　ケットとして・全段固体燃料ロケットの工学的研究・開発を行ってきて

　おり、平成2年度から開発しているM－Vロケットは、規模的にはその

　上限にあるもので、低軌道に約1．8トンの人工衛星を打ち上げる能力が

　ある。

　　宇宙開発政策大綱では、M－vロケットの開発について、　i）国際的

　に評価の高い我が国の宇宙科学を安定的にかつ高度に推進していくため

　に、M－Vロケットの開発及び高度化を進め、宇宙科学の分野の中型科

学鯉・探査機計画にこれを便用していく、h）宇宙科学研究薩児島●

　宇宙空間観測所の射場における打上げ可能範囲及び全段固体ロケット技

　術の最適な維持発展等の観点を考慮しつつ、M－Vロケットの開発を伺

研究所において引き続き行う、血）宇宙開発事業団の開発に係る各種ロ

　ケットは、我が国が保有する貴重な宇宙輸送手段として、宇宙科学の分

野のミッションにも活用していくことが適当であることから、M－Vロ

ケットの規模を超える宇宙科学の分野の人工衛星の打上げについては、

国際協力によるものを除き、宇宙開発事業団の開発に係るロケットによ

　り対応していくこととされている。

宇宙科学研究所は・平成9年2月にM－V・ケット・号機により科学●

衛星「はるか」の打上げに成功しており、今後、M－Vロケットについ

ては、10年度に2号機及び3号機が、11年度に4号機が、13年度に5号

機が、14年度に6号機がそれぞれ打ち上げられる予定となっている。

　今回・宇宙科学研究所におけるM－Vロケットの開発状況について調

査した結果、以下のような状況がみられた。

①液体燃料ロケットであるH－IIAロケットに対して、　M－Vロケッ

　　トのような固体燃料ロケットは、本来、そのメリットの一つとして、

　エンジンの構造が比較的簡単であるため、取扱いが便利であるだけで

　なく、信頼性、経済性にも優れているとされているが、M－Vロケッ

　　トの価格は1号機iで約72億円となっており、M－Vロケットの約5倍
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　の打上げ能力があるH一手Aロケットの価格が85億円以下と見込まれ

　ているのに比べると相対的に高いものとなっている。

　　しかし、宇宙科学研究所は、M－Vロケットの機体材料の軽量化、

　ロケットエンジンの高圧燃焼等の価格の低減化につながる基礎的な研

　究には着手しているものの、平成10年度に打上げ予定の2号機及び3

　号機までは機体性能の信頼性の確保及び運用の習熟に努め、その結果

　を踏まえ、4号機以降において本格的な価格の低減化の検討に入りた

　いとしており、現在までのところ具体的な価格低減化の見通しはない。

　　宇宙科学研究所によるM－Vロケットの開発要望は、宇宙開発委員

　会の審議において低軌道に2トン程度の人工衛星を打ち上げる能力の

　あるロケットとしては全段固体燃料ロケットがコスト的に有利である

　ことを主な理由として認められた経緯もあり、液体燃料ロケットに対

　する固体燃料ロケットの有利性が発揮されないのであれば、M－Vロ

　ケットの開発を行う意義は乏しいものとなる。

　　一方、H－IAロケ．ットでは、　M－Vロケットの第1段とほぼ同型

　の固体ロケットブースター（SRB）について、一体型モーターカー

　スの採用、ノズル等機能部品の小型化、宇宙開発事業団の種子島宇宙

　　　　　　　　　　　　　　　てん　センターにおける固体推進薬充填設備の整備等により、製作価格をH

　－1ロケットのほぼ半額とするめどが立っており、その製作を行って

　いる主要な企業は、M－Vロケットの主要な製作企業でもあることか

　ら、H一丑Aロケットにおける固体ロケットブースターの価格低減化

　方策を応用することなどによりM－Vロケットの価格の低減化が可能

　と考えられる。

②科学衛星の打上げについては、平成7年3月に、科学技術庁、文部

　省及び通商産業省が共同して11種類の実験・観測機器を搭載した宇宙

　実験・観測フリーフライヤ（SFU）をH－1ロケットにより打ち上

　げているが、その後は、15年ごろに宇宙科学研究所と宇宙開発事業団

　との共同プロジェクトである月探査周回衛星（SELENE）がH－

　IAロケットで打ち上げることとされている以外、すべてM－Vロケ

　ットによる打上げが予定されている。

　　　　　　　　　　　　　　一5一



　　しかし、同時に複数の人工衛星の打上げが可能なH－1ロケットが

　開発され、その改良型で低価格のH－IAロケットの出現（平成11年

　度に1号機打上げ予定）が見込まれており、また、種子島宇宙センタ

　一におけるロケット打上げ期間が9年度にそれまでの年間90日から最

　大190日に延長されたことによって共同打上げの制約条件も緩和され

　てきている。このような状況から、科学衛星はその観測や探査の目的

　によって打上げ時期が限定される等の特殊性があるものの、今後は、

　他の人工衛星との相乗りによるH－IAロケットでの打上げについて

　も検討していくことが必要である。

③我が国の宇宙開発は、昭和44年10月の宇宙開発事業団の設立によっ

て、宇宙科学の分野についでは畳針才学研究所が、研究開発．実利用●

　の分野については宇宙開発事業団が行うという二元的な体制になった

　が、宇宙科学研究所による人工衛星打上げ用ロケットの開発はM系ロ

　ケットをもって終了することとなっている（M系ロケット以外の人工

　衛星打上げ用ロケットの開発については、宇宙開発政策大綱に従って

　宇宙開発事業団が行う。）。

　　また、今般の一連の行財政改革の動きの中で、平成10年度から12年

　度までの集中改革期間中に国立試験研究機関等の統廃合計画を策定す

　ることが閣議決定（平成9年6月3日）されており、さらに、行政改

革会議の最終報告（平成9年12月3日）を受けて策定された中央省庁●

　等改革基本法案には、宇宙科学研究所を設置する文部省と宇宙開発事

　業団の主管省庁の一つである科学技術庁の統合が盛り込まれているな

　ど、我が国の宇宙開発体制を取り巻く情勢は大きく変化しっっある。

　　宇宙の利用が多様化、高度化しつつある中で、今後、宇宙科学研究

　所と宇宙開発事業団とが、ロケット、人工衛星等の開発でそれぞれ利

　浮してきた打上げ施設等の各種施設及び蓄積してきた技術の総合的な

　活用を推進することによって、より経済的、効率的かつ効果的な宇宙

　開発が期待できる。

　　なお、欧米各国の宇宙開発機関では、いずれも宇宙科学、研究開

　発・実利用の分野を問わず宇宙開発に取り組んでおり、我が国のよう
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にロケット及び人工衛星の開発・打上げに関して宇宙科学の分野と研

究開発・実利用の分野とで独立した2機関が存在する例はない。

　したがって、文部省は、科学衛星の開発・打上げを含め、より経済的、

効率的かつ効果的な宇宙開発を推進する観点から、以下の措置を講ずる

必要がある。

①M－Vロケットの開発について、宇宙開発事業団との連携を図るこ

　となどにより、ロケット価格の低減化方策を策定し、その価格の低減

　化に努めること。

②科学衛星のH－lrAロケットによる打上げを積極的に検討すること。

③M－Vロケットの開発状況、我が国の宇宙開発体制を取り巻く情勢

　の変化等を踏まえ、宇宙科学研究所の組織・体制の在り方について検

　回すること。
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2　人工衛星の開発コストの一層の低減化

　　我が国の人工衛星の開発は、昭和45年2月、東京大学宇宙航空研究所

　（現宇宙科学研究所）により初の人工衛星「おおすみ」が打ち上げられた

　ことに始まり、その後、宇宙科学研究所は、エックス線天文学や磁気圏科

　　　　　　なぞ学等の宇宙の謎を解明するための科学衛星を開発し打ち上げてきており、

一方、宇宙開発事業団は、主に地球観測、技術実証等の研究開発衛星を開

発し打ち上げてきている。我が国の人工衛星開発技術は、今日、基盤的な

技術は大型静止衛星である技術試験衛：星VI型（平成6年8月打上げ）の自

主技術による開発を経て国際的な水準に達したとされているものの、低コ

スト、短期間で人工衛星を製作するために必要な技術については欧米に比

べていまだ＋分ではないとされぞいる．　　　　　　　●

　近年、世界的に宇宙の実利用の拡大に伴って人工衛星の商業化が急速に

進展するとともに、軍事技術の転用や量産効果などによってコストの低減

化が進んでいる。また、我が国でも厳しい財政事情の中で国民の理解を得

た宇宙開発を進めていくためには、開発コストの低減化等の取組が従来に

も増して重要となってきている。

　このようなことから、宇宙開発政策大綱では、人工衛星の開発について、

　i）人工衛星の費用対効果の向上等を図るべく、格段の努力を傾注する、

i）これまでの衛星開発により蓄積してきた各種の衛星バス技術を活用し

た共通的な鯉バスを採用することにより・地球観損三星やミッション実●

証衛星の開発等を行うに当たっての開発リスクやコストの低減を図るとと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はんもに、衛星バスの要素機器について、その標準化、汎用部品の宇宙転用等

の実証を行うとしており、開発リスクの低減を図りつつ、迅速、経済的か

つ効率的な人工衛星開発を目指すこととしている。

　宇宙開発事業団では、平成7年9月に衛星開発検討プロジェクトチーム

を設置して開発コストの低減や開発期間の短縮も含めた今後の衛星開発の

課題とその推進方策について検討し、8年3月にその結果を「衛星開発検

討報告」として取りまとめ、同年1月に改定された宇宙開発政策大綱及び

この報告に沿って、人工衛星開発に係る各種プロジェクトの見直し等を行

ってきており、i）次世代衛星バスシステムの研究、　h）ミッション実証
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　　衛星シリーズにおける人工衛星開発、iii＞更なる効率化を目指した新たな

　　衛星開発手法の確立等、人工衛星の開発リスクの低減を十分に勘案した開

　　発コストの低減、開発期間の短縮、人工衛星開発全体の効率化にもつなが

　　　るような新たなプロジェクトに取り組みつつある。

　　　　また、財政構造改革の動向等を踏まえて、平成9年7月には四域観測技

　　術衛星（ALOS）、技術試験衛星皿型（ETS一皿：）等の研究開発中の

　　人工衛星について、開発手法等の見直しによって開発コストを当初の見込

　　額から2割ないし3割程度削減することとしている。

　　　今回、宇宙開発事業団における人工衛星の開発コストの低減化の推進状、

　　況について調査した結果、以下のような状況がみられた。
●①宇宙開発に関する研究・開発業務に携わっている研究者・技術者を対

　　　象として当庁が行った「宇宙開発に係る研究、開発及び利用に関する研

　　　究者等に対する調査」　（以下「研究者等に対する調査」という。）の結

　　　果における人工衛星の開発コストの低減化方策に関する意見（299人が

　　　複数回答）をみると、i．）部品の共通化・標準化184人（61．5パーセン

　　　　ト）、h）衛星バス技術の共通化等139人（46．5パーセント）、iii）各

　　　種試験の合理化106人（35．5パーセント）、iv）衛星開発メーカーの開

　　　発責任範囲の拡大99人（33．1パーセント）、v）コスト管理の徹底79人

　　　　（26．4パーセント）などとなっている。

●②これらの人工鯉の開発コストの低減化方策に対する宇宙開発事業団

　　　の取組状況は、次のとおりである。

　　　　i　部品の共通化・標準化については、認定部品リスト及び推奨部品リ

　　　　ストの作成とともに電子部品についてH－IIロケットとの共通化やま

　　　　　とめ買いを行っているほか、平成9年度から開発に着手しているミツ

　　　　　ション実証衛星シリーズ等において民生部品・コンポーネントの宇宙

　　　　実証を行うこととしている。

　　　　h　衛星バス技術の共通化等については、従来から技術試験衛星シリー

　　　　ズ等のプロジェクトを通じて衛星バス機器等について既開発技術の活

　　　　用、衛星バス技術の系列化を念頭に置いた衛星開発等を実施している

　　　　ほか、ミッション実証衛星シリーズ等のプロジェクトにおいて衛星バ
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　　ス技術の共通化、衛星バス機器等の標準化にも取り組むこととしていげ

　　る。

　ih　各種試験の合理化については、一部試験の自動化による省力化を検

　　討しているほか、試験項目の軽減等の検討を開始している。

　iv　衛星開発メーカーの開発責任範囲の拡大については、メーカーの自

　　主性、主体性を尊重しつつ、既開発技術の適用等の技術管理について

　　徐々にメーカーに移管していくこととしている。

　v　コスト管理の徹底については、従来からデザイン・ツー・コスト

　　　（目標コストを目標性能及び開発スケジュールと同等の設計上の要求

　　基準とする開発管理手法）を採用しており、また、文書及び図面の電

　　子化・ネットワークを用いだ情報の共有化による効率化策について検●

　　討を開始しているほか、更なる効率化を目指した新たな衛星開発手法

　　の確立のプロジェクトにおいて、効率化を目指した新たな衛星開発手

　　法の実現性の検討を平成10年度に行うこととしている。

　　これらの取組の多くは、平成8年度から検討・着手されており、今後

　本格化していく段階にある。

　　しかし、人工衛星の開発コストの低減化方策については、i）部品の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はん　共通化・標準化に関連して、量産化されている汎用部品、民生部品や輸

　入部品の積極的な活用、五）部品の共通化・標準化や各種試験の合理化

にもつながる鯉バス技術の共通化や鯉バス階等の横撃の雛・Q
　血）シュミレーションによる設計確認範囲の拡大等による各種試験の合

　理化・iv）約30年にわたる人工衛星開発を通じて蓄積された衛星開発メ

　ニカーの技術力をより有効に活用する観点からのメーカーの開発責任範

　囲の拡大や開発リスクの低減も勘案したメーカーの自発的な開発コスト

　削減等のための努力を促進するような開発方法等の採用、v）プロジェ

　クト管理手法の改善方策として、文書量の削減等やCALS（生産・調

　達・運用支援統合情報システム）のような電子情報システムの導入等、

　宇宙開発事業団において一層の推進が必要なものや検討が必ずしも進展

　していないとみられるものがある。

③人工衛星の開発コストの低減化方策は多岐にわたり、かつ相互に密接
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に関連しており、個別のプロジェクトにおける取組のみならず、定常的

な組織における広範かつ総合的な検討・推進が必要である。衛星開発検

討報告がとりまとめられてから約2年が経過する中で、コスト低減化の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょく取組は個別のプロジェクトを中心に徐々に進捗しつつある。宇宙開発事

業団は、それまでの個別のプロジェクトの遂行を中心とする人工衛星開

発に係る組織体制を見直し、平成9年度からコストの低減化等の検討も

含め個別のプロジェクトを横断的に支援する体制として軌道上技術開発

システム本部にミッション推進部及び衛星システム技術部を設置したと

ころであるが、衛星開発検討報告のフォローアップ、人工衛星の開発コ

ストの低減化方策等の推進に当たっては、他の部等とも十分に連携を図

りつつ実施していく必要があることから、宇宙開発事業団全体として総

合的に検討・推進するための体制、仕組み等の整備などその充実を更に

図る余地がある。

　したがって、科学技術庁、運輸省及び郵政省は、開発リスクの低減を十

分野勘案しつつ人工衛星の開発コストのより一層の低減化を図る観点から、

以下の措置を講ずるよう宇宙開発事業団を指導する必要がある。

①衛星バス技術の共通化等のコスト低減化の取組を一層推進するととも

　に、プロジェクト管理手法の改善等のコスト低減化方策について、より

　幅広く検討し、順次取り組んでいくこと。

②コスト低減化方策を広範かつ総合的に検討・推進するための体制、仕

　組み等のより一層の充実を図ること。
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3　宇宙開発の総合的な推進

q）開発コストに着目した評価機能の充実・強化等

　　　我が国における科学技術の水準の向上を図り、あわせて国民生活の質

　　の向上を図る観点から、科学技術に対する財政支出は、これまで順調な

　伸びを示してきた。

　　　しかし、厳しい財政事情の下、我が国における財政の健全化が求めら

　れていることから、財政制度審議会は、財政の果たすべき役割や守備範

　囲の見直し等の検討を行い、平成8年7月の答申において、科学技術振

　興への財政支出の水準が国民経済的資源配分上の効率性からみて適正で

　あるか否かは、現下の厳しい財政事情の下にあっては、特に国民的コン
センサスが腰であり、宇翻辮の大型プ。ジェクトについては、そ6

　の必要性、緊急性の事前判定を厳しく行う一方、進行中のプロジェクト

　であっても計画及びその進度は妥当であるかを途中段階で評価し、単に

　ベネフィットだけでなく、経済性についても慎重な検討を行い、中止あ

　るいは継続を判定していくことが求められていると指摘している。

　　また、財政構造改革会議が取りまとめた「財政構造改革の推進につい

　て」　（平成9年6月3日閣議決定）においても、　「事前・中間・事後に

　おける外部評価の実施、評価結果の公表、研究資金の配分への反映によ

　り、資金配分の重点化・効率化を進める。」とされている。その趣旨は、

　国立試験研究機関・国立大学・特殊法人等が自ら実施する研究開発等に●

　対する評価を行うためのガイドラインとして、平成9年8月7日に内閣

　総理大臣が決定した「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在

　り方についての大綱的指針」　（以下「評価の大綱的指針」という。）に

　おいて、　「科学技術の振興を図るためには、国費が投入された研究開発

　活動について、厳正な評価を実施し、その適切さを判断するとともに、

　評価の結果を適切に研究資金等の研究開発資源の配分に反映するなどに

　より、研究開発活動の効率化・活性化を図り、より優れた成果を上げて

　いくことが必要である。」と反映されている。

　　さらに、宇宙開発政策大綱においても、経済的な宇宙活動を実現する

　観点から、宇宙輸送コストの大幅な低減、人工衛星の費用対効果の向上
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等を図るべく、・格段の努力を傾注することとされている。また、宇宙開

発委員会の下に設けられる各部会の報告等を踏まえ、同委員会において

宇宙開発の進捗状況及び成果を適時に評価し、宇宙開発を計画的かっ柔

軟に進めるとするとともに、巨額の国家投資を必要とする宇宙開発につ

いては、国民の理解を得て進めることが重要であることから、宇宙開発

推進のための環境整備として、　「青少年をはじめ国民各層に対して宇宙

開発の意義、内外の開発状況、成果等をわかりやすく伝える」として、

国民に対する情報提供の強化が提言されている。

　今回、宇宙開発事業団及び宇宙開発委員会における宇宙開発に係る評

価の実施状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。

①宇宙開発事業団プロジェクトにおける開発コストた着目した評価及

　び評価結果の公表の実施

　i　宇宙開発事業団は、従来から個別のプロジェクトごとに計画設定、

　　実施、完了後の各段階において、プロジェクトの内容、進捗状況、

　　成果等に関する技術者や専門家による技術的な面の評価を行ってお

　　り、これらの評価は研究を進める上での技術的アドバイスの取り込

　　みや次の開発段階への移行の妥当性等の判断が主目的となっている。

　　　宇宙開発事業団は、開発コストに着目した評価については「プロ

　　ジェクト移行前審査会」等において一部実施してきたとしているが、

　　具体的な評価基準をも定めておらず十分な評価が行える仕組みとな

　　っていない。また、評価結果の国民への公表も行われていない。

　　　なお、宇宙開発事業団は、評価の大綱的指針を受けて、平成9年

　　12月号は「宇宙開発事業団における研究開発評価のための実施要領」

　　（平成9年12月26日付け9規程第28号）を定め、研究資金、人材等

　　の研究開発資源の配分・再配分等も目的に含め評価を行うこととし

　　ているが、具体的な評価基準等の作成については、今後検討を行う

　　こととしている。

　：h　宇宙開発事業団における研究開発の成果は、その発現までに長期

　　間を要することや、経費に見合う成果が有形の資産として残らず、

　　技術成果という形で個別のプロジェクトごとに研究開発を通じて創
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　　出・蓄積されることから、国民にとって分かりにぐいものとなって

　　いる。

　　　我が国の財政事情が厳しい中で、宇宙開発事業団の予算は昭和62

　　年度の約926億円に対し平成10年度が約1，779億円とほぼ倍増して

　　いる。また、自主技術による開発を終えたH－Hロケット及びその

　　改良型として開発中のH－IAロケットの民間への技術移転により、

　　民間企業による商業打上げの実現が見込まれるなど、宇宙開発事業

　　団における宇宙開発の進展は著しいものがみられる。

　　　このため、個別のプロジェクトごとの開発コストと成果、開発コ

　　ストに着目した評価の結果を具体的に国民に明らかにし、宇宙開発

　　への一層の理解と協力を得て事業を進めていくことが重要である。　6

②宇宙開発委員会の評価機能の充実・強化

　’宇宙開発委員会は、宇宙の開発に関する国の施策の総合的かつ計画

　的な推進とその民主的な運営に資するため、宇宙開発委員会設置法に

　基づき昭和43年に総理府に設置された国家行政組織法（昭和23年法律

　第120号）第8条に基づく機関である。

　　宇宙開発委員会の所掌事務は、宇宙開発委員会設置法曽2条第1項

　において、i）宇宙開発に関する重要な政策に関すること、　h）関係

　行政機関の宇宙開発に関する事務の総合調整のうち重要なものに関す

ること・曲関係行脚関の宇宙開発に関する経費の見積りに関する●

こと、iv）宇宙開発に関する研究者及び技術者の養成訓練（大学にお

ける教授研究に係るものを除く。）の大綱に関すること等について、

企画し、審議し、及び決定し、その決定に基づき内閣総理大臣に対し

‘て意見を述べることとされている。

　宇宙開発委員会は、本委員会のほか常設部会を設置し、4）計画調

整i部会では、宇宙開発に関する経費の見積りの審議における事前評価

並びに平成8年度からは各種の宇宙開発活動の進捗状況及び成果の評

価を、iD安全評価部会では、ロケヅトや人工衛星等の主として打上

げ前の安全対策等に係る評価を、血）技術評価部会では、人工衛星等

の主として打上げ後の技術的な評価を、通v）宇宙環境利用部会では、
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　宇宙環境利用を効果的に推進するための体制や施策の評価等を行って

　おり、また、本委員会では、各常設部会の検討結果を踏まえた宇宙開

　発委員会としての評価を行っている。

　　しかし、本委員会及び常設部会における評価は、それぞれの専門家

　による技術的な評価が中心であり、財政制度審議会が指摘する開発コ

　ストの経済性及び効率性の観点からみたプロジェクトの必要性・緊急

　性の事前判定、進行中のプロジェクトの計画及びその進度の妥当性、

　個別プロジェクトの開発終了段階における開発コストの分析等、開発

　コストに着目した評価及びそのような評価を行う仕組みとはなってい

　ない。

　　今後の宇宙開発は、厳しい財政事情の下で、コスト削減を図りつつ

　効率的な宇宙開発を進めていくことが特に重要な課題であることから、

　宇宙開発委員会が行っている評価は十分なものとはなっていない。

⑧H－1ロケット5号機による人工衛星の静止軌道への投入失敗に係

　る対応

　　平成10年2月21日に種子島宇宙センターから打ち上げられたH一皿

　ロケット5号機は、搭載した通信放送技術衛星「かけはし」　（COM

　ETS）を静止トランスファー軌道へ投入することに失敗している。

　　このような事態に対し、科学技術庁及び宇宙開発事業団は、その日

　のうちにそれぞれ事故対策本部を設置し、宇宙開発委員会においても、

　翌日に臨時会議を開催して技術評価部会に審議を付託するなどし、現

　在、それぞれ原因究明と今後の対策等に係る調査審議を実施している

　ところである。

　　これまで、宇宙開発事業団の人工衛星打上げ用ロケットは、昭和54

　年のN－1ロケット5号機以外はすべて打上げに成功し、高い信頼性

　を保持してきたところである。しかし、今回のH－1ロケット5号機i

　の打上げ失敗については、人工衛星を静止軌道に投入する上で重要な

　役割を果たす第2段エンジン（LE－5A）の異常に起因するものと

　されており、徹底した原因究明とその情報公開が求められる。また、

　原因究明の結果によっては、宇宙開発事業団における開発体制、プロ
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ジェクトの審査体制の見直し等の措置を講ずる必要が生じてくると考

えられる。

　したがって、関係省庁は、国民の理解を得つつ経済的かつ効率的で信

頼性のある宇宙開発を推進する観点から、以下の措置を講ずる必要があ

る。

①プロジェクトごとに、事前、中間及び事後の各段階における個々の

　ロケットや人工衛星の開発コストと成果の評価について、具体的な評

　価基準等を定め、経済的かつ効率的な開発の実施の検討、その検討を

　踏まえた最終的なプロジェクト継続の要否の検討など開発コストに着

目した＋分な評価を実施するとともに、これらの糸課を国民に分かりσ

　やすい形で公表するよう宇宙開発事業団を指導すること。

　（科学技術庁、運輸省、郵政省）　　　　　　　　　　　　　　　㍉

②宇宙開発委員会の審議等の場において、開発コストの経済性及び効

　率性からみたプロジェクトの必要性・緊急性の事前判定、進行中のプ

　ロジェクトに関する開発コストに着目した予算と実績の対比による評

　価、一定段階ごとの計画の妥当性の評価等を行う仕組みを導入するな

　どにより、宇宙開発に係る評価機能の充実・強化を図ること。

　（科学技術庁、環境庁、文部省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設

③㌔一豆。ケット5鞠打上げ失敗に係る原因究明を引き続き徹底1

　的に行うとともに、今後の宇宙開発事業団の業務実施に当たり、その

　原因に応じた的確な対策を講ずるよう指導すること。また、それらの

　情報を国民に分かりやすい形で公表すること。

　（科学技術庁、運輸省、郵政省）
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　　（2）†共同研究等の推進

　　　　＾科学技術基本法’（平成7年法律第130号）第14条において、国は、研

　　　究開発機関又は研究者・技術者相互の間の交流により研究者等の多様な

　　　知識の融合等を図ることが新たな研究開発の進展をもたらす源泉となる

　　　　ものであり、また、その交流が研究開発の効率的な推進にとって不可欠

　　　なものであることにかんがみ、研究者等の交流、研究開発機関による共

　　　同研究開発、研究開発機関の研究施設等の共同利用等研究開発に係る交

　　　流の促進に必要な施策を講ずるものとするとされている。’

　　　　また、宇宙開発政策大綱では、宇宙開発に係る研究及び開発を行う宇

　　　宙開発事業団、宇宙科学研究所等と、それ以外の基礎研究や実利用等を
■　担う機関の間で、共同研究を行うこと等｝こより協力関係を強化し、国学

　　　体として効率的な宇宙開発の推進を図ることとし、個別分野における関

　　　係機i関間の共同研究、相互協力等について具体的に定めている。

　　　　今回、宇宙開発事業団、宇宙科学研究所等の関係機関における共同研

　　　究等の実施状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。

　　　①　半半の「研究者等に対する調査」　（回答者数318人）の結果では、

　　　　他の機関、他の研究者との共同研究、共同開発等の実施について、

　　　　　「行ったことがある」とする者が246人置77．4パーセント）どなって

　　　　いる。この246人のうち193人（78．5パーセント）が、　「研究を進め

●　　　　る上で大きな進展があった」と共同研究等の成果・効果を認めている。

　　　　また、共同研究や連携等を行う必要性については、　「積極的に行う必

　　　　要がある」とした者が264人（83．0パーセント）と多く、　「現在の状

　　　　’況で十分」とす「る者は22人（6．9パーセント）にすぎない。　「積極的に

　　　　行う必要がある」『とした264人のうち、その理由を回答した177人

　　　　　（複数回答）中54人（30．5パーセント）が「得意分野・’能力の発揮が

　　　　“できる」を挙げている。このように、更に共同研究等を推進していく

　　　　，ことが研究者等からも求められている。’

　　　②宇宙開発政策大綱において定められた個別分野における共同研究等

　　　　の実施状況は、次のとおりとなっている。

　　　　　i　地球観測・地球科学の分野では、地球観測衛星シリーズの開発・
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　　運用に当たり、衛星開発・運用機関である宇宙開発事業団と大学、

　　国立試験研究機関、民間、行政機関等の利用機関とが相互に協力す

　　ることとされているが、開発プログラム4件のうち2件については、

　　共同研究等が行われていない。

　　　また、この分野において、平成15年の打上げを目指し、宇宙科学

　　研究所の地球大気観測ワーキンググループにより研究が進められて

　　いる地球大気観測衛星計画については、宇宙開発事業団等の地球観

　　測衛星シリーズとの関連性から、宇宙開発事業団と共同して研究を

　　進めていくことが重要と考えられるが、当該計画はいまだワーキン

　　ググループの検討段階であるとして、宇宙開発事業団関係者を含め

　　ていない．　　　　　　　　　　　　6
　五　人工衛星の基盤技術分野では、ミッション実証衛星シリーズの実

　　施に当たり、宇宙開発事業団と行政機関、大学、国立試験研究機関、

　　民間等の宇宙利用関係者が従来にも増して密接に連携を図ることと

　　されているが、これらの機関による共同研究等は行われていない。

③宇宙開発事業団が平成6年度から8年度までに実施した研究474件

　の実施形態をみると、i）宇宙開発事業団単独の研究が1：88件、

　五）単独研究であるが、一部共同研究を取り入れているものが23件、

　血）共同研究が263件となっており、共同研究が占める割合は55．5パ

　ーセントとなっている・また・共同研究の占める割合を年度別でみる1

　と、平成6年度が36．0パーセント、7年度が58．0パーセント、8年度

　が65．1パーセントと増加してきている。

　　しかし、これを研究費でみると、i）宇宙開発事業団単独の研究が

　80億9，600万円（研究費総額127億9，200万円の63．3パーセント）、

　五）単独研究であるが、一部共同研究を取り入れているものが22億

　5，500万円．（同17．6パーセント）、i五）共同研究が24億4，　loo万円

　（同19．1パーセント）となっており、共同研究によるものは2割弱に

　とどまっている。

　　また、共同研究の内訳をみると、単なる年数回の連絡会議等の開催

　ではなく、研究責任者会議、研究実務者会議等を開催し、実質的な共
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　同研究を進めているものの割合は、平成6年度が87．8パーセント、7

　年度が84．2パーセント、8年度が68．6パーセントと必ずしも増加して

　いない。

　　さらに、共同研究の実施状況を研究分野別にみると、人工衛星研究

　においては、平成7年度の2件のみと少なく、単独研究が3か年度と

　も約80パーセントから90パーセントを占めている状況となっている。

④宇宙科学研究所は大学共同利用機i関であることから共同研究の相手

　は大学が中心となるが、多様な視点からの研究開発を進めるため、今

　後、大学以外の機i関等との共同研究についても配慮していく必要があ

　る。

　　宇宙科学研究所が平成6年度から8年度までに実施した研究におけ

　る共同研究の実施状況をみると、6年度が158件中128件（81．0パー

　セント）、7年度が161件中126件（78．3パーセント）、8年度が

　144件中118件（81．9パーセント）’と毎年度8割前後となっている。

　　しかし、共同研究の相手をみると、大学（大学共同利用機関を含

　む。）が平成6年度が128件中96件（75．0パーセント）、7年度が

　126件中98件（77．8パーセント）ボ8年度が118件中91件（77．1パー

　セント）と毎年度8割近くを占めており、大学以外の機関等との共同

　研究は増加していない。

　したがって、科学技術庁、文部省、通商産業省、運輸省及び郵政省は、

研究開発の進展と効率的な推進を図る観点から、以下の措置を講ずる必

要がある。

①宇宙開発政策大綱において、関係機関との連携の上、共同研平等に

　より総合的かつ効率的に宇宙開発を進めることとされた分野で、その

　取組がいまだ不十分な分野について、早急に関係機関との連携のため

　の協議を行い、共同研究等の実施を推進すること。

②関係機関が行う研究等については、共同研究の可能性を検討するた

　め、あらかじめ研究等の内容等の情報を広く提供し・共同研究の推進

　を図ること。
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（3）人工衛星観測データの公開の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばく　　人工衛星によって観測された各種のデータは、莫大な費用を投じて得

　られた成果であり、広く公開・活用されなければならず、また、人工衛

　星の開発は、観測データが多くの利用者に活用されて初めて意味あるも

　のとなる。

　　観測データの国際的な公開については、昭和61年に国際連合総会にお

　いて採択された「宇宙空間からの地球のリモートセンシングに関する原

　則」等に基づき、各国が開発して打ち上げた資源探査衛星等の観測デー

　タを無差別でかつ合理的な費用で公開及び提供することとされているほ

　か、観測データの公開や提供に係る国際的な取極めがない科学衛星及び
試騎星の翻データについそも四国の科学門門を運用する研究者σ

　グループの取極め等により、原則として、相互に公開及び提供を行って

　いる状況にある。国内における観測データの公開及び提供についても、

　これらの原則が適用されている。

　　また、宇宙開発委員会計画調整部会が、平成9年3月に取りまとめた

　報告書「地球観測の分野に関する宇宙開発活動の進捗状況及び成果の評

価について」においては、インターネットによる地球観測衛星からの画

像・データの公開の一層の促進が必要であるとされている。

　　なお、国は、　「行政情報公開基準について∫　（平成3年12月11日情報

　公開問題に関する連絡会議申合せ）を申し合わせ、行政情報公開基準の○

’的確な運用、公開範囲の拡平等について閣議決定（平成3年12月28日）

’している6洞基準では、観測データについて、　「統計調査の結果及び専

　門的調査機関の行う自然現象の観測、国土・水路の測量等の結果は、こ

れらの調査機i関の社会的要請をも踏まえた専門的な処理を経て、公開す

る。」とされている。

　我が国において観測データを取得している人工衛星は、平成9年6月

　1日現在、運用を既に終了し観測データを取得済みのものが16機、現在

観測データを取得中のものが36機の計52機iであ『り、これらの人工衛星か

　ら得られる観測データは膨大なものとなっている。

　今回、宇宙開発事業団、宇宙科学研究所等の関係機関における観測デ
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　　　rタの公開状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。

　　　①　門下の「研究者等に対する調査」の結果では、研究機関や開発機関

　　　　が所有している観測データの開示状況について回答した147人（複数

　　　　回答）・のうち、　「開示されているが不十分」とする者が63人（42．9パ

　　　　ーセント）、　「開示されていない」とする者が13人（8．8パーセント）

　　　　となっており、これらを合わせると76人（51．7パーセント）が開示状

　　　　況が不十分であるとしている。また、観測データの利用について、回

　　　　回した74人（複数回答）のうち、　「利用しやすいものがある」とする

　　　　者が54人（73．0パーセント）となっている一方、　「利用しづらいもの

　　　　がある」とする者も20人（27．0パーセント）となっているなど観測デ
●　．一二の開示や利用に関する意見は少なくない．

　　　②人工衛星の開発機関（宇宙開発事業団、宇宙科学研究所）や人工衛

　　　　星に搭載する観測機器の開発機関等（国立環境研究所、通商産業省、

　　　　気象庁気象衛＝星センター及び国土地理院）の6機関において取得・蓄

　　　　積している観測データの研究者及び一般利用者への公開状況等につい

　　　　てみると、次のとおりとなっている。

　　　　・i　観測データの公開の前提となる基準等の策定については、国内に

　　　　　おける共通の基準はなく、調査した機関で基準等を定めているもの

　　　　　は宇宙開発事業団及び気象庁気象衛星センターとなっており、他の

●　　　　4機関では基準等を定めていない。

　　　　五　観測データの公開状況については、関係財団法人を通じて観測デ

　　　　　ータを広く一般に公開しているものが2機関（宇宙開発事業団、気

　　　　　象庁気象衛星センター）～当該研究に参加している外部の研究者に

　　　　　しか公開していないものが4機関（国立環境研究所、宇宙科学研究

　　　　　’所、通商産業省、．国土地理院）となっており、公開するデータの範

　　　　　囲や公開の対象者が各機関で異なったものとなっている。

　　　　血　÷般に提供される観測データの価格について宇宙開発事業団の観

　　　　　測データの例をみると、i）研究公募により選抜された共同研究者

　　　　　に対しては無料、五）宇宙開発事業団が認める研究目的での利用者

　　　　　に対してはデごタ複製に係る実費、血）他の研究者及び一般の利用
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　　者に対しては別途算出する価格（例えば、地球資源衛星「ふよう」

　　1号（JERS－1）の合成逗子レーダーの観測データでは、宇宙

　　開発事業団が認める研究者への提供価格が約5，000円、一般の利用

　　者への提供価格は約12万円）と大きな差異が生じている。

　　このように観測データの公開が各機関の個別の基準や判断により行

　われていることにより、利用者が必要な観測データを必ずしも自由か

　つ低廉に取得できる状況とはなっていない。

③昭和52年7月に設立された「リモートセンシング関係省庁連絡会議」

　は、リモートセンシングの研究、開発及び利用の推進方策を連絡協議

　事項としており、毎年度2回程度開催されているが、その主要な議事
内容は関係予算の鞭説明等であり、これまで斜壁関において公開σ

　する観測データの範囲や公開の方法等のリモートセンシングで得た観

　測データ等の利用の推進方策の検討は行っていない。このほか、曜和

　52年11月に科学技術庁に設置された「リモートセンシング推進会議」

　は、平成5年1月に「宇宙からの地球観測長期シナリオに対応した地

　上システムの整備及びデータ利用促進方策について」　（第2次中間報

　告）を取りまとめ、地球観測衛星データの提供システムの整備を推進

　することとしたものの、同年5月以降その活動を休止している。

④宇宙開発委員会計画調整部会は、報告書「地球観測の分野に関する

宇宙開発活動の進捗状況及び成果の評価iこついて」において・i）デ1

　一タ配布は宇宙開発事業団の研究公募により選抜された研究者には無

　料となっているが、一般利用者に対してもより利用しやすくするため

　の料金の低廉化の努力をすべきである、五）データ利用については、

　多くの一般利用者を取り込んだデータ利用組織を作ることを検討すべ

　きである、データ取得・利用の制約を緩和し、各利用者が必要なデー

　タを自由に取得する体制を採ることが望ましい、それによりデータの

　広い利用を国の内外において促すことができるし、更にはデータの解

　析・利用に係る産業の活性化にもつながる等としている。

　　また、人工衛星の開発等に当たっては、観測データの利用計画の策

　定が重要であり、宇宙開発委員会は、平成9年度から宇宙開発に係る
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新規施策及び宇宙開発計画の見直し要望事項の審議等において、観測

データの利用を促進するため、初めて観測データの利用計画について

の審議等を開始したところである。

　したがって、科学技術庁、環境庁、文部省、通商産業省、運輸省、郵

政省及び建設省は、人工衛星によって得られた観測データの公開を推進

し、観測データの幅広い利用を促進する観点から、以下の措置を講ずる

必要がある。

①行政情報公開基準等に基づく観測データの公開を推進するため、

　「リモ「トセンシング関係省庁連絡会議」等の活用などにより、宇宙

　欄発事業団を始めとする関係機関が公開する観測データの範囲及び方

　法、提供を行う場合の対象者及び費用設定についての検討を行い、研

　究者及び一般の利用者の意見を適切に反映した統一的な基準を策定す

　ること。

②人工衛星の開発等に当たっては、事前に観測データの具体的な利用

　計画を策定すること。

　　また、宇宙開発委員会の審議等の場においても、観測データの利用

，計画の審議を充実すること。

一23二



4　宇宙開発事業団の業務運営の適正化

　q）宇宙開発事業団の組織管理專の適正化

　　　宇宙開発事業団は、宇宙開発事業団法（昭和44年法律第50号）に基づ

　　き、平和の目的に限り、人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケットの開発、

　　打上げ及び追跡を総合的、計画的かつ効率的に行い、宇宙の開発及び利

　　用の促進に寄与することを目的として、昭和44年10月1日に設立された

　　特殊法人である。

　　　宇宙開発事業団の組織管理については、主管省庁が組織管理の実態を

　　把握し、’宇宙開発事業団に対して適宜・適切な指導監督を実施するため、

　　宇宙開発事業団法施行規則（昭和44年総理府・郵政省令第1号。以下
　　「事業団法規則」という．）第25条｝こおいて、事業団が丁丁その二丁σ

　　織に関する規程等を制定・改廃しようとずるときは、その理由及び内容

　　を明らかにして、その実施の日前に主務大臣に届け出なければならない

　　とされている。宇宙開発事業団は、同条に基づく組織に関する規程とし

　　て「宇宙開発事業団組織規程」　（昭和45年5月6日付け45規程第5号。

　　以下「組織規程」という。）を制定しており、平成5年度から8年度ま

　・での4年商で6回組織規程を改正し、ぐ主務大臣に届け出ている。

　　　宇宙開発事業団は、職制その他組織に間する定めとして、組織規程以

　　外に「宇宙開発事業団組織規程の運用について」　（平成5年3月19日付

　　け5下闇7号。以下「組織運用達」という。）を制定しているが、組織◎、

　運用達の届出は義務付けられていないとして、組織運用達の制定・改廃

　　を主務大臣へ届け出ておらず、また、主管省庁においても、組織運用達

　　に基づく組織管理の実態を十分把握していない。

　　　また、宇宙開発事業団は、　「宇宙開発事業団職員給与規程」　（昭和45

　　年8月1日付け45規程第11号。以下「給与規程」という。）を制定し、

　給与規程第20条に基づき、人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケットの開

　　発、打上げ及び追跡に関する専門的知識経験を必要とする職務に従事す

　　る職員に対して開発手当（本給の100分の5）を支給している。平成9

　　年5月の実績をみると、技術系職員の平均本給月額406，545円に対し開

　　発手当の平均支給月額20，327円となっている。
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　今回、宇宙開発事業団における組織網用達による組織管理の実施状況

及び開発手当の支給状況について調査した結果、以下のような状況がみ

られた。

①宇宙開発事業団は、組織運用達第1条において、「事業団の組織、

　業務及び職制については、組織規程に定めるもののほか、この．達に定

　める。」と定め、．組織運用達を組織規程を補完するものと位置付け、

　一部の組織について、組織運用達による組織管理を行っている。この

　ことについて、宇宙開発事業団では、開発プロジェクトをタイミング

　よく実施するため弾力的な対応を組織運用達で行っているが、組織運

　用達による組織管理については極力早いタイミングで組織規程を改正

するよう努力しているとしている。

　しかし、組織運用達による組織管理には、以下のような組織規程に

反する運営がみられる。

i　組織運用達によって設置している課・室の数は平成5年度の14

　課・室から9年度18課・室に増加している。一方、組織規程で定め

　られた課・室を組織票用達により廃止しているものが平成5年度か

　ら9年度までで延べ22課・室みられる。

　　なお、平成7年5月に組織運用達に基づき設置された宇宙輸送シ

　ステム本部施設設備開発室は、その後2回の組織規程の改正が行わ

bれたにもかかわらず、現在も組織規程で定められていない。：

　　また、組織規程の枠外で組織運用達によって設置している課・室

　の在籍者数（各年度10月1日現在。平成9年度は6月1日現在）は、

’平成5年度が956人中75人（7．8パーセント）・、6年度が969人中79

　人（8．2パ「セント）、7年度が968人中108人（11．2パ「セント）、

　8年度が978人中128人（13．1パーセント）、9年度が1，00r人中

　106人（10．9パーセント）となっており、7年度以降全職員に占め

　る割合は1割強となっている。

i　宇宙開発事業団は、組織規程で定めるべき課・室の所掌業務を組

　開運用達で追加・削除しており、その対象となった課・室数は、平

　成5年度が29課・室、6年度が36課・室、7年度が39課・室、8年
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　　度が39課・室、9年度が56課・室となっている。

　　　また、課・室の所掌業務の追加・削除に伴い増員又は減員された

　　職員数は、平成5年度が956人中85人（8．9パーセント）、6年度

　　が969人中101人（10．4パーセント）、7年度が968人中165人

　　（17．0パーセント）、8年度が978人中165人（16．9パーセント）、

　　9年度が1，001人中199人（19．9パーセント）と増加しており、全

　　職員数に占める割合は平成9年度で2割弱に達している。

　ih　組織運用達が制定された平成5年3月以降、組織規程は6回、組

　　織運用達は13回改正され、そのうち5回は組織規程と組織運用達が

　　同日付けで改正されているが、例えば、9年3月19日付けの組織規
　　程の改正では、無尿まで宇野送システム本部1嘱していた鯛σ

　　ロケット開発センターが技術研究本部に組織替えされたにもかかわ

　　らず、同日付けの組織運用達により、技術研究本部から宇宙輸送シ

　　ステム本部の所属へ戻す措置を採っている。

②宇宙開発事業団では、開発手当の支給対象となる職員の所属する組

　織を丁宇宙開発事業団職員給与規程第20条（開発手当）の運用基準に

　ついて」　（平成2年6月25日付け総務部通ちょう第10号）において定

　めているが、これらの支給対象組織等の中には、組織規程に定められ

　ておらず、組織運用達に基づいて設置されたものが9組織（平成9年

5月「日現在）あり・当該組織において開発手当を受給している者が●．

’56人制られる。

　したがって、・科学技術庁、運輸省及び郵政省は、宇宙開発事業団に対

し・組織運用達による組織管理を見直し、組織規程に基づいた適正な組

織管理を実施するとともに、これにより開発手当の支給対象組織の適正

化を図るよう指導する必要がある。
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（2）契約事務の適正化

　　宇宙開発事業団の委託、請負、売買、賃借その他の契約については、

　「宇宙開発事業団会計規程」　（昭和45年3月7日付け45規程第3号。以

　下「会計規程」という。）等により、原則として競争に付すこととされ

　ており、随意契約を締結することができるものは、契約の性質又は目的

　が競争を許さないとき、予定価格が少額（役務請負の契約の場合で200

　万円以下）のときなど、会計規程第47条及び「契約事務取扱規則」　（昭

　和52年5月25日付け52達第15号）第5条第1項において定める特別な場

　合に限定されている。

　　平成3年度から7年度までの宇宙開発事業団の契約件数をみると、平

成3年度に6，008件であったものが年々増加レ、7年度には7，323件に

　達しているが、ロケットや人工衛星の開発など高度で特殊な技術開発を

　内容とするものが多いことなどから、各年度とも、一般競争入札及び指

　名競争入札の件数は少なく、契約件数に占める随意契約件数の割合は98

’パーセントとなっている。

　　今回、宇宙開発事業団における契約事務の実施状況について調査した

　結果、以下のような状況がみられた。

　①随意契約しているものの中には、本社及び各事業所における庁舎清

　掃、車両運転、警備等のいわゆる共通役務業務や事務の支援役務など

　　の業務の委託、請負等の契約がみられる。

　　・これうの契約については、継続性を有する業務内容である、あるい

　　は建物、．設備等を熟知している業者の方が円滑な業務遂行が期待でき

　　る等の面があるものの、必ずしも当該業者でなければ業務遂行が困難

　　なものではなく、現在の契約の相手方以外にも業務遂行が可能な業者

　　が存在し、競争に付すことになじむ契約である◎

　　　しかし、宇宙開発事業団は、従来からの契約の相手方以外に業務を

　　遂行できる者がいないとして、毎年度、それぞれ同じ業者と継続して

　　随意契約を締結している。また、共通役務業務の契約の相手方は、本

　　社及び各事業所を通じて特定の業者に集中している。さらに、契約の

　　相手方以外の業者からの見積書の徴収や市場価格等の調査をほとんど
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　行っておらず、契約価格の妥当性についての検証が不十分な状況がみ

　られる。

②　宇宙開発事業団は、契約事務取扱規則等に基づき、本社及び各事業

　所に契約審査委員会又は契約審査小委員会（以下「契約審査委員会等」

　という。）を設置し、予定価格又は予算実施計画額が一一定額（本社500

　万円、事業所300万円）を超える契約については、契約審査委員会等に

　おいて随意契約の適否、契約しようとする相手方の適否等について審

　罰することとしている。

　　しかし、宇宙開発事業団は、　「契約審査委員会について」　（昭和60

　年4月1日付け60達第6号）等により、当初契約で契約審査委員会等
の審査を経た契約を継続するもので、それまでの契約の相手方以外のσ

　者では実施が困難と要求部局及び契約審査委員会等の事務局が判断す

　るものについては、契約審査委員会等への報告案件として了承を得る

　取扱いとしており、共通役務業務等の委託契約等の中には、当初契約

　の締結から10年以上にわたって契約方法等の見直しがなされていない

　ものもみられる。

⑧宇宙開発事業団は、複数の業者と役務請負契約（平成9年度からは、

　一部の事業所を除いて労働者派遣契約に変更）を締結して、契約事務

　のうち、各種伝票の作成、伝票データのコンピュータ入力、資料の整

理等の事務を業者に行わせている・　　　　　　　◎
　　しかし、これらの役務請負業者又は労働者派遣契約業者の中には、

　宇宙開発事業団から当該契約以外の多数の業務を受注している業者も

　みられる。

　したがって、科学技術庁、監運輸省及び郵政省は、契約事務の適正化を

図る観点から、以下の措置を講ずるよう宇宙開発事業団を指導する必要

がある。

①共通役務業務等の委託契約等については、経済性・公正性を確保す

　るため、競争入札の実施等競争原理を導入すること。

②契約審査委員会等の審査案件に係る現行の取扱いを改め、契約審査
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　委員会等の既審査契約の継続案件であっても契約方法、契約の相手方

　等について適時かっ適切な審査を行える仕組みとすること。

③契約事務に関係する役務請負契約又は労働者派遣契約については、

　宇宙開発事業団の他の業務の受注者となっている業者又はその派遣労

　働者を排除すること。

一29一



・（3）外部委託による合理化の推進

　　宇宙開発事業団は、昭和60年代以降、職員の効率的配置や保全経費の

　圧縮等を図るため、i）．62年度から地球観測センターの衛星観測データ

　受信処理業務、h）平成元年度から増田、勝浦及び沖縄の各追跡管制所

　の追跡管制業務、iii）5年度から種子島宇宙センターの射点系設備保全

　運用業務、iv）6年度から種子島宇宙センターの射場系設備保全業務の

　外部委託を実施している。

　　また、宇宙開発事業団は、i）宇宙開発委員会が取りまとめた「技術

　試験衛星VI型特別調査委員会報告書」　（平成6年12月27日）において、

　宇宙開発事業団に対し、技術研究本部を強化するため、要員配置の最適

化、頭増加の努力、定蝶務の外部委託化の雛による業柳効靴σ

　などを行うよう指摘していること、五）　「特殊法人の整理合理化につい

　て」　（平成7年2月24日閣議決定）において、宇宙開発事業団は、射場

　整備作業等専門学を必要としない定型的業務を中心とした外部委託の推

　進、プロジェクト・コストの低減等引き続き業務の効率化に努めること

　とされていることを受け、平成8年5月に「技術開発能力強化に関する

　報告書」を取りまとめ、業務の合理化・効率化の一環として射場整備作

　業の外部委託化を推進することとしている。

　　今回、宇宙開発事業団における業務の外部委託の実施状況について調

査した結果・以下のような状況がみられた・　　　　　◎
　①追跡ネットワーク技術部通信ネットワーク担当主任開発部員並びに

　　増田、勝浦及び沖縄の各宇宙通信所

　　　打ち上げられた人工衛星については、常にその運行と状態を把握し、

　　目的に応じた軌道、姿勢及び作動状態を保持できるよう、地上からの

　　電波により監視、計測及び制御することが必要である。このため、宇

　　宙開発事業団では、平成8年度までは追跡管制部中央追跡管制所を中

　　枢局として、増田、勝浦及び沖縄の各追跡管制所との間で追跡管制ネ

　　ットワーク網を形成し人工衛星の追跡管制を行ってきたが、9年度か

　　らは、これまで上記の各追跡管制所で担当してきた人工衛星運用機能

　　及び地上局運用機能を筑波宇宙センター追跡ネットワーク技術部通信
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　ネットワーク担当主任開発部員へ集約することとした。これにより、

　通信ネットワーク担当主任開発部員と人工衛星との問でテレメトリー

　データやコマンド信号の直接交信が可能となっている状況がみられる

　（平成9年度から追跡管制部中央追跡管制所は軌道上技術開発システ

　ム本部追跡ネットワーク技術部に、増田、勝浦及び沖縄の各追跡管制

　所は宇宙通信所にそれぞれ改組）。

　i　通信ネットワーク担当主任開発部員

　　　通信ネットワーク担当主任開発部員（15人置は、各宇宙通信所か

　　ら送られてくるテレメトリーデータをリアルタイムで受信し、コマ

　　ンド信号を送信するなどの業務を所掌しているほか、将来の追跡管

　　制に係る構想の検討や人工衛：星のネットワーク設備の整備等の開発

　　業務にも従事している。

　　　しかし、主任開発部員を除く14人の在籍職員（副主任開発部員4

　　人、専門職2人、開発部員3人、主査1人、係員4人）の業務は、

　　ネットワーグの将来構想の検討等の開発要素のある業務を除き、仕

　　様二等で定型化できる業務であり、これらの業務の遂行が可能な民

　　間企業も育成されてきていることから、開発要素のある業務を除き

　、外部委託の余地がみられる。

　i　増田、’勝・浦及び沖縄の各宇宙通信所

　　　増田、勝浦及び沖縄の各宇宙通信所の職員数は、・いずれも平成5

　　年7月1日現在の9人が9年5月1』日現在で3人に減少してきてい

　　『る。しかし、これらの職員は外部委託した業務の監督業務に従事し

　　ているほか、追跡管制業務に伴う緊急時の対応業務や施設の維持管

　　理業務に従事しており、これらの業務の中には、定型化を図り民間

　　企業に委託することが可能と認められる業務がみられる。

②種子島宇宙センター

　　種子島宇宙センタ「は、人工衛星及びロケットの打上げ射場であり、

　打上げに至るまでの各種施設・設備の点検整備、ロケットの組立て

　等の発射前整備作業、打上げの秒読み作業、打上げ後の追尾作業、

　本社業務の現地支援業務等を所掌している。これらの業務は～i）ロ
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　ケットの組立てや融点周辺の施設・設備の整備に係る射点系業務と、

　：ii）レーダー設備等の整備に係る射場系業務との二つに大別される。

　　宇宙開発事業団では、これまで本社（打上・運用室。平成7年度ま

　では打上管制部）で所掌していた業務のうち、種子島宇宙センターで

　処理することが効率的かつ、合理的なi）人工衛星及びロケットの全

　段組立整備作業、カウントダウンの手引書や打上げスケジュールの作

　成・改定・進行業務等（射点系業務。平成6年度）、h）射場におけ

　る業務の手順書、スケジュールの作成、改定等（射場系業務。平成7

　年度及び8年度）の業務の所掌を段階的に種子島宇宙センターに移管

　している。

　　宇宙開発事業団では、このように本社から種子島宇宙セ汐一へ業◎

　務を移管することに伴い、業務の省力化等を図る観点から、i）甲唄

　系業務のうち射点系設備保全運用業務は平成5年度から、五）射場系

　業務のうち射場系設備保全業務は6年度から、業務の定型化を図った

　上で、それらの業務を処理する能力を有する民間企業（各1社）に一

　部外部委託しているものの、定型化が困難な業務については、種子島

　宇宙センター自身の業務として外部委託を行っていない。

　　しかし、定型化が困難として外部委託を行っていない業務の中にも、

　例えば、i）射点系業務については物品管理の一部業務等、　h）射場

系業務については打上げ実施計画の作成・無線局運用計画のとりまとσ

　め業務等については、委託先企業との役割分担、業務の実施方法など

　の見直し等によって更に外部委託の推進が可能とみられる業務がみら

　れる。

⑧小笠原追跡所

　　小笠原追跡所は、i）ロケット打上げ時におけるロケット等からの

　データ取得、h）データ取得に付帯する試験及び調査、　iii）小笠原追

　跡所の施設、設備、器材の保全及び運用等の業務を所掌している。

　　小笠原追跡所は、機器等の整備により現地への職員配置の必要性が

　癒くなったとして、昭和63年度以降、定員3人が認められているにも

　かかわらず職員の配置が行われておらず、本社宇宙輸送システム本部
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の主任開発部員が所長の兼務発令を受けている状況にある。なお、日

常の施設、設備、器材の保全及び運用については外部委託により対応

し、ロケット打上げ時には、本社職員、種子島宇宙センター職員、’ ﾝ
備製造企業の派遣技術者等による打上げ編成隊の出張により対応して

いる。

　したがって、科学技術庁、運輸省及び郵政省は、外部委託による業務

の効率化、組織の合理化を推進する観点から、以下の措置を講ずるよう

宇宙開発事業団を指導する必要がある。

①通信ネットワーク担当主任開発部員については、業務の定型化によ

　り外部委託化を推進するとともに、要員の整理合理化を行うこと。ま

　た、増田、勝浦及び沖縄の各宇宙通信所の業務については、業務の定

　型化が可能な業務について定型化を図り、当該業務を外部委託するこ

　とにより要員の整理合理化を図ること。

②種子島宇宙センターの射乳系業務及び射場系業務のうち外部委託を

　行っていない業務について、委託先企業との役割分担、業務の実施方

　法の見直し等により外部委託の推進を図ること。

③．小笠原追跡所については、定員を廃止すること。
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用言面角画論

ペンシルロケット
　　東京大学生産技術研究所が昭和30年4月12日に公開での水平試射に成功した直径1．8センチメ
　ートル、長さ23センチメートル、重さ200グラムのロケット。その後、長さが30センチメートル
　のものや2段式のペンシルロケットの試射も行われた。

静止軌道

　　赤道上空（軌道傾斜角0度目の高度約3万6，000キロメートルの円軌道で、かつ衛星の公転の
　方向が地球の自転の方向と同一（東向き）であり、衛星の公転の周期が約24時間で地球の自転の
　周期と一致する軌道。地球からは衛星が宇宙の一点にあたかも静止しているように見える。軌道
　傾斜角は、衛星の軌道面と赤道面とがなす角度

低軌道

　　高度予言キロメートルから数千キロメートルの地球を周回する軌道。なお、J－1ロケットの
　人工衛星の打上げ能力は低軌道（高度250キロメートルの円軌道の場合）に約1トン、M二Vロ
　ケットのそれは低軌道（高度250キロメートルの円軌道の場合）に約1．8トン

光衛星間通信実験衛星　　　　　　　　　　　　　　σ
（OICETS：Opitical　lnter－orbitCommunications　EngineeringTest　Satelhte｝璽
　　光衛星通信の要素技術（捕捉、追尾ヨ指向技術面）を開発し、欧州宇宙機関（ESA）との協

　力により、同機関の静止衛星（ARTEMIS）と光衛星間通信実験を行うことを目的とする衛
　星（衛星重量は約570キログラム、軌道高度は約550～610キロメートル、軌道傾斜角約35度）。
　平成12年度にJ－1ロケットで打上げ予定

極超音速飛行実験機（HYFLEX：Hypersonic　Flight　Experiment｝
　　再使用型の宇宙輸送システムの実現に向けた主要な技術の確立を目的とする宇宙往還技術試験

　機i（HOPE－X）の開発に必要となる極超音速飛行に関する基礎データを取得し、基盤技術の
　蓄積を図ることを目的とした飛行実験機i。平成8年2月にJ－1ロケット試験機1号機で打ち上
　げられ、飛行中のデータを予定どおり取得。機体の回収には失敗したが、極超音速揚力体の基礎
　技術を実証

ミッション（mission｝

　　人工衛星又はロケットの打上げの目的。あるいはある特定の目的をもって人工衛星又はロケッ
　トを打ち上げること。

ミツジョン実証衛星　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　宇宙開発事業団が、民生部品の人工衛星への活用や地球観測、通信・放送等の各分野での本格
　的なミッションの先導的な技術開発を行う目的で研究開発に着手している小型衛星。現在、具体
　的な打上げ予定としては、平成12年度に2機（MDS－1及びMDS－2）である。

移動体通信
　　移動電話（携帯・自動車電話）、ポケットベル、列車電話など、屋外などで移動しながら連絡
　を取り合う無線通信の一種。この分野では、低回軌道に多数の衛星を打ち上げ、全世界規模で携
　帯電話などのサービスを提供する計画・構想が複数あり、一部は既にサービスを開始している。
　　移動体通信衛星は、携帯電話等のサービスを提供するための通信衛星。

科学衛星
　　地球の周りの大気やプラズマ、ブラックホール、惑星などを観測、探査する科学研究を目的と
　した人工衛星及び探査機。我が国では文部省宇宙科学研究所が科学衛星を開発し打ち上げてきて
　おり、同研究所を中心として科学衛星による観測・探査が行われている。

固体燃料ロケット　　　　　　　　　　　　　てん

　　固体燃料をその容器と兼ねた燃焼室内に充填し、それを燃焼させて発生したガスをノズルから
　排出して推力を発生するロケット。固体燃料は、固体の酸化剤及び燃料等から構成される。
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液体燃料ロケット

　　液体の燃料（液体水素等）と液体の酸化剤（液体酸素等）を燃焼させて推力を得るロケット。
　一般に燃料と酸化剤は別々のタンクに入れられ、それぞれ燃焼室に送られる。固体燃料ロケット
　に比べて構造は複雑であるが、誘導制御が容易であり、大型ロケットに適している。

固体ロケットブースター（rocket　booster）

　　一般にブースターあるいはブースターロケットは、ロケット発射時において初期段階の加速を
　助けるために使：われるロケットを指す。H一∬ロケットの固体ロケットブースター（SRB）は、
　H－1ロケットの第1段まわりに推力増強用として取り付けられた2本の補助の固体燃料ロケッ
　ト

モーターケース（motor　case｝

　　固体燃料ロケットの推進薬（燃料及び酸化剤）の容器兼燃焼室。固体燃料ロケットでは、ロケ
　ットエンジンをロケットモーターと呼ぶことが多い。

ノズル（nozzle）

　　ロケットエンジンの燃焼室内の高圧ガスを膨張させ高速化することにより、燃焼ガスのエネル
ギーを運動エネルギーに変換して推力を発生させるもの。

宇宙実験・観測フリーフライヤ（SFU：Space　Flyer　Unit｝
　　宇宙環境において長期間にわたり様々な実験機会を得ることを目的とし、宇宙開発事業団（科
　学技術庁）、宇宙科学研究所（文部省）及び新エネルギー・産業技術総合開発機構（通商産業省）
　の共同プロジェクトとして開発された回収・再利用が可能な宇宙実験・観測システム。従来の人
　工衛星との違いは、一定期間の軌道上での運用後、米国のスペースシャトルで回収し、再利用が
　できることにある。平成7年3月にH－1［ロケットで打ち上げられ、平成8年1月に米国スペー
　スシャトルにより回収された。

月探査周回衛星（SELENE：SELenologicaI　and　ENgineerring　ExPlorer）
　　月の起源と進化の解明に必要なデータの取得、月面軟着陸等の月探査に必要な技術開発などを
　行う宇宙科学研究所と宇宙開発事業団との共同計画である月探査周回衛星計画で、平成15年ごろ
　にH－1ロケットで打ち上げられる予定の衛星。月を周回する周回衛星、着陸実験機及びリレー
　衛星で構成

技術試験衛星Vl型（ETS－Vl＝Engineering　Test　Satellite－Vl）
　　大型衛星バス技術の確立、衛星通信機器の開発実験、H一］1ロケットの性能確認を目的として
　平成6年8月に打ち上げられたが、衛星搭載のエンジンの不具合のため予定された静止軌道への
　投入を断念。楕円軌道において通信系などの実験を実施

衛星バス（bus）

　　衛星を軌道上に維持し、ミッション機器を搭載し、動作させるために必要な機能をもった衛星
　の機器構成部分。ミッション機器は、衛星が果たすべき目的を達成するために搭載された機器
　（例：地球観測を目的とする衛星であれば地球観測のための観測機器）

衛星バス（の要素）機器
　　ミッション機器（「衛星バス」参照）を除いた衛星本体の共通機器

陸羽観測技術衛星（ALOS：Advanced　Land　Observing　SatelIite）
　　地球資源衛星1号（JERS－1）及び地球観測プラットフォーム技術衛星（ADEOS）による陸域観測
　技術を継承・発展させ、地図作成、地域観測、災害状況把握、資源探査等への貢献を図ることを
　目的とした地球観測衛星。H一∬Aロケットにより平成14年度に打上げ予定。観測機器の一部は
　宇宙開発事業団と財団法人資源探査用観測システム研究開発機構とが共同で開発する。

　　　　　　　　　　　　　　　
技術試験衛星Wll型（E丁S－Wl：Engineering　Test　Satellite－WD
　　3トン級静止衛星バス技術の習得、大型展開構造物などの基盤技術の習得、移動体衛星通信シ
　ステム及び移動体衛星デジタルマルチメディア放送システムの技術開発、高精度時刻基準装置に
　よる測位などの基盤技術の習得を目的として、平成14年度ころに打上げ予定の静止衛星

一35一



コンポーネント（component）
　　複数の部品構造体を組み合わせたもので、機器全体の運用の中で独立「した機能を遂行するもの。

生産・調達・運用支援統合情報システム（CALS：Continuous　Acquisition　Life－cycIe　Support）
　　コンピュータネットワークを使った電子発注システム、製品の設計、開発、生産、メンテナン
ース、流通までのデータをコンピュータで管理するもので、電子商業取引ともいう。

通信放送技術試験衛星
（COMETS：Communications　and　Broadcasting　Engineering　Test　Satellite）
　　静止軌道上の中継衛星を経由した、低高度を周回する観測衛星などと地上局との衛星通信技術、
　高度衛星放送技術、高度移動体通信技術の開発実験を目的とする静止衛星。郵政省通信総合研究
　所が搭載する通信機器の一部を開発。平成10年2月にH－1ロケット5号機で打ち上げたが、ロ
　ケットの第2段エンジンの不具合により予定レた静止軌道への投入ができず、楕円軌道において
　可能な実験を行う予定。

静止トランスファー軌道
　　人工衛星を静止軌道に投入するための軌道で遠地点（地球から最も遠い点）高度約3万6，000
　キロメートル、近地点（地球の最も近い点）高度約250キロメートルの軌道

リモートセンシング（Remote　Sensing｝
　　人工衛星や航空機などに搭載した観測器を使い、離れた位置から地球表面を観測すること。

地球資源衛星1号（JERS－1：Japanese　Earth　Resources　SatelIite｝
　　通商産業省及び宇宙開発事業団（科学技術庁）が平成4年2月にH－1ロケットで打ち上げた
　地球観測衛星。地球の全陸域を観測し、資源探査を主目的に国土調査、農林漁業、環境保全、防
　災、沿岸監視等の観測を行う。

合成軍費レーダー（SAR：SyntheticAperture　Radar｝
　　高分解能のマイクロ波（波長1センチメートルから30センチメートル付近の電磁波）映像レー
　ダー。マイクロ波を照射し、その反射波をとらえて、ものを識別する。天候、雲、霧などの影響
　を受けず、地表の性質、凹凸、傾斜を高解像度、高コントラストで観測、把握が可能

射点系設備
　　射座点検塔、移動整備言及び発射管制棟、燃料や酸化剤の貯蔵供給設備などロケットの打上げ
　に必要な点検、組立、発射管制設備

◎

射場O吟跡所にある。ケットの追尾に必要なレーダー論テレメータ受信設備、コマンド送信σ

　設備、光学観測設備、通信設備

テレメトリーデータ（telemetry　deta｝

　　ロケット、人工衛星から送られてくる、ロケット、人工衛星の位置や姿勢、温度、電力の状態
　等を示すデータ

コマンド信号
　　地上から人工衛星にその位置や機器の動作等を指示する信号
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